
ぶ節では、行政集団が如何なる「お役所仕事」的方法によって、組織変革を 実施してい

るのかという「組織と人間のダイナミックな変革プロセス」と併せて、その根本的な困難

。性をも挑ていきた収 変革過程吻
は、職員 各層のさまざまな利害関係が複雑に クロスしな

がら遂行されており、て の実態を個別事例分析によって解明する。そのためにいくつかの

｀自治体の事例（ 成功および失敗を含む）を 引証しながら、指標としては、「変革動機 」［ 目

的と理念 ］「制度化の方策 」丁組織運営の原則」「主体者の力関係 」「 職員 の態度 」「 結

果の評価｜などを巾心に考察ずる。 とりわけ、主管者のリーダー　 シップ、呼称制度、労

働意欲の問題について は、自治体総体に共通した試行錯誤で もあり、この課題は次の第3

節につなげる予備的考察にもなっている。/以下、どこの市役所で、 どのような条件の下 に、

動態的組織が導入されているか、変革時期の早い順に見て行こう。

事例（1）　三鷹市

（工）権限委譲の歴史的過程

'63年、鈴木♀三郎三鷹市長は、3 選後、「都市地盤としての下水道完備は不可欠であ

り、至上命令である。下水道なき文化都市は砂上の桜閣である。」という強い信念を表明

し旭 ここに本市における行政改革への最初のモチーフが、決定的な重みで存在していた。

その後、市長は資金獲得のために、行政の合理化・能率化対策を次々に打出していく。

企業性の導入、民間委託、維持管理費の削減、人件費の抑制などが実施された。組織は簡

素化され、事務事業の整理、統廃合が行われた。また義務的経費も出来るだけ省力化され

ることになった。地方財政の窮乏化は眼に見えて恒常化しており、自己資金を捻出するた

めには、結局の処、人件費の節減しかなかったのである。そこでさらに課係の統廃合を図

り、職員の流動的活動体制を活用、勧奨退職制度を促進、また役職制度の合理化などにも

着手することになった。当時、職員1 人当たりの担当人ロは全国平均で150 名であったの

に対し、本市は203 名であった。

だが市長は、「市民に“高負担”をお願いする以上、市政の経営・運営のための“内部

努力”は至上の命令である」として、自主財源の確保に努力する姿勢を崩さなかった。当

然ながら、このような内部努力としての諸政策は、組合員に犠牲を強いるもの、また労働

強化として、職員組合の反発と批判と反対闘争とを激化させた。

こうして、まさにこのような渦中にあって、'  64年、機構改革が断行され、「 権限の分

散化こ権限委譲｜の問題がリアルに表出してくる。委譲の対象者は、部課長は勿論である
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が、ここでは特に「係長職」にも委譲されていることに重大な意味がある。

万二当局は組合員である係長にもJ 新しく管理職手当（本俸の15% ）を支給することになっ

た。Iこの「係長の管理職|化 」は確かに、理事者が人事管理卜、目的意識的に中間職制を自

らの側に引き入れるという組合の分断工作にあったろうと思われる。だが係長自身にとっ

ては単純に手当だけの問題とは言い切れない苦悩があった。それは実際組合員である係長

たちが、組合を完全に脱退するまでに、さらに2 年の月日を要していることからも判る。

「結局、係長の組合脱退届けは、復帰の説得をしたがその意思がなく、組合費を払わない

ので、組合員から除外した」とされている。こうした三者三様の、長い闘いを経て、係長

の管理職化］ということが制度的に確立されてくるのである。　　　　　　　フ

当局や組合サイドはそれなりに一定の論理的正当性を持っているが、当事者としての係

長サイドに立てば、むしろ専決権の付与という権限委譲にこそ、ひとつの画期的意義があっ

た。これは従来の中途半端な下層中間的職位に、名実共に責任と権限が付与されたことを

意味している。行政における実質的な職務遂行は、事実上、これら第一線の係長クラスの

手によって起案・作定されている。係長に対し、直接的な担当責任者としての地位と権限

を制度的に保障したということになるのである。専決権の内容は、類似他市の課長クラス

に匹敵する決裁事項を含むものであった。ちなみに現在の係長の専決事案だけでも呈示し

ておくと、［表2-7] の如くである。　　　　　　－

［表2 －71 係長の専決事案

I 1. 一件の所要経費予定額50万円未満の事務事業の実施に関すること。1

1 2. 一件50万円未満の支出命令に関すること。

に5. 一件50万円未満の歳入の調定と収入通知に関すること。1

i 4. 係員の事務分担の決定に関すること。

5 。係員の即日帰庁の出張、忌引休暇欠勤に関すること。

6. 申請、照会、回答報告、復命等のうち軽易定例的なものに関すること。

7.  法令、条例、規則等で定められた台帳、資料に基づく事項の証明、閲覧に関するこ

と。

表中の専決事案は飽く迄も現在の内容であり、 ’64年当時に認められたものは（4  ・ 3'

1 :: う・
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6 。7 ）の項目だけであった。（l ・2 ・3 ）の予算に関する決裁権が委譲されたのは46

年のことでありヽ さらに7 年の時間を待たねばならなかった。 この間にヽ 係長 の管理者と

しての職員研修が徹底的に行われ√意識 の変革や管理能力養成などの訓練が為されていた

のである。＼丿 白　六卜　　
：　

一丿△。　/i-。。。、。。‘ ¶W--III　　　　　　　　　　　　I

この教育・研修は√公務員という市民を代表する行政スペ シャリ ストとしての基礎的知

識や判断能力を訓練させるため、つまり行政執行の処理責任者として真の資質や能力を育

成するという目的であった。不正防止のために、さまざまな待遇改善がなされ、責任 の度

合いに能率を加味しての給与決定や実績本位の昇進、 信賞必罰、兼務兼職制度、プロジェ

クトチームの編成等々がしばしば実施されてきた。

それにもかかわらず、 係長の管理職化という波紋 は意外に大 きく、'69 年の組合活動方

針の中にも、寸 係長 の管理職手当を廃止し、課長を15 ％に切下げる（以前の状態にもどす）

｜という要求案が根強く盛られていた。この要求は遂に'73 年に実現され、管理職手当の

支給は中止されることになった。同時に係長の特別研修も一応終了し、併せて同年には、

機構改革の目的であった下水道事業もほぼ完成を見たのである。

②集権化と分権化

ところで、「権限の分散化｜と併せて注目すべきは、それとパラレルに「権限の集中化」

も行われていたということである。この集権化に二方向があった。一つは制度としての総

務室への管理的機能の集中化であり、もう一つは独任的リーダー個人への集中化である。

まず前者は、'64 年の機構改革で、「市政方針や市長の命令を下部組織に早く、正確に

伝えろために に 組織の簡素化が行われた。その際、人事、財政、企画、文書、秘書、広

報、公聴などをひとまとめにして「総務室」に集中させ、市長の直轄下に置いた。この総

務室は「経営管理機能」として、課や係の代わりに担当制を導入し、決定事項の連絡調整

に従事させ、ライン部門に対する管理的助言や指導に当たらせた。臨時的な特別重要業務

が生じた場合に乱 この室に特命参事を置いて解決処理に当たらせたのである。この総務

室中心主義は、市の中枢部門の殆どを集中管理することになり、トップの政策決定を容易

に実施できるということになる。つまり、係長職への権限委譲は、中間管理職への分権化

をより一層促進させたのであるが、「他方、仕事中心の集中的管理体制」も同時的に行わ

れていたということである。それは下水道事業の早期完成という大目的のための権限集中、

意思統一、財源確保、リーダーシップの効率的発揮という意図を持って創出されたもので
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あった。このような権限と機能 の集中化 は、＿“分権化に対応した集権化である’といえよ

う。 六白　　　　 ト　　　　　　 ＼ダ　　‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j

さ 嗣こトップ・リーダーへの権限の集中化、即ち鈴木市長個人 のヘ ヅドシップという点

を挙げることがで きる。5 期20 年の連続当選は、職員をして「専制的開明君主 」と言わし

め、 組合からは「良し悪しにつけ、 頑固で 個性の強い人」「 諸政策を行 うにあたり、強引

かつ不退転であった｜とさえ言われている。これは、下水道建設に受益者負担金制度を提

案した時、議会や組合や社会党などから猛反対 にあったが、決裂してなお も、「生活環境

整備はまず下水道n これなくして都市づくりはありえない 」と信念を押し通したことによっ

ても証左されていよう。従って、あらゆる市政方針の意思決定に、市長中心のワンマン・

カラーが色濃く投影されているということも容易に想像で きるのである。

それで もなお、 われわれは本市の試行的事例から視るに価する特性を 摘出することがで1

きる。

それでは、「 分権的システムとして、 係長が管理職として位置づけられていることの意

義は何であるか。 ｜まず専決権の付与によって、名実共に責任者として認められ、 意思決

定過程への直接的参画資格が与 えられたということである。 これは管理 監|督者として一般

職を管理統制で きるということより 乱 ま た役付職員 として地位・肩書が保証されたとい

うことより も、より大きな意味がある。 確かに職位に付随した経済的報酬や精神的満足感

が、伶得として個人に還元されることち看過で きない。だが、毎日毎日限りなく繰返され

る日常業務において、最も改善すべき点は何より も“責任 体制の明確化 ”という課題であり

だ。一千円の支払いにも一起案書にさえも、10～20 個のハンコが押されるという無責任七

や非能率性については、誰より も彼ら自身がよく熟知して いることである。毎 日毎日、何

年 も何十年も「伺方式 」という無責任な業務活動の在り方に問題を感じていたはずである、

いつも上司からの決裁を 待ち、上部からの職務命令や指示に従い、前例や規則主義に盲目

的に依拠しつつ行動していることに対し、絶えず異和感を抱いていたはずである。しかも

この当事者が、特に係長の職位にあることは周知の通りである。

このように曖昧な係長の立場を、フォーマル・制度的に確立したということにひとつの

重大なエ ポヅクがあった。察議制は、形式的にもせよ、それが情報の関連職員への周知徹

底、疎外感の排除という役割を果たしてきた。しかし本市では、［係長への専決権の委演］

により、合議制の採用と合わせて、察議数が従来の3 分の1 で済むようになったと言わ（

る。それでも機能的には十分に運営されている。それだけ事務処理が迅速化され、意思決
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定過程が能率的に短縮されかつ明確化されたということになる。それは、「仕事中心の管

理体匈り を遂行していぐたかこ、実務の中心である係長にそれに見合う極めて当然の処遇

を与えただけのことであるといえるかもしれない。　　　　　　　　　　－　 、二

卜さらに、’管理的な事務分担責任者としての期待とその自覚は、高能率・高賃金の職員と

して自己意識を啓発させることになる。従来の如く上司への従属的・依存的な行動パター

ンは許されないn 「部下も責任を持だされる_とよく働き、決して不正はしない」という市

長の信頼が、少なからず係長の労働意欲を高め、仕事能率を向上させているものといえる。

専決権は一定の枠内ではあるが、係長の仕事の自由裁量度や創意工夫、判断能力などの増

大、責任範囲の拡大を意味している。この責任に耐え得る能力や問題解決能力などの自己

研讃が、各係長に否応なく課されているという状況になっている。つまりこのことは、自

らの問題意識を持ち、専門的知識を活かした仕事を志向している係長にとって、有益な制

度改正であったのであるo

こうして係長クラスに専決権を付与したことにより、本人自身の資質の向上は勿論、職

務関係や仕事態度の変化などを誘発する結果になっており、改革は一応成功しているよう

に思われる。この一点突破を契機に、さらに段階的に権限委譲（ 分権化）の内実性（質量）

を拡大していけるか否かが、今後の三鷹市に問われているであろう。

・事例（2 ） 甲府市

甲府市は、'66 年、て真に市民のための市政を 実現し、新たな行政需要や市長の施策が

効率的に遂行できる体制i  （1）の確立を目指して、「行政組織の近代化、 すなわち動態的

組織である流動的活動体制 」の導入・実施に踏切った。その動機 は、次のように説明され

ていろ。「 組織の精神は、組織の全成員の力を最大限に発揮し、業績の向上を期するにあ

り、目標のない組織は形式が整っていても組織とはいえない。組織は規定化されると静態

的、固定的になろが、本来組織は、その目標を達成するため、刻々流転する客観的諸条件

にい倆早く適切に対応しなければ、業績を高め、住民福祉の向上に寄与できない。」と。改

輦目的は、「 単なる 人減らしで はなく、能力開発を中心とした少数精鋭主義の管理を取り

入れ、住民福祉を増進する積極的施策を押し進めることと、合わせて働く職員の労務管理

の確trを目指すものである □2 ）とされている。

糾絣変革の必要件については、既に充分認識されていたようである。しが ちそれは、単

に非倍率といったお役所主義とか、特権意識、無責任、事無かれ主義といったお役人気質
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に対ずる一般的批判からだけではない。官僚機構の自然的膨張に対する批判にも言及され

ーてい乱
コ「本市では、自己の組織集団に対する痛切な自己批判と深い自己洞察とから出発ノ

していたのである(2）　　　　　　　　／　T　づ　　　ノ　　　　　　　　　・ しT

本市の現状と問題点から引用してみよう。①年々増加する事務量と財政の実態、②現行

‘機構における分化拡大傾向、③頭でっかちめ職員構成、④中間的職位の発生、⑤セクト主

義の弊害、⑥管理体制の逆現象、⑦職制設定の限界、などが挙げられている。概して、従

来の行政機構、管理運営面で一大転換期に来ているという不可避性を切実・明確に自覚し

ている丁この問題解決のために組織を再編成し 機動的活動組織を確立しなければならな

いという気運が高まっていたのである。　　　　　　　　’犬

ただしかし、本市が、この時点で、新しい制度の導入、つまりは行政の近代化を実施すl

るには、それ以前の史的蓄積過程があった。`「何故、甲府市が」という疑問には、やはり

特殊な本市なりの根拠があったものと思われる。この歴史的過程を無視するわけにはいか

ない。　　　　　　　＞　　　　　　　　　　　レ

本市は、鷹野啓次郎革新市長が誕生した・53年当時から赤字財政であった。　'56～'61

年には赤字団体に指定され、緊急な目標課題として、「赤字の克服と公務能率の増進」（0
鼎

れてい仏 市長は、当選直後の行政改革として、①二人助役制の廃止、②部長制の廃

止、③市長と課長直結による指揮命令伝達の簡素化、④公費の節約、⑤職員の昇給ストッ

プ、⑥55歳以上の定年退職の実施など、を実践に移した。これらはつまり、財政窮乏の解

決策として、各種の経費節減が迫られ、そのための行政機構の合理化・簡素化が余儀なく

されていたためといえる。これ以降、  '57年頃より行政近代化は軌道に乗り、体制確立と

機構の整備とが拡充されていく。主要な時期としては、'61 年、事務改善が実施され、①

部制の設置、②企両調整部門設置によるライン・スタッフ制の明確化、③窓口事務の集中

化、などが行われ乱 この時、従来の縦割型機能を抜本的に改め、企画・調整・サービス

などの職能もつ「 スタッフ部門｜と、直接住民サービスを行う「ライン部門」とを明確化

した絹織に改め、第i 期就任直後に廃止した部制を復活させた。さらに、 ’62年、企画調

幣機能充実のため、主査制を採用。また、「目標と業績による管理」としての「市政基本

方針1 を策定。市政目標の設定、基本的政策の決定、行政執行の方針を確立し、その方針

に沿って行政を運営ずるn '65 年、市長特命により、課係廃止を中心とする行政改革嶮

討に入乱 翌年度に、第1 次の令面的・抜本的な組織改革が実施される。この第1 次改革

は、々年の第2 次改基のための下準備段階として位置付けられていた。この時の変革理念
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として、「重点的民主的執行ヽ総合的調整機能の確立ヽ事務事業の集約化と集中化ヽ行政

運営の能率化ヽ 事務管理の適正化」などの基本方針が提起されている。これらの諸理念を

具体的に実現する組織として、て 流動的活動体制」の導入が図られたのである。

第1 次改革は√組織の基本理念としての流動的活動体制を確立するための素地づくり、

あるいは基盤整備であった。この体制について改めて、本市の定義づけから引用してみよ

う。「各部門のセクトを排除し、発生する事務に対し、いつでも内部または、全庁的に遊

休労働を有効活用し、その処理に必要な勢力を流動投入するとともに、他部門への応援と

いう観念でなく自らの担当事務として受けとめられるような体制であって、原則として各

部門を中心とした分権的管理を建前とする少数精鋭主義の管理方式である。 」（5）［市民

は一窓ロ、市民への訪問は一職員］との目標のもとに、行政の一元化、総合的窓口行政を

志向している。　　 －　　　　　　　　　　　　　／

現行の事業目的別体系を機能別体系に改める。これは事務事業を可能な限り機能的に集

約化することを狙ったものである。増大する仕事量の変化に応じて職員が随時、機能的に

動けろように、まず部長職を重視し、。権限委譲を進め、分権的管理方式を採り入れる。次

に各課のセクトの排除、すなわち課単位の枠組を撒廃し、その勢力を部単位に集め、部内

の潜在余力の有効活用を図る。そして「部長権限を充実」した上で、職制階層の職務の明

確化・統一化を図る。そのために現行5 階層と成っている職制のうち、中間職位としての

「課長補佐制度を令廃」し、階層短縮を行う。この職位を図示すれば、〔図2-8 〕のよ

うになる。つまり課長補佐、副主幹、次長制度などの中間職位はなく、4 階層だけに簡素

E［図2-8 ］ 職 位

素化肖れている。これにより、命令系統の迅速化、専決決定の円滑化が期せられた。さら

にヽ 課内各係の事務を調整する調整専門職能として、「管理主査」制度を採用した。
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翌年、第2 次機構改革が行われる。この要点は、課係制を廃止し、主管者制度である主

幹・主査制を採用。セクショナリズムを排除するとともに、「流動的活動体制」へと移行

し、これを積極的に推進していくご 主管者は、’原則として従来のような管理・統制ポスト

ではなく、自らが事務を処理する実行ポストである。つまり事務事業の執行責任者である

と共にスペシャリストの専門者でもある、という2 つの性格を要請されている。部長は主

に管理・渉外・政策面を留保し、部長専決権のうち、事務処理的な権限を大幅にこれらの

管理主管者に委譲した。これは、迅速・適切な事務遂行を図るために、職務権限をできる

だけ実際業務を行う階層へ委譲して分権的に管理しようとしたものであった。

新しい組織に関する基本理念は、「職務執行基本規則」の前文に掲示されている（6）。「

組織編成の原則」として、①分権化の原則、②階層短縮の原則、③系統明確化の原則、④

流動性の原則、⑤機能化の原則を、また「組織運営の原則」として、①重点主義の徹底、

②権限の下部委譲、③情報管理の確立、④調整活動機能の整備、⑤進行管理等業績の計画

的把握、⑥少数精鋭主義による管理、⑦組織・人事・教育の統一的制度化、⑧リーダーシッ

プの確立、⑨目標による管理への指向、などが規定されている。これらの諸組織原則は、

従来の組織的欠陥を解消する対策として指摘されたものであり、いわゆる「甲府方式」と

いわれる流動的活動体制の基本理念であった。

鷹野市長にとっては、最後の4 期目（14年）にして、ようやく達成した改革であった。

改革に当たって革新市長と市職員組合との関係は、全体に相互依存的関係を強化し、組合

（員）の支持協力を維持していた。第1 次改革に対して組合側は、「今回の機構改革に対

する組合の見解と要望事項」（7）を市長に提出している。改革に対して、「我々の要求す

るところは、住民要求をより高度に消化し、職員の労働条件を高め、より効率的な行政遅

営を図ることである。 ］とし、①課長補佐、係長より降格者は出さないごとし ②適正の人

材開発配置、などの問題点を挙げ、概ね前向き・積極的に取組んでいる。組合は、「願

側の提案に対する条件つき協力の姿勢 」を保持し、「行政改革に対する正しい理解」と1

問題点の鋭い指摘能力 」とによって、「一面協力・一面抵抗」という姿勢で関与した（8）O

本市の場合、革新市長、革新的官僚、市職員組合との相互的協力関係の中で改革が推進さ

れてきたと言うことができよ乱

さらに、'73 年、第3 次組織改善を実礼 この時は改革後ら年の経過を経ているため、

多くの効果と共に問題点も提出されており、主としてその対策的改善がなされている。プ

ラスの効果としては、①お役所主義、古い管理意識が薄らぎ、②各部の縄張り意識が排除
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され、協m 処理意識が出てきたこと、万③中間職位の解消による命令系統の迅速化、④能力

主義による人事管理ヽ ⑤人件費の削減ヽ などが挙げられている。問題点としてはヽ ①主管

者制度の職位・職能の呼称を市民にわかり易くするために、比較的市民と接触の多い執行

部門については課 係゙（課長 係゙長）としヽ 専門職能の呼称は従来通り主幹・主査とした。

次に。②職務実行ポストである主幹に大幅な権限委譲を行い、さらに明確な責任執行体制

を確立した。③事案の責任所在の明確化と職員の参画意欲の向上を図るため、決定書方式

による薦議制度について起案者の明確化を義務づけた。④市長の指導性と統括能力を高め

るために、新たにフリーの立場で市長を補佐する機能として、参事制度を導入した。また、

⑤各部門の部内調整機能との有機的結合を図るため、管理課長会議設置を運用することに

した
○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’　　　　/ぷ

課係制を廃止してセクショナリズムを排除するという流動的活動体制の効果について、E

ヨ常業務の側面から見てみよう。〔表2 －8 〕は、 ・74 （昭和49）年度の「流動実績報告

集計表｜である。これによると、流動職員延人員は7927人にも昇り、多くの職員が部相互

ほl- む 昭和49年度　沈動実欄報告別 十表（ホfiμ務a 副
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間であるいは部内で流動があり、大きな役割を 果たしていることが裏付けられている。こ

れらの数字に入らない以前の「 課内 」での応援 も日常茶飯事であろ うこと も想像に難くな ＝

いよ このデ ータから、=事務量の増加や事務の繁閑に合わせて必要職員を流動的に当てて調

整するという目的は、一定程度の効果を上げているよ うに思われる。y
プ

流動的活動体制が一つのシステムとして動 き出し、①事務の増加、繁閑に対する職員流

動による調整機能と、②職員抑制機能が、 かなりの効果を上げていることは、次の数字か

らもそれを窺い知 ることがで きる（9）。市税に対する人件費の割合は、'63 年の66.7 ％から。'66

年 には80.5 ％にまで上昇するが、改革後、数字は下降に転じ、'76 年はeg .00/まで低

下している。職員数 も、'68 年から'73 年までの5 ヶ年間における職員増加率で比べると、

全国都市平均が29.7% に対し、甲府市で は22.8% 増で7 ポイントも増加率が低い。また

'74年度の類似都市人口職員数の平均 も1.22レ 人であるのに対し、甲府市は1.138 人と、やi

はり少ない。このような観点からも、流動的活動体制は大きな効果を上げていると評価され

ている。

注

（1）「甲府市組織機構の概要｜甲府市、1976. 5, p.3．

（2）鷹野啓次郎編著「地方行政の未来のために」時事通信社、1968.pp.21－22．

(3）資料・甲府市における行政組織改革について、甲府市行政管理委員会。

（4）門間薫吉r 地方自治体における行政改革一甲府市の行政改革が成功した諸要因の研劉

地方自治研究会、DP.5―6．

(5）野啓次郎編著、前掲書、p.139 ．

（6）「甲府市組織機構の概要｜前掲書、PP.38－40．

C7)  甲府市職役職m 組合第17回定期大会（1967.5.24.）議案集、NOよpp.11 ～14参照。

甲府市長と市職委昌長との「覚え書き」（1967.8.2.）によれば、「今次行政改革は、年

々増大する事務量と市民生活の中から出される要求の複雑性に対応する必要から、彭

の官庁機構に埋没することは、自治体本来の目的機構からしても、ゆるされず、適切な

行政改革の必要性から当然実行されるべき措置である。 」と位置づけられている。また、

「長期にわたる革新市政をさらに発展させ継続させることを前提とし、中央集権化のブア

向にある自治体の現状から国の委任事務量の増大と本市固有事務との関係から財政的^

迫を強いられた現状依存は、ますますその機能をマヒさせる結果になるであろう。従っ

圓



て市民の側に立って市政を推進する場合、旧来の官庁機構の弊害を除去し、効率的機構

を樹立し、-もって市民 との対話を容易にし、市民要求の消化につとめなくてはならない。

つ とされている。即ち、組合自身もまた、官 僚主義、役人根性、反市民的性格の実態に

気-づき、改革の必要性については共通m 識を持っていたのである。

（8) 門間薫吉、 前掲書、pp.  43－44 ． 一

（9）「 見直される甲府市の“課・係制廃止制度”」r 近代行政技報』、全国地方自治振興

協会、1－12.1976 よPP.28 －31．　　　　　:　　　　　　　　　　㎜

‥ご　 事例（3）　唐津市

唐津市は、 ’67年、市民的行政の推進体制充実強化のため、部課制を廃止し、「室課制」

を採用した。それ以前には、'63 年の段階で部制を採用し、部長職への権限委譲を実施し

てい乱 しかし大規模な組織機構改革を行ったのは、 ’69年度であり、「行政の近代化と

組織の合理化を図るため、流動体制システム」を採用した。前年の'68 年には、“空気づ

くり’のために総合的事務改善計画に着手し、その計画の中で組織の合理化について流動

的体制を採用することに決定した。そして実施計画や改正手続を配布する。さらに研究審

査のための事務改善委員会を設置し、庶務主査および管理牢査を中心に32名を事務改善指

導員に任命、事務改善作業の推進を図ってきた。改善委員は事務事業のフローチャートを

書いて事務量を測り、各担当の意見を聞いて問題点を描出し、かつコンサルタントの指導

を乞うだ。さらに次長会議、事務改善指導員会議、改善業務担当者と企画部門との協議会

などを必要に応じ随時開催し、改善に対する意見交換、改善案の検討を行い、事務改善の

気運の浸透を図ってきた（Do

また、令職員の執務に対する創意工夫の意欲を高め、事務処理改善および能率向上の契

機をつくるため、禄案制度なども実施している。　・68年だけで43件の提案件数があった。

また総合業務改善計両の策定・実施に伴い、体系的な知識を修得させるため、事務改善指

導員岑字体に研修に力を入れた。課長クラスのみならず、課長補佐、係長、一般職員を含

めて^71 名にもわたり、改革に必要な職員の意識向上に努めてきた。たとえば、新採用職

回研修のために、'67 年までは5 日間程度であったものを、'68 年以降は合宿による25日

間の研修を実施している。さらにJST 研修へも盛んに参加させ、管理監督者の組織、仕

事ヽ 部下の扱い方などの体系的理解と応用技能の習得に努力させている。

こらして'69 年、組織は、「刻々に流動する客観的条件に適切に対応し、全成員の力を
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最大 限 に発揮で き る もので な け ればな ら な い 」と認識 し、「 現 在の 行政組 織 がか かえてい

る諸 弊害を 解消 す るた め、 合 理的 精神 に よ る組織 の再 編成を はか って 、効 果 的な行 政運営

を 行 い、 真の市民 サ ービ スに 徹ず る必要 が ある 」とい う結論 に達し た。 こ の時 、市 長 剛

選後3 年 目で あっ た。「 真 の 市民 サ ービ ス に徹す る ため 」組織 の再 編成を 図 り、 各 部門を

中心 とし た分権的 管理を たてま え と す る少 数 精鋭主 義 の管理 方式 を、 すな わ ち流動 的活動

体制を 実施 し た（2 ）。この体 制 の 目的が、 セ クト主 義の排 除、 遊 休労 働力 の有 効活用 にあっ

たこと は言 うまで もない。 組織 改革 の導 入 に対す る考 え方 と して、 「 組織 改革 が、 真 に成

果を発 揮 するに は、 全 職員 が完 全 にそ の意 義を 認 識して い か なけ ればな らな いが、 従来の

体制 の もとで は、 意識 の改 革を はか るこ・と は不可 能に 近い。 や はり、 体 制を 改 め、 そ うし

た環境 と諸 制度 の中で、 意 識 改革を 並行 させて いく もので な ければ 実行を 期待 するこ とは

難し い。 ］と知覚 さ れた ので あ るノ

具体的な 改革 内容 は、 課 係を 全 廃し て「 室 単位 」（ 他市 の部 に相 応 ）にす る。 市長 部局

の仕 事を6 部門 の室 に分 け、 そ れぞ れに 執行責 任 者 として室 長（ 他市 の部 長 に相 応 ）をお

く・各室長 に職員を 直属 さ せ、 処 理機能 によ り 分類 され た各 職能の処 理 責任 者 として、主

管者（ 大 分類職能 の 責任者 で あ る次長 と、 これを 補助 し、 ま た小分 類職能 を 処理 する主査

の0  階層 ）が 配置さ れた。 室長 は仕事量 に 応じて 職員を 流動 的に主管 者 の下 に 配置して、

仕事を さぱ くとい うこ とにな る。 本市 の 職位 は、 室長一 次 長一 主査-～ 一般 職と いう4 階層

にな って いる。 ま た室 に参事を 置く こと もで き る。 これ と同時 に、 管理機 能 も整備 さ れ、

（イで〉庁議等 の設 置、（ロ）職務 権限 の確立 、（ハ）文書管 理の 改善、（ニ）職員 研 修 体系の整ta:

（ボ ）職 員福利厚 生 の充 実、（へ ）`能 力主 義人 事 管理 制度 の実 施 な ど も行わ れ た。

そして 室長、 とく に次長 レベ ル に大 幅 な 権限 委譲し 、 命令 系統 の明 確な ト ップダ ウン方

式を 確 立し 訟 高 賃金 ・高能 率を 上 げ る ため に能力 主 義人 事 管理 制度を 実施 し、 少数 郷^

主義 によ るプロ ジェ クトチ ー ム も活 発で あ っ た。 さら に特 徴 的な こ とは、 各部 屋の間仕切

りを はずし、 各担 当の仕 切り 壁を 撤 去 して、 大 部 屋にし、 「 オ ープ ン・ フロ ア ー・システ

ム いこし たことで あ る。 これ によ り従来 の 閉 鎖的な課 的雰 囲 気を 脱 し、 気分 的 な転換を趾

だ。 こ れは、「 市 役 所の使 命 は、 市民 サ ービ ス向 上の た めにあ り、皆 ん なで 手伝 って、皆

んなで 処 理す ればい い。1 と い う市長 の持 論 の 実践的 効果で ある。 さ らに、 市民 の市庁舎

や市 冪宰 への 出入 りを 容 易 にし、 市民 ニ ーズの市 政 への 織り 込 み体制を つ くる ために、ra

長家、 助役 室を 市民 開放 して い る。

こらし た改革 に対し、 組合 は 労 働強化 で あ る と終 始反対 し た。 し かし、 市長 の人間的詠
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奥さと改革` の熱意ヽ および強力なリーダーシップとによりヽ 積極的に推進されてきた．

注 万　　　 ’　　　 ‥ ．　T　／　　　゙・CD

）脊料・事務改善の状況、1971.11 。(2

）腎料7 事務改善状況調書、p. 1 参照。

事例（4）　高山市　　　　 づ　　　　‥

まず市の状況認識であるが、地域環境条件の変化として、例えば、し尿処理、学校給食、

交通安全、消費者行政、あるいは産業の協業化など、T行政段階での処理指導の必要性が多

くなっていること、さらに上部環境について、「国における行政機構の改革と称するもの

は、地方への事務処理を委譲することをもって、近代化とする傾向が強く、国の行政の新

規発生の事務処理については、国民年金に例を見るまでもなく、すべてが地方自治体の場

で処理することを前提とした発想が、その底流にある場合が多い。」（1）といった問題点

が指摘されている。新しい行政事務が急激かつ加速度的に、質量共に増加していると捉え

られている。これらの需要に完全に応えることは、現在の組織機構の中では到底不可能に

近く、行政サービスの低下は必至であると認識されている。この根拠には、「次々と生じ

る新しい事務が、新しい事務処理体系の中で処理されるのではなく、旧態依然とした事務

処理体系にあわせて処理されていて、それが何の抵抗もなく受け入れられている」という

実態があった。

このような自己認識が徐々に熟成しつつあった時に、'68 年、分散していたオフィスと

職員が一箇所の庁舎に集合することになったこと、および住民基本台帳制度の発足が目前

に迫っていたこと、の2 つの間接的契機が重なり、事務合理化に踏切ったという。そして

「今のチャンスを逃しては行い得ない」という切迫感にまで高まっていき、組織・職制の

近代化、職員および市民の意識改革を断行したのである。

この先導的機動力の担い手となったのが、市長の力量、リーダーシップであった。「組

織は人であり、人が中心である。同じ組織の中でも人間が生きたり、死んだりする。 」仕

事の流れをスムーズにし、風通しのいい組織づくりに熱しな市長であった。市長は常に、

非能率的な処理形熊の根本的要素となっているタテ割行政を排除して、企業経営的な事務

処理形態を採用することが望ましいと考えていた。

この市長の特命を受けて、助役と係長を中心に7 人のメンバーがプロジェクトチームを
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編 成 に 一臨 時 行 政 調 査 委 員 会 を 発 足 し た 。 各 課 で も 原 案 の 作 成 に 取 り か か っ た 。 委 員 会 に

課 せ ら れ た 問 題 は 、 機 構 、 職 制 、 事 務 能 力 、 定 数 な ど の よ り 効 果 的 組 織 を 組 立 て 、 市 民 カト

要 求 し て い る 行 政 を 、 「 い か に 早 く 、 い か に 公 平 に 、 い か に 正 し く 、 い か に 安 く で き る 組

織 を 構 築 す る か 」 と い う こ と で あ っ た 。 委 員 会 は √ こ の 新 し い 組 織 の 在 り 方 に 対 す る 基 本

的 考 え 方 と し て 、 以 下 の7 項 目 を 列 記 し て い る 。 ① 住 民 全 体 の た め の 行 政 で あ る と い う 認

識 に 立 つ 。 ② 効 率 的 な 職 務 体 系 を 確 立 す る 。 ③ 朧 員 に 公 務 員 と し て の プ ロ 意 識 を 持 た せ る
、

④ 総 合 調 整 機 能 の 強 化 。 ⑤ 慣 例 追 従 的 事 務 処 理 を 排 除 す る 。 ⑥ セ ク ト 主 義 を 排 除 す る 。 ⑦

住 民 の 行 政 心 対 す る 認 識 を 深 め さ せ 、万市 政 に 対 す る 意 識 を 改 革 す る 力 ど 。

’よ り 具 体 的 な 改 革 案 は ご ① 庁 舎 の 建 設 、 ② 中 間 的 職 制 の 廃 止 、 ③ 人 事 の 適 耳で化 、 ④ 役 職

－　　　　　　　　　　=J
位 の 返 上 、 ⑤ 給 与 体 系 の 改 善 、 ⑥ 計 画 的 な 新 規 採 用 、 ⑦ 組 織 機 構 の 近 代 化 、 ⑧ 事 務 の 改 札

。。　　　　　　　 、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
⑨ 職 員 の 意 識 改 革 、 ⑩ 水 道 事 業 管 理 者 お よ び 消 防 長 の 専 任 制 、（n ）行 政 事 務 の 町 内 依 存 の 縮

少 く 勁 外 部 団 体 事 務 の 明 確 化 、 な ど で あ る 。　　 犬　　　　　　 △‾

こ の う ち 、-わ れ わ れ の 当 面 の 問 題 関 心 に 絞 っ て 引 用 す る と 、 ② ④ ⑦ ⑨ な ど で あ ろ う 。 な

か ん ず く 本 市 の 場 合 、 ② の 「 中 間 的 職 制 の 廃 止 」 と 、 そ の 方 法 と し て の ④ の 「 役 職 位 の 返

上 り こ大 き な 特 色 が あ る 。 改 革 目 的 は 、て 行 政 需 要 の 増 加 に 伴 な っ て 設 定 さ れ た 従 来 の 職

制 は 、 や や も す る と 中 間 的 職 制 の 派 生 を 見 る 傾 向 が あ り 、 そ の こ と が 過 分 数 の 人 員 配 置を

生 み 、 直 接 住 民 サ ー ビ ス に あ た る 職 員 の 減 少 を 余 儀 な く さ せ て い た の で 、 こ れ ら の 要 因 を

整 理 し て 部 長 、 課 長 補 佐 制 度 を 廃 し 、 課 長 、 係 長 に 大 幅 な 権 限 の 委 譲 を 行 い 、 責 任 体 制 を

咽Z 呵〕職制の変化

［現在の職制］　　 ［新しい職制］

市長　　　　　　　 市長

｜　　　　　 ｜

助役　 収入役　　 助役　 収入役

部長

｜

課長

課長補佐
｜

係長
｜

主任
1

一般職員

‥・参事(主幹)

係長

｜

主査

一般職員
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明確にするI ことにあったという。その方法として、「現在の主任以上の役職の一時的

な返十が好ましいI としたのであるノすなわち、三役を除く主任以上の全役職者の一括・

一時的な返上を実施し丁部長と課長補佐職を廃止して階層短縮し、改めて任命するという

方法を採った。職制改革は〔図^ *7 〕のように、極めて簡素化されている。改革の条件

として、給与の同＝保障、全員降格という平等主義が採られていた。

結果として、市民課などは実質的な大課制となり、流動的活動体制になった。市長の特

命事項を処理するため、企画調整課だけに参事として主幹および主査の職位を置くことが

できるようにした。しかしこの職位は、実際には処遇的ポストで、一代限りの者もあり、

人数は徐々に減少した。'76 年段階で、当時2 名いた主幹を廃止し、主査も5 人から1 名

に減らした。しかしポストが減少しても、等級への昇格、昇給は保障した。そして新たに

課長、係長に大幅な権限委譲を行ったのである。

組合はこの改革に対し、発足後（'62 年）間もないせいもあったが、先述した2 つの条

件を満たせばということで強力な反対はしなかった。もちろん、この間の市長と管理職、

職員組合との話し合いは何度となくもたれ、大方のコンセンサスはできていた。このよう

な改革ができた要因として、ある職員は、「 高山市の独特な風土があり、皆な全員が地元

の人で市内通勤であり、やむをえんという人間関係があったのではないか」と推察してい

旭　 現在、職位は三役一課長一係長~ 一般職だけであり、中間的職位は置かれていない。

極めて簡素な組織で、町レベル並みである。

注

0 ）資料・高山市の行政事務の近代化に対する答申、1968.9.6．

（2）資料・事務改善について。

事例（5）　旭川市

本市は、'68 年、「行政組織を総合的な角度から検討し、民主的、科学的な改革を創造

的に行うことにより、旭川市の実情に即した機構と事務処理体制をつくりだし、庶民市政

゛市民による市民の市政＝を一層内実あるものとする。」というねらいで、組織改革を実

施した。

改革を主体的に進める行政運営の態度は、単なる事務上の効率化、役所本位の内部管理

化ばかりでなく、市民的立場から、さらには働く職員の立場からの効率化というように、
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いくつかの側面から捉えなければならないとされた。どんなに近代的合理化が徹底されて

も反市民的であったり、また、職員自身が自主的に明るく働けない職場環境であってはな

らないとされたのである、`そこでまず、・身近な問題で自ら改革できるものを一つひと詞

得のいぐように、民主的に問題解決する態度が必要であるとされた（1）。　コ　。

これらの基本的態度は、これまでの改革が現行財政の枠内に制約されていたため、部分

的・技術的な改革しかできず、「総合的に見た場合、その改革によって他の行政組織がど

のような関係で、どう展開されるのかといったぐいわゆる相互関連性の配慮に欠けていた

という反省から出てきたものである。この反省には歴史的背景がある。これまで五十嵐市

長以前の市政運営は、人事、企画、。財政、秘書、住民の公聴広報機能などを、全部秘書室

で集中管理していたに れを革新市政になって解体し、管理部門を分離・分散させ、民主

化したという動因があった。学者肌の市長は、 丁組織は人の集まりだ・働く仲間は対等だノ

仕事がしやすい組織と職場を作りたいノ 」という熱意が強かった。のみならず、職員の間

でもライン部門の形骸化カ箱 摘され、「事業計画ひとつ立てられないではないか」という

批判もあった。こうして改革は、市長の「面白いじゃないか、やってみたらどうだ」とい

う強力なトップの理解に支えられて、断行されたのである。

今回の改革にあたっては、総合的体系のなかで、それぞれの事務が有機的に位置づけら

れ、かつ弾力性のある行政組織とするため、「三つの基本目標と二つの基本的態度」とレ

う基本原則が、改めて確認された（2）。

ΓΞ。つの基本目標1 とは、m 市民本位の組織の確立。これは、市の組織は、すべて市民
！

要求に基づくシビル・ミニマムに対応したものとし、市民の積極的市政参加のもとに仕事

を進め、いわゆる“お役所仕事“ を排除した体制を確立する。②事務の近代化。これは、

近代的な庶民市政に即した行政運営とするため、機構と事務処理の抜本的な改革を行う、

そのために行政の公正化、効率化、迅速化、簡素化をさらに推進する。行政の総合化、迅

速化を図るため、コンピューターの利用を促進する。③明るい職場、働きよい事務処露

制の形成。これは、職員が意欲的に働きうる民主的職場づくりのために、職員自らが仕1ド

の現実を正確に見つめ、自らの仕事を改革していくことに積極的創造性を発揮するととも

に、職場モラルを自主的、民主的に形成する職場、事務処理体制を確立する。

さらに［二つの基本的態度］としては、①総合的検討。これは、行政需要に基づく総合

性と調和のとれた機能的組織とするため、現状にとらわれることなく積極的にあらゆかり

度から調査検討を行う。②民主的討議。これは、職員自らが改革に参画することを強く認

16G



識し、民主的討議を深めるとともにヽ市民の意思を反映しヽ 改革をより市民本位のものと

するためご広く市民の意見を求める。く ニ　　 ＼

こうして、行政事務改革委員会を設置し、あらゆる職位、職種別から委員を選出した。

「職員の参画」として、職場会議を徹底させ、職員が自らの手で自らの責任において、自

ら納得のいく職場をつくるため、全員の話し合いの中から問題点を把握し、解決方向を考

える体制をつくった。提言週間を設け、「お役所仕事をあなたはどう改革するか」「組織

改革についてのあなたの意見｜というテーマで、積極的に職員の生の声を求めたのである。-

さらに「市民の参画」として、市民の代表者であり、市政のよき観察者、助言者である

市政モニターに、「T市民として感じる7 お役所仕事”の実体」［これからの碑構と事務処

理体制についての意見、要望］などを求めた。また同じテーマで、広い各層から一般市民15

人程度をもって構成する「お役所仕事問題会議」を設置し、より具体的な住民 の意見を

求めた。さらには、コンサルタントに依頼し、改革に必要な指導、助言を側面から受ける

ため、専門的立場からの意見を求め、必要に応じて事務局と共同で調査研究を行った。こ

れらの改革にあだっての主体者関係を図式化すれば〔図2 －10〕のようになる。

[図測 赳攻改革映肘のための関il!休烈司

こらして機構改輦が行われ、'68 年と'69 年との部課数を比較すると、'68 年に八部57

課158 係あったものが、翌年には10部55課153 係と減少している。

太市は、全国的な中間管理職廃止の動向に関心をもち、とりわけ1 年前の' 67年に甲府

市で行われた組織改革に刺激を受け、補佐職の実質的必要性について論議している。職員

数の増大とポストづくり、さらにはセクショナリズムという葛藤状態の中で、組織改革に

突破口を求めたのである。そして、中間的職位を市民部を除いて、次長職と課長補佐職を
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1令廃L だ。さらに企画部に主管者制度を活用し、各部局には庶務事務担当係を設置し、事

務の簡素化、迅速化を図った。廃止された次長と課長 補佐には、やはり給与面で保障した、

なお社会的地位へ’の要求が高いことを配慮して、主管者制度を導入したのである。この制

度の導入についてi 市の改革案には次のよ魏こ書かれている。「近年の行政の高度化、専

門化に対処するため、職務内容を明確化するとともに、積極的な市政の近代化に資するこ

とを目的として、主幹・主査制の充実、活用を図った」（3）と。

しかし、本市の場合、こうした建前的理由からだけではない動機づけがあった。つまり、

廃止された職員の処遇問題が人事管理上重要視されていたのである。そこで、「各部に主

管を置ぐことができる」として、彼らを主管者として合理化しようとした。つまり甲府市

のような本格的・全面的な組織動態化の改革ではなかったのである。本市の場合、主管者

は役割機能機関としてではなく、組織の職位づくりとして位置づけられたのである。そう

して、時間の経過とともに職務内容の混乱、指揮命令の曖昧化、さらに実質的に課長制と

変わりないではないかといった批判が続出し、'76 年、元の課制に復活した。

しかし制度上は廃止しているにもかかわらず、現在、主幹が20名位おり、これは「本人

だけj 「名称だけ1 というお役所人事になっている。また主査制は残存し、専門主査とし

て権限も委譲され、収入役の補助、審査事務、工事契約のチェックなどの機能を果たして

いる。

しかしながら、課制は復活したものの、目に見えぬ2 つの成果があったという。ひとっ

は、ま管者になった者の責任感と仕事能力の向上である。「主幹は座っていてはだめだ。

責任と実行ポストだ。｜という理念が、いつの間にか身についているという。これがなお

主査を専門的機能として各課に置いている理由である。もうひとつは、職場討議の徹底化

という体験を経たことにより、職場全員の参加という建前が定着し、政策事業決定や予算

編成などでも職員の参画意識が高く、積み上げ方式として採用されているということであ

る。職場での討議、職員会議、代表者会議などを通じて意思統一を図り、係内から課全

へ、さらに部内討議を経て市長へという、下からの意見反映が定着しつつあるという。た

とえば、組織改革にあたって、どの課を、何名、誰を動かすかという増減、移動の問題乱

組合との交渉事項になっている。したがって市長ブレインとして特別な機関を設ける必要

はないのではないかといわれている。
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CD  旭川市はヽ 改董とはヽ むしろ中央から遠く離れた所からプ ンティア的に発生する個

性をもったものでなければならない、と強調する。イ1 年のうち、 半年近くを 積雪寒冷

の中で生活を強いられる本市において は、。道路交通・住宅・環境衛生・保健衛生・災害・

産業・スポーツ・レクリェーション・調査研究機関等諸般の分野にわたって豊かな北方

生活と取り組む都市づくりを進めるべきである。そのためにも、積雪寒冷という特性 に

適応する行財政制度の改正を国に強く要請しながら、自主的な市民運動を発展させるべ

きである。I   （「 旭川市行財政改革の推進に関する報告書 」、1977. 8.20, 旭川市行財

政改革推進委員会、p. 16）。　/　　　 ト

(2）資料・旭川市における行政組織改革のねらいとその方向。

（3）資料・組織改革の内容、1969.  7.19 ．

事例（6）　 日立市

本市の改革過程は、'67 年から、課係制を段階的に廃止していき、'71 年、課の一部と

係制の令面廃止に踏切った。しかしやがて、'73 年には再び係制を復活するという経過を

辿っている。

本市の主たる改革目的は、a 係制セクト主義の排除、②係長の活性化、という2 点にあっ

臨 中間管理職の中でもとくに係長レベルのマンネリ化を打破し、組織の形骸化、タテ割

を撤廃しようとした。「毎日同じ仕事の単調な繰返しの中で、新鮮さが欠落しているのは

なかんずく係長 クラスだ｜と市長は指摘した。係長の管理監督者としての')ーダーシップ

を高めていくことの必要性を痛感してい たのである。「 従来は、係の中の仕事だけを して

いればよかったわけですが、今後はチ ームのような単位となり、課所の仕事の全体的な流

れにそって職員が動いて ゆくことになります 」（2）と、流動的活動体制の強化を強調する。

その担い手として、係長レベルの管理職のリ ーダーシップと彼らの少数精鋭化か主眼に置

かれたのである。この時、市長 は革新市長 として2 期目であった。

これに対し、組合は反対し抵抗した。しかし［ 人間のための弾力的な生きた組織を作る］

という改革意欲から、結局実施されることになった。

改輦の大きなねらいとして、次のような項目が挙げられている。①職員の流動的活用、

②有能な職員の仕事への集中、③組織の拡大、人件増の防止対策、④専門化による高能率

タの期待（ 職能別に分業化）⑤労働の平均化、⑥新規採用の抑制など。具体的な改革とし

ては、'67 年段階では、部においては課長職を廃止して「主査」に、また係長は全面的に
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「主幹卜こ切替えた4 一般職員はこの主査に直属する配下ということになった。そして主

査を巾心に課単位で業務を遂行した。つまり課中心の流動的活動体制に入ったのである。

しかし、主幹の位置づけが不明確であったために、その数が百数十名と増えるに従い、

命令系統の不統一や実質的な係の細分化が行われるなど、新たな問題点がでてきた。これ

に対し、「各課長の大半も、その事務の執行をとおして、監督者の明確化を強く望んでい

た｜といわれる、結局、2 年後の ’73年に係長を復活せざるを得なくなった。この復活理

由としては、「主幹の組織上の位置づけをはっきりさせるために、監督者としての指揮系

統を明確にし、事務の執行体制を図るために」還元したといわれている。こうして再び係

制設置により、係の事務分担が明確にされ、一般職員は係ごとに指定され、係長の指揮下

に入ることになった。しかしなお現在で払 主幹以下の職員は、各課所配置で事務の繁閑

に応じて随時流動的活動体制を採り、効率的な事務の執行をしているといわれている。

ところで、本市において重要な箇所は、「復活の理由づけ」についてである。ある管理

職の見解によると、「職員がついていけない」「長の肩書がないと意欲が減退する」「肩

書がないから動かない」と言う。あるいは先述したように「主幹の数が増えてきたために、

命令系統がはっきりしなくなった」という理由も聞かれる。また「今の組織は他の市町村

と変わらない｜「部課長の頭の切替えがなかった」ともいわれている。それゆえに、元に

戻ってしまったのだ、と。

しかし、このような初歩的な混乱や不安は、いわば最初から予想されていた問題ばかり

であった。これは実際、既に賢年段階で、彼ら自身が「予想される問題点」として、次の

ような諸項をあげている通りである。①適正な資質（主幹）、②責任の自覚がないと指揮

命令力が弱められる、③仕事への愛着が薄らいでこないか、④上司との人間関係が希薄化

する恐れ、⑤主幹という名称に対する社会通念上の抵抗など。まさしくこのような所に復

活の根本的問題が潜んでいたのである。

しかし、彼らは敢えて、これらの諸難題に対抗レ克服できるものと確信したからこそ、

改革を断行したのである。しかるに結果的には、担い手であるべき主幹クラスから自壊リ

ている。「理屈は分かっているが、最も中心となるべき管理監督者が思うように動いて仁

れなかった。I という痛恨の言葉に、主たる復活理由が込められているように思われる、

注

（1) r ひろばI （庁内広報紙) NO.136.  1971.2.≒
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(2) 主幹と主査の職位はヽ 他の自治体の場合ヽ 通常は主幹ニ゙課長 レベルヽ主査 二係長レベ

ルであるがヽ 日立市ではヽ 逆に主査が課長と同等職に、主幹が係長と同等職になってい

る√この職位は茨城県庁でも同順位になっている。　二 二

事例（7）　岐阜市 ’い　　犬上　　＿

’73年√本市が「主管課制度」を導入しようとした目的は、①事務の集中化および専門

化による事務処理の能率化、②分散管理体制の確立による管理の適正化、③部門化による

硬直性の打破、④部長を中心としたリーダーシップ発揮のための客観的条件の整備、⑤計

画的行政の確保のための客観的条件の整備、⑥行政のフィードバック機能の確保、⑦内部

調整機能の確保、などであった√　　　　　　ニ

主管課は、部長の直轄組織として、サービス・スタヅフ、ゼネラル・スタッフとして機

能し、職位は次長（他市の主幹に相当）と主査（課長補佐に相当）から構成される。導入

の動機に関しても、他市事例との間に大きな差異はない。改革の組織も、公害、青少年教

育、消費者行政問題など、従来の縦割部門別業務では解決しにくい弊害を改善していくた

め、機能別担当制による動態的組織の導入を検討してきたのである。

これは、中央管理部門と各課との対応がかけ離れ、予算、人事、給与面で効率的な連絡

がとりにくくなってきていたためである。つまり内部管理機能を主管課に集中させ、業務

の即時性、正確性、適応性、総合性などを充実強化したいという意向であった。そのため

に部長の権限を委譲し、それぞれの責任体制を明確にする。また主管者は、部長の方針の

下に部の各課長と協議して資料作成、情報収集、部内調整などにあたることを主な業務と

していた。

本市は、このような制度を導入するために、プロジェクトチームを編成、会合、説明会、

他市按察、各部単位の検討会などを1 年近くやってきた（準備はさらにその数年前から行

われていたといゲ）。しかし結果的には、計画は中止されている。一体何故であろうか。

本市専例の改基の動機や目的においては、以上に述べてきたように、何等他市と変わると

ころはない。、しかし太事例の特色は、計画準備段階における反対勢力との長さ交渉過程に

あっかように思われる。この強力な反対勢力とは、①中間管理職、②市労組、③li会議員

などであった（1)。同時に、ここに大方の自治体変革の困難性も潜んでいるのではないかと

思われる。

そこで、少し詳細になるが、市当局が改革構想を如何に慎重にかつ真剣に進めてきたか
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を知ろため、検討の経過を辿ってみよう。 ’。72年、各部から課長補佐を中心に1 人ずつ選

出し、ぺ6人のメンバーでブロジェグトチt ムを編成した。そして'73 年4 月から構想素案

の説明会を開く。同17日部長会に説明ごヽ課長に説明で3 人出席）、20日課長に説明（30人

出席）、23日課長補佐に説明(52 人出席）26日課長補佐に説明（30人出席）、27日係長に説

明（68人出席）。視察は、6 月から8 月にかけて、甲府市、堺市、尼崎市、神戸市とまわ

り、再び各部代表者とプロジェクトチームの人員合計29人が、大団体で甲府市を訪問。さ

らに5 ～6 月中には各部単位の検討も行われている。また、調整課と各部の検討会も催さ

れている。7 月9 日市長室、13日総務部、17日農林部、20日保健所、23日清掃部、税務凰25

日土木部、衛生部、26日民生部、建設部、27日経済部、30日都市計画部、消防本部、31

日議会事務局、教育委員会に説日月。そして8 月8 日、甲府市視察状況発表会があり、10月18

・ 19日には市労連も甲府市を視察する。同22日には市労連と団交を もつ。そしていよい

よ11月19日、当局は市労連と団交の結果、当面、制度の実施を見送る由を回答した。

少し長い引用で申し訳ないが、趣旨は、これだけ用意周到の時間と労力を賭けてなお改

革が失敗に終っているという事実確認のためである。ここにお役所仕事の典型的な何かが

あると感知されたからである。失敗の原因は。単に改革過程での説得力やPR 不足あるい

は、準備不足といった準備委員会の責任だけに帰着すべきものではない。むしろそこには、

主体者となるべき職員自身の側の責任があると想定される。改革にあたって問われている

のは、公務員・職員自身の在り方であり、仕事。人間、ヽ市役所、職場関係などの対応関係

に対ずる関係の在り方総体の変革なのであ言だ。

注

（1）改革の反対理由につい七、革新系市会議員の本会議における質問の要点を提示してお

きたい。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　’

「これは単なる機構改革ではなく、 行政執行上のポイント・・・予算の編成、執行と

人事の権限を 各事業課から分離し、主管課または部毎の主管職員が統轄しよ うとするも

のだけに、当局のねらう行政組織合理化論、実は集権主義一人べらし策との大きな対決

であると考えます。 ］「 予算の編成執行、人事などは当然、業務に熟達したスタッフの

判断力が基礎になって行われる。処が構想の中で は、予算編成権は各課長にはなく、課

長は単に予算編成上必要な資料の提出者とされている。市民生活に即応すべき行政の機

構として果たして充実した ものになり得るか。 」「 評すれば、この構想は、行政を管万
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すろ要素に視点を当て、行政が民意と生につながっていることに配慮のない発想である。

｜などと批判しているに これらの質問に対し、当局は、「主管制度は、人べらしや予算

節減のものではなく、行政組織近代化の目的で考えた。各部によって は困難 もあろ うが、

原則的に全体に適用したいn        Iと答弁している（（ 岐阜県市政報告J  NO.131. 1973.  8.20

．　 プ　　　　　　　　　　 二

事例（8)　 山形市

本市は、'54 年から'56 年にかけての18力村合併により、行政組織が膨張し、'59 年に

いたって部制が敷かれた（5 部24 課67 係）。以後今日まで、ほぼ2 年毎に組織の手直しを

実施し、現在（'74 年9 月）8 部34課112 係に拡大されている。

これまでの過去の組織改善状況を 見ると、屋卜居を重ねだり、単純分化を繰返したりで、

市政目標実現のための抜本的改革は殆ど行われていなかった。しかし「昨今の社会情勢の

急激な変動は、常に組織の流動化を 促しており、組織を固定枠組みの中に押し込むという

旧来の考えでは通用しなくなってきている。」（1）と厳しく現状認識されるようになった。'75

年度に組織改革が行われた直接的動機は、組織規模の拡大と人件費の増大とが挙げら

れている。つまり財政運営面での硬直化が主因である。　'73年の石油ショックが引き金と

なり、事務レベルで事務改善委 員会を設置し、個人の意見一係→課一部－ ト
ヅプまで第1

次総点検を行う。 組合の協力 もあって、一部有志によるプロジェ クトチームが編成される。

しかし翌年、組合は内部事情からまとまらず手を引く。いずれにせよ、この1 年半の準備

経過のうち、とくに'74 年度はあらゆる側面から細かい検討がなされている。

組織運営上の障害となっていた主な問題点として、次の諸点が挙げられている。①部門

エゴイズムおよびセクショナリズムの発生、②管理監督者層の意識の低下、③階層の増大

および職務の不明確、④業務割当の不適性、⑤統制（ 監督 ）の限界の不明確、⑥総合調整

機能の弱体、⑦ライン（ 実施 ）機能とスタッフ（ 助力・助言 ）機能の不明確、⑧トップの

意思決定の補完機能の欠除、⑨組織の硬直化傾向、などである。これを先述した「内部環

境条件の三要因 」にあてはめて分類してみると（［図2 －2 ］参照）、①セクショナリズ

ムの醸成として①、 ③、モラールの停滞として②、またコミュニケーションの不徹底とし

て③④XB)（6)(!7X:8）(9)とに分けられる。

こらした反省の上に立ち、新しい行政組織の基本原則として次の3 点に収斂されている。

①市民主体の組織（ 親しまれる市役所、市民は一窓口、市民への訪問は一職員 ）②職員 の
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働きやすい組織 ぐ調和のとれた組織、トップをはじめ職員が一致協力できる組織）、③発

展で 考る組織（変化に対応できる組織、市民要求に迅速に応えられる組織）、などである。

本市の場合、他市と比べて次のような確認が最も重要な特徴である。つまり、ここでは

「行政組織と行政目的 」とが明確に識別されている。行政組織は、「市政目標たる住民の

福祉を増進させるための手段（枠組）である」（2）と明示されている。職員が行政目的（

＝市政目標）を忘れ、往々にして手段そのものを固守しがちであり、これがまた組織の硬

直化、固定化の原因ともなっているということを深く自戒している。前に指摘した問題点

の中でも、部門エゴイズムやセクショナリズム、階層の増大などは、まさしくこの「目標

の転移 □こよるものと考えられる。あくまでも、“市民の福祉増進につとめるため’“市

民中心（本位）の都市づくり’が行政運営の基本理念であるということが、何度となく徹

底的に認識されている。少なくとも基本的姿勢として、行政組織は、「市政目標達成のた

めの手段として」どこまでも住民志向型の民主的なものでなければならない、と第一主義

的に考えられている。「民主的にして能率的な行政を確保する」という住民優先的発想は、

改革に当だっての基調をなしていたのである。

こうして、「組織運営の原gl川 として、①重点主義（目標管理）の徹底、②権限の下部

委譲、③行政情報管理体系の確立、④総合企画調整機能の整備充実、⑤リーダーシップの

確立、⑥職員の意識改革の徹底、などを指摘している。また、「組織編成の原則」として、

①市民サービスの原則、②階層短縮の原則、③機能系統明確化の原則、④流動性の原則、

⑤機能化の原即」、などを導出している。これらの原則内容については、既に重複している

而もあるので詳細には触れない。

動熊的組織のための具体策としては、まず、①部長に対する権限を大幅に委譲する。②

組織の弾力的運営を図るため、一部の部門に係制を廃止して「担当制を導入」する。③階

層短縮と職員の戦力化として、「課長補佐制を廃止」する。もう少し説明を加えると、担

当制は、秘書広報室と企画調整部などのゼネラル・スタッフ部門に設置される。担当者は、

専門スタッフとしてそれぞれ独任的な業務を分担する。これは課係による固定化や組織を

排除して、弾力的・流動的・即応的な活用をねらったものである。少数精鋭主義として、

事業担当者毎の責任者として位置づけられている（独任的権限の付与）（3）。

さらに、課長補佐の廃止に伴って主管者制度が導入され、新たな職位として同等職の「

主幹｜を設置する。この主幹は、「従来の補佐と同様に課内全般の調整や全般の代決を行

う主幹と、事業処理を主務とする（ 事務事案についての代決権を有する）主幹に分けられ
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前者か「 主幹（調幣 ）`］とし ジヽ後者を「主幹」と七 て区別する。 」また従来の主査をヽ「

■　。　　　■　　　■　●4　。 ”’　　　~・4w M〃副示幹卜 として格付 ける。係長については、ヽ孫 制にあっては「主査 」と称し、 係長 と同等

－　　が`　　”｀　I゙　　　－　j　=‾・　　　’゙`・゙ f-　r　　　　　　　・を・
職務とした√こうして√課長補佐からスタ デフ職になった「 主幹 、（調整）」（三等級主 幹 ）

と、従来の二等級「 主幹（業務プロジェケ ド）」、二さらに主査から格上げされて きた丁副

主幹r 係長兼務主幹）j という、タイプの違う3 つの主幹が各課に配置されることになっ

たぐこの混乱については、 さらに第3 章第2 節で追及する）。し犬　 ＼

主管者制度を導入した理由は、やはり「 中間職の戦力化 」を ねらったものである。 当時40

人位いた課長 補佐職の定員をこれ以上増やせないという事情もあらだが、むしろ “空気

のような存在″（課長補佐職）をもっと活用すべきだという批判が大勢を 占めていた。「

意思の疎通が遅く徹底できない｜という無用論では、当局と組合とが一致し、 この意向が

ドヅプ層にも反映されていったご また一般 職の中にも、革新的な人々の間にも、「補佐は

要らない1 という意 見が多かった。この補佐職を もっと形を変えて戦力化を図り、機能を

分担させるべきだと考えたのである。従来の「させる、やらせる」という管理者的発想か

ら、ド

係制や補佐職を 全廃する方向で、過渡的な対策として改革が打出された。

しかるに、こうした意図 とは逆に、各課に2 ～3 人の主幹を配置したため、代決の順位

や位置づけを めぐって混乱を 引き起こしてしまった。例えば、代決権の規定は、「 課長の

先決事務について、:課長に事故があるときは、’主幹（調整 ）を置く課等にあっては、主幹

（m 科 がその事務を 代決するごとができる。課長、主幹（ 調整）ともに事故かおるとき

は、幸務主幹、主務副主幹又は主務係長（ 主査を含む）がその事務を代決することができ

る。I （第5 条7 でとなっている√しかし、 実際には主幹が多くなると、課を 細分化した

ような形になる。 人事担当主幹、財務担当主幹などに役割分担されて、課長 の管理能力が

低減し調整できなくなって きた。

そこで、翌'76 年に、名称上の区分をなくして一律に主幹とし、主幹の職務内容を統一

化した。すべての主幹の職務として、「課長を補佐し、課長 に事故あるときは、その職務

を代理して、課長の専決事務を代理することができる］ように改めた。これにより、主幹(m

幣 と同じ職務内容に統一することになり、「 調整」の職名は廃止された（4）。

注

出 行政機構改善検討資料、総務部職員課。
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（2 ） 市 政 目 標 と し て 次 の4 本 柱 が 確 立 さ れ て い る 。 ① 市 民 に よ る 市 民 の 都 市 一 市 民 自 治 のaj

r　　　　J　sI 。ゝ-　　㎜　　　ふ　　　¶

原 則 と 自 治 意 識 の 高 揚 を は か っ て い
、
く √ ② 魅 力 あ る 文 化 拠 点 の 都 市 一 独 自 性 豊 か な 個 性

－　－　J　　　　　－　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　■ か

二 の あ る 拠 点 都 市 の 建 設 。 ③ 緑 多 い 豊 か な 生 活 の 都 市 一 市 民 生 活 優 先 の 原 則 。 ④ 調 和 の と
。　－　　　　　　　　

曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一曹　　　♂。　　　　　％　　　　　　-■

∧ れ た 活 気 の あ る 工 業 の 都 市 一 地 域 生 産 力 の 向 上 。 犬 ∧　　 よ　 っ つ　　 ヽ

－　　　　　　J　　　　　　　　　　　㎜=　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　j・　　　1 ㎜

（3 ） 資 料 ・ 行 政 組 織 の 改 正 にT つい て 、 ユ975o 丿　　　　　　　　　　　 、　 レ

w　　　　　　　i■■　　　　I

（4 ） な お 山 形 市 の 事 例 は 、 第3 章 に お い て 詳 細 に 検 討 す る 。　　　　
－。　

－　　　　　
ふ

・　事例（9）う 米沢市 へ　　 、一　万〇、・・・・　・・・　　。・。　　・・　・。・

本市は、'76 年、部制を廃止して課制に改めた。「組織の簡素化と相互牽制機能を充実

し、行政事務の効率化と適正化を図り、二もって市民サービスの向上に寄与する」という目

的からである。市長の議会説明を引用すると、］ 内部管理業務の改善・合理化に勤めてま

いりましたが、その締めくくりと申しますか、職能的な関連業務の質的な向上と能率的な

行政の確保、住民福祉の増大と経営の効率化を図るために、同種の業務を統括する職能、

スタッフ職能を加えまして、組織の再編成をいたしたく」云々となっている（D 。

このような改革目的は、他市事例と差程変わりはない。むしろ本市の特色は、部制廃止

の動機とその方法についてであろう。本市の改革が成功した条件としては、①赤字財政、

②選苓公約、③政権交代、という3 点から考えることができるO　　　　
｀　　　゙’=J

ま予、'75 年の市長選で革新市長が当選する。この時、選挙の争
高

ったのが、①m33

億円にのぼる赤宰財政の責任処在の問題であった。全国でも上位の赤字団体に指定され

て国の管理下に入った本市再建の方法について論争したのである。革新市長は前保守市政

下の財政乱脈振りを糾弾し、行政改革を②選挙公約としてスローガンに掲げた。市長は、

組合などの革新勢力からも支持されて、③見事当選する。ごこうして新市長は翌年、公糾

り組織改革に着手した。市労組も、改革に対しては協力せざるを得なかった。部長は赤字

の責仔を取り、令員 ぐ30数人）が辞任、辞職し、これを契機に部長職を撤廃して課制ぷ

め、課長スタッフ職として主管者制度を導入したのである。部長権限はすべて課長に委譲

し、大課制として課内流動体制を敷いた。同時に組織の簡素化、行政事務の適正化も図りヽ

財政人事の停滞を一掃するため大幅な人事異動も行った。

と臼こ「管理職のスタヅフ化｜ということに力を入れた。管理職のスタッフ化とい茄

えは、先の部長・次長の廃止に伴う空白を主管者が補佐するという意味で作られたもので

ある。ところが「・・・必要に応じ、○○を置くことができる」（2）と規定したためヽ 親
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佐職を多く作ってしまった。つまり、j えヽ？て充実し過ぎたために、屋上屋を重ねる中間

的職位を多く作り出す結果になった。二従7 て今度は、ト部下がいない 」「 命令権を もたな

いよという。主査の不満が相次いで出てきた。こにからまた、⊃「 肩書をフ けただけ
」「名称

だけ｜「 人心安定のため土と 胎? だ批判が出されるようになったのである。

注　 丿 ＼　 ……レ　　 ・・・・・・ 。　　　　 。・、

（1）古池・米沢市長はい

ゲ「 ご承知のように市町村 は住民 に最も身近な第一次の基本的な普通地方公共団体であり、

丿住民の日常生活に直結する地方公共団体としての事務を統括的一般 的にその任務とし、

団体としての固有事務を はじめ委任事務 及びその他の行政事務で国の事務に属さない も

のを処理しておるのでありますが、住民福祉のための開発的業務を はじめ法律または政

令に基づくところの委任事務が年を追って増高いたし、かつその事務の内容において も

一特に広範多岐、しかも高度化されつつあるのであります。 これに対応いたしまして、い

ち早く地方自治の本旨に則りまして、行政の近代化、計画的行政の運用、並びに住民 の

福祉を中心とした施政の研究を重ね、市議会の絶大なるご支援とご協力によりまして、

抜本的に事務更改を断行したのであります。 」

（2) 米沢市職務執行規|lJ。

事例（10） 名古屋市

本市は、'76 年、前年に設置された事務改善協議会から提出された報告書に基づいて機

構改革を実施した。 改革の基本的目的は、「限られた人員と経費の中で、市行政全体にわ

たる総合性を より高め、住民要望に即し た事務事業を整備 する」（1）ということにあった。

また（ 事務能串を向L させるため、組織の細分化、硬直化を改め、職員の協力体制を 確立

する べ2）必要 もあった。 より具体的には、従来の“部制セクショナリズム”の弊害を解

消して、局内スタッフの有機的活動を図ることがねらいであった。さらにいえば、事務量

の増加と際限なく膨らむ人件費に歯止めをかけようという意図があったともいわれている。

改革は、第1 に部制を廃止し、新たに［ 参事制を導入 ］するのが最大の目標であった。

これは局一部一課一係という縦割組織の“部 ’の段階で、部長を参事 という名に置き換え、

従来の担任事務を受 け持つ一方で、局長の補佐的役割も兼ねさせ、各部の仕事に有機的つ

な力袖 を持だせようとした（3）。 例えば、計画局の計画部長、開発部長、整地部長は、い
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ずれも参事として計画担当、開発担当、整地担当となり、これまでの専門分野を引継ぎな

がら、ノ「行政の総合化い

体の問題にも関与させたのである√これにより、市長部局の11局にあたる25分野の部長職

を全廃した。部長ほそめまま参事に移行し√新参事は局長のとスタッフとして、局内を自由

に動き回れることになった。これまでは一部内だけで検討し結論を出していた重要事項も、

全参事が集合・参加して、文字通り局内首脳をあげて、問題に取組むことができるように

なったのである゙（5）。 ニ　　　　　 ノ　　＜　　　　　　　　　　　　　　‾

第2 は、事務の重複や人員が少ない課係の整理統合である。職員10人以下の課、同3 人

以下の係の統廃合を行った√いずれも行政に総合性を確保したいという意見からである。

課は16課がその対象となり、係は185 係が削減または統合された。そしてこれらの局付課

長・係長も廃止し、彼らは必要に応じてスタッフ的ポストとしての主幹・主査に切替えら

れた。この主管者制度の導入は、これまでの事例と同様、他の局、課とのつながりを持た

せ、新たな行政需要に対処するのに、これまでのように課係を新設するのではなく、主幹・

主査にあたらせることによって、機構の肥大化を防ぐことに目的があった。

こうして、局長の命によって、局間にまたがる連絡調整を担当する企画調整主幹と、局

内の調整事務を行う企画調整主査とに移行した。この結果、新しく主幹（44名）、主査（192

名）が生まれた。併せて機構改革の面でも、現行の14局23部106 課362 係が14局4 室98

課348 係となり、21部8 課14係の減、2 室の増となった。

本市事例から、とくに次のような3 つの特色を指摘できる。

（T）入ロ207 万、市職員3 万2 千人、市長部局1 万5 千人と規模が大きくなるにつれて、

改茎の担い手は、市昌のパーソナリティや熱意やリーダーシップよりも、むしろ現場の係

長クラスに推移しているということである。つまり改革の原案は、ベテラン係長クラスの

「事務見直し部会｜で叩き上げられ、総務課長に提出されている。そして、助役を委員長

とし 各局の総務課長や局長レベルの委員で構成される「事務改善協議会」で、改革案が

決定されてい乱 太市の場合も、“部”の段階で手直し改革の必要ありという認定は、長

い間の縦割組織によってもたらされる弊害について、よりよく認識している監督者層の下

部の坦場部門から発意されているのである。

②「部制セクショナリズム｜の排除という視点も注目される。他市の場合、主として課

を串心に廃止されているのに対し、本市では、むしろ部レベルが改革の対象になっている、

ここから部課係制廃雨という改革手段を追及していっても、次々に再生される中間的職位
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の繰返しに、ある葎の改革の限界さえ感じざるを得ない。

③柔管者制度導 入の定着化である。かって甲府市が最初に流動的活動体制を導入する際

に支払った労力 は大変なものであり、それは、豊富な資料が物語っている。しかし名古屋

市の制度導入の趣旨について は、「主幹・主査制度は、組織の弾力 的運用をはかることを

主目的とするが、さらに課、係の適正規模を保ちつつ、とくに責任を もつ職で対処する必

要のある事務事業について もこれを導入したものである。 」（6）と、極めて簡単に説明さ

れているだけである。「必要 のある事務事業について主幹・主査の配置を行う。 」として、

適宜採用されているという。 つまり、事務事業の総合的・有機的な執行が必要な場合にだ

け、即応的に主管者の機能と働きが期待されるようになっているのである。

注

(1) 資料・機構改革について。

（2）r 地方行政J  時事通信、1976.5.22.p.9 。

C3）朝日新聞、1976.  5.11 ．

（4）中日新聞、1976. 5 ∠Ho

（5）名古屋タイムズ、1976. 5.10 ．

（6）「参事‘ 主幹 主゙査等の制度につい1 総務局行政課ヽ1976.7 ．

第三節　組織変革の類型化

以上、10市の事例分析からも分かるように、組織変革の実践過程は極めて多種多様であ

り、決してモデル化しうるような一般的原則は見出されない。むしろ流動的活動体制の導

入に伴い、職位階層間の利害対立、主体者間の緊張、組織のコンフリクト状態など、切実

な問題が次々に惹起している。それでもなお、幾分かは深読みして、類型的な特質や傾向

性を探ることは可能であろう。またそのためにかなりの頁数を費やして、詳細な個別事例

研究か執拗に追及してきたのである。参考までに、第2 節で検討した事例の諸特徴を一覧

表にしたものが「表2 －9 」である。

そこでもう少し、これらの諸事例から類型化を図ってみたい。ここでの中心的関心は、

新レ ハ制度（流動的活動体制）が、何故どういう動機で、どのようにして、誰によって導

入され、実施・運用されているか、という問題群の整理である。これを幾つかの指標に沿っ
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〔表2イ 〕 主管者制度の実施過程
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(li）※×印は主管者制度討入に対して消極的かあるいは反対を示す。
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て分類する。ま ず、（0 変 革の時期、（2）政 治状況、（3） 変革の 動機 、（4） 変革 の対象 、

（5）変革 の主体 者 イヽ6 ） 変革 過程ヽ（7） 変革 の条件ヽ（8） 新 しい問 題点、 な どにっ い てで

ある。変革 の目的や方 法に関 して は、 既 に第1 ・-2 節で述 べて い るので ここで は省 略 し た

い0　　　 ‾’　　グ ‾　’　　　　　ダ　　　　　　　　’‘’　　　　　　　　　　　　　　　　　レレ

（1）変革の時期 一　　　　　‥

ニまず、変革の時期の問題である。準備期間および実施年度を考慮すると、'65  （ 昭和40）

年代と、 ’75 （50 ）年代とに大ぎく二分される。

前者は、'65 ～'70 年代に行われた事例をまとめてみると、三鷹市・甲府市・唐津市・

高山市・旭川市・鹿沼市・日立市などのクルーピンクが可能である。後者は、'70 年代を

中心に山形市・米沢市・名古屋市などをひとつのグループに含めることができる。前者は、'55

年代後半から始まる経済産業の高度成長期への推移過程に遭遇し、後者は、'73 年秋

の石油ショックによる経済不況期に、それぞれ対応している。

いずれにも共通して言えることは、財政面での硬直化、赤字財政の恒常化が背景的理由

に潜在しているということである。自治体行政の窮乏化・緊縮化は戦後一貫して悪化して

おり、もはや3 割自治から1 割自治になったとさえ言われている。ここから、全体的傾向

として、財政的危機状況を契機に、否応なく行政組織の再検討や見直しを余儀なくされて

いる場合が多いということができよう。典型的には、甲府市、米沢市などがそうであり、

赤字団体への転落を契機に、内部改革に乗出し成功したヶ－スである。

ところで、前者の改革の特色は、'55 年代以降、年平均10％の経済成長を達成し、社会

構造が大きく変動していく過程で実施されている（第1 章第2 節参照）。経済産業の飛躍

的発展、国民生活の向上は、令国的に地域社会と住民生活の在り方を激変させた。この外

部環堵の変化は当然、自治体に対する積極的要求を著しく増大させる。また大規模開発に

伴う六まざまな公害問題などが、住民意識の質的変容をもたらす。そして行政要求の質的

内容は、ますます痴雑化・高度化・専門化してきたのである。

こらして、急激な事務量の増大および合併などによる職員数の増加により、古い制度に

内存ずる構造的欠陥が次第に露呈してくる。従来の保守的・伝統的な「お役所仕事」から

能率的・合翼的な絹織変革への転換が模索される。つま引日態依然とした官僚主義的実態

を自戸変革できなければ、これらの新しい行政需要に対処しえず、さらに最悪の状態に転

落しアいくことが目に見えていたのである。非能率・無責任・無気力・三ズ主義といった、
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“お役所’" お役人’“お上意識’に対する誹誘中傷は、こ うした制度の構造的限 界に対

する指弾であったよ 官僚制組織の構造的矛盾や弊害を 温存したままで、新しい外部要求に

対処しうるはずはない。無計画な事務処理的対策では、時代に即応した解決が不可能なこ

とは今更言を俣だない。換言すれば、自治体の根本的・本質的な問題に対する改革の必要

性が生じていたということである。

こういう意味で、この時期は行政組織・運営面での抜本的かつ総合的な改革が求められ

ていたといえる。 つまりは事務処理のための「 行政組織の近代化 」という不可避性であっ

た。 この時期、民間企業での産業合理化 はさらに一段と進み、資本の再編成と集中化が盛

んに行われていた。これに合わせて地域管理体制を強化する上で、自治体の「 制度の確立、

運営の整備充実 」が、すなわちその徹底合理化が要請されていたのである。そこで企業管

理論の自治体への導入が盛んに行われて くる。経済経営環境の転回点が ’62. '63 年頃に

あったといわれ、民間企業に主管者制度が盛んに導入されたのもこの頃であった。

こうして組織変革の条件づけが醸成されてくる。官 僚制組織構造の特性を端的にいえば、

あくまでも自己の特権的地位を 確保するために、排他的セ クショナリズムを培養し、職階

制を濫造し、自己保身へと走り、かつ事務分担 は複雑化して不明確であり、処理能力 水準

も低いと言わざるを えない。こうした構造的「 ひずみ」の自己認識、現状把握 の上に立っ

て、例えば、事務事業の集約化と機能化、行政運営の能率化、人事管理の箭正化、等々の

改革の基本方針が方向づけられて くるのである。

この時期の先駆的都市事例としては、 三鷹市、甲府市、鹿沼市、唐津市、旭川市などを

選出で きよう。この中で も、 甲府市は'67 年の改革策定にあたり、管理近代化の先例とし

て、日米開発銀行から多大の影響を受 けてい る。 日本開発銀行からは、主管者制度を採り

入れ、階層短縮して、少数精鋭主義経営を 進めているという点に注目している（1）。ここか

ら組織改輦の基本方向として、①各セクションの権限の拡充m 限委譲）、②主管者制の採

用、③職能等級制の採 用、という3 本柱を 学び取っている。また三鷹市からも影響を受け、

①少数精鋭主義による定数増の抑制、②事務事業の民間委託、③企業経営方針 の導入、④

服務体制の整備などの管理改善を積極的に導入している。これらの管理改善全体に流れる

考え方は、経済効果を中心に考え、経営経費を 節減すること、そのための事務合理化とい

うこ 芦である。また企業経営の実態を学びとらせるため、中堅職員を民間派遣 して研修を

受け 六せたりしている。

三甕市自身は、事例（1）で も既述してい るように、下水道推進のための内部努力諸が
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としrソ ①企業性の導入ヽ ②事務事業の民間委託ヽ ③総務室の設置ヽ ④係長の管理職化ヽ:

⑤職場環境と服務規律√⑥研修√⑦少数精鋭主義などを徹底的に実施している。で のうち

とくに、「市政゛の企業性の導入」という観点からヽ ⑥の研修について例記してみると、

「企業性を身をもって習得するため、'66 年から
・70年まで、中堅の主任職をデパートや

生命保険会社等の民間企業へ2 ヶ月間派遣した」（2）こともあったという。企業としての

市政経営のため、行政の効率化、原価計算、少数精鋭主義などによって人件費を抑制し、

経常経費をできるだけ圧縮ずることに全力を注いだ。このように行政の合理化、効率化と

して内部努力に解決案を求めていったのである。ちなみに、三鷹市は、'67 年秋、地方自

治法施行20周年記念事業として行われた 町づくり表彰“ “自治大臣表彰’を受けている。

その主たる理由は√「下水道の積極的推進、及び市政の企業化と合理化」（3）という根拠

からであった。　　　　　　　　　　　　　　ブ

こうして外部環境からの行政ニーズが増大し、内部矛盾に対する自己認識が深まるにっ

れて、`変革の契機・必要性はますます高まる。次々に露出してくる自己矛盾に対応しうる

柔軟かっ機能的な行政組織を作り出さなければならない。いわば、否応なく組織変革を強

いられてくる。この時の動機づけはいずれの自治体にもほぼ共通していよう。それゆえに、

今度は三鷹市が翌'68 年になって、「甲府方式」を逆輸入することになる。主管者制度を

採用し 総務室課長（主幹）を参事とし、課長待遇職を主幹、係長待遇職を主査とし、管

理職をさらに増大したのである。ある係によっては、係長以下、主査（係長待遇）を含め、

職制のみの係ができる始末となったのである（4）。ともあれ、この時期の改革の基本理念

の追求はまだ模索の段階であり、試行的であった。

後者の変革の特色は、行財政の危機的硬直化という理由はもちろんのことであるが、も

うひとつ、'65 年代の住民・市民運動の高まりや市民参加・直接民幸字義の要求といった

背景を持ち、しかも政府・上部環境からの新中央集権化への動きの中で行われているとい

うことである。時代状況的な［地方自治］への関心の高まりが、否応なく地方分権化や分

権的管理としての「自治能力｜を問うているのである。それはすなわち、自治体の責任あ

る執行体制、改革的合理化、職員民主主義、民主化と能率化などの問題を追求することに

な乱 こうした地域住民の行政ニーズを実現する自治体の執行体制が、高いレベルで要請

されてきたのである。

このような政治的背景として ’67年の美濃部革新都政の誕生かおる。それ以降、急増し

た革新自治体の「市民本位の行政｜と密接な関連をもっている。つまり、市民へのサービ
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ス行政によって膨張した義務的経費（ 福祉予算や人件費など）に経済不況が重なり、 財戴

不 足を招来し、’結局、組織改:故に取組まざるを得なくなって きたのである。 実際そうした

ケースは非常に多 い。 ニ……-1　尚　 ∧ト ごレ ニト…… 丿　　‥ ‥‥‥‥ ‥・　　 ∇。〉　　：

犬前者の改
革はご 産業合理化と自治体合理化とがいわば延長線上にあったのに対し、後者

の改革は、さらに住民要求の高揚による行政合理化的色彩 が濃いという差異を 指摘するこ

とがで きよう。 一犬　　　　　 ‥ ‥‥‥　‥　　　　　　　　　　　　　 万　　　　＞:

同時に、中央政府からは、コンピ:x~ タr 導入による一元的管理体制の強化、 画一化・

広域化・計画化の進行、7さらには、新職階制化への動向なども強行に実施されてくる。分

権的執行体制に対応する集中的管理体制 も進み、いわば全体主義的な新中央集権づくりも

確立されつつあ ったということに着目しなければならない。 こうし た矛盾対立した問題が

同時進行しつつあったというのも後者の特徴である。

後者の動態的組織の導入状況を比べると、課制廃止の実施数 はほぼ同数で 伸び悩み、プ

ロジェクトチこ ム編成の普及、およびコーディネーター制度の急増を既に指摘しておいた

イ 表2 －5 参照 ）n これに加えて、「 課係制の廃止状況 」も見てみよ う〔表2 －iO 〕。デ

ータ的には、 ・73 （ 昭和48 ）年、'75  （50 ）年、'78  （53 ）年と、課制廃止は一部の部門

で若干伸びているが、全部

ほ2-10]  課係制の廃止状況

ぺ ��a　 制　廃　止 ��係　制　廃　止

市区町村 �市区町村政 �全部門 �一部の邸門 �全21i門 �一部の部門

計 �3.279 �

■■!■■ 1 5 �3  7 �:]9 �8  7
�3.279 �1  4 �43 �52 �1  OZ

実施率(%) ��0.5 �1.1 �1.2 �2.7��0.4 �1.3 �l.S �3.1

都市(23

区含む)�666 �

フ �3  1 �1  3 �7  65

�668 � マ �32 �1  3 �7  3

実施率(x) ��1.1 �4.7 �2.0 �11.-1��1.0 �4.8 �1.9 �13.9

町村 �ii.6
 1 3 � ポ　8 �6 �20 �;Z　1  1

�2.6 11 � マ �1  1 �39 �9

実施率(≪ ��0.3 �0.2 �1.0 �O.-i��0.3 �0.-! �1.5 �0.3

庄l. 時点は上 股が50年10 月1日、下殴が53年10 月113

Z.‡tti実施数 の減 少を示 す

2.-18年10月 ＼日 の鮒査 の都市は課制廃止 は全部門が1〇、

一 部の 部門 が15、係制 廃止は全部門 が12、一 部の部門

が59で あっ た。

4.『市区町 村における管 理改 善の状況 』(54年3月) よ引 乍成　　　　　　　　　　　　　｜

門 で は イ由 び 悩 ん で い る 。 係 制 廃 止 の 方 は と も に 実 施 数 が 増 加 し て い る 。 し か し ポ イ ン トレ

令 部 門 の 課 制 廃 止 数 が 停 滞 ぎ み で あ る と い う 点 て あ る 。 こ れ は 、 課 制 廃 止 、 階 層 短 縮 お

ド
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ぴキ管制度の導入といった流動的活動体制が、ある意味で歴史的転換期を迎え、次の新し

小段階に移行しつつあるこどの証左であろうかに れは、「流動体制」という言葉が、最

迪、Tどこの自治体で も日常的K 使用され普遍化されていることにも現われている。例えばヽ -

皿心。　　－　　　－名古屋市は、 ’76年に主管者制度を導入しているが、規約や構想案の説明は、甲府市など

と比べて至極簡単√平易に表現している。この説明表現の簡易さは、本制度の定着化を感

－　　　　　　　－　●・　　　　　　　　　　　●・
じさせるものがある。∧しかし同時に、この制度運営の困難性も判明してきたために、他の

自治体が導入を躊躇し始め、‾比較的簡単なコーディネーター制度などに移行しつつあるの

ではないかと考えられる。
………‘　∧

二…
………△　　　　

ニ
ー　　　　　　………

（2）政治状況　　 ベ　　　　　　　　ー　　　ダ　　　　　　　　　　　　：

政治状況は、改革当時、保守市政が、唐津市、高山市、岐阜市の3 市、革新市政が甲府

市、三鷹市、旭川市、名古屋市、山形市、米沢市の6 市、無所属が日立市の1 市である。

総じて、革新市政の方が比較的スムこズに改革されているようである。これは市長のリー

ダーシップ、政治姿勢、現状打破的積極性、変革への意欲などの相違ばかりではないであ

ろう。市長の個人的パーソナリティという面からだけ言えば、保守市長にも優れた政治家

は多い。各自治体が何らかの変革を必要としているという現状認識もほぼ共通している。

従って、問題はむしろ改革にあたって、強力な「支持協力者」に恵まれているか否かに依

拠しているといえるであろう。この点、革新市長は、組合員との共闘、あるいは一般職員

からの支持協力が比較的得られやすいという好条件に恵まれている。

また時期的に、'65 年代は組合が発足して間もない頃だったため、比較的勢力が弱く、

そのため改革が容易であった（ 高山市・唐津市・鹿沼市）。民主主義や地方分権化という

スローガンの下に、組合との協力体制も組み易かった。その典型例が甲府市である。甲府

市の改革原動力は、革新市長と職員組合との革新市政の推進、そのための行政近代化とい

う、意欲的な協力関係によって促進されてきたといわれている。一方、高山市のある幹部

は、「革新勢力が伸張し、組合が強い今日では、合理化反対で改革は無理だろう。」と語っ

ていた。

政治的戦術としての改革を、甲府市の事例から引証してみよう。　'56年当時、甲府市は

赤字財政で再建団体に指定されていた。この年保守から革新市政に転換している。当選し

たばかりの市長にとって、この赤字解消対策は第一の急務であった。ただしかし、財政的

赤字に起因する変革への動機づけによって、合理化・能率化せざるを得ないという理由だ
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けで は、 産業組 織 も共通 して いる。 し かし 行政 組織で は、 産業 組織 と は異 なり、 保 守から

革新｀( あるい は茎新 か ら保 守へ ）。-と い う「 政治 的政権 交 代 」によ ってヽ 庁 内 の人間 関係、

思想 的雰囲気 、一職 回人 事、 政策 目標な ど、 あ石 ゆる 点で方 向転 換を もたらす 。 つま り政治

力学 的に も戦術 とし て、組 織 改革が 必要 不可 欠 な場合 もあ る。当 時 の 鷹野 市長 に とって、

反 市長 的部 課長 グ ループ の一 掃こ そは、 丁 政治 家 」として の市長 が 果 たす べ き当 面 の課題

で あっ た。-なぜ な らば、「 管理 職者 のす べて と 職員 の4 割 は反 市長 で ある 」（5） とさえい

われ、 市長 と幹部 職 員、一 般 職 員との間 に、、敵対 的な 対立 関 係が あ ったか らで あ る。 これ

らの保守系 幹部 級職 員 と革新 市長 との対 立 関係を 是正 し な ければ、 行政 責 任、 政策 決定、

対 議会対策 、対 住民 要求な どに対 す る行 政 運営 は不可 能で あ っ たので あ る。

この よ うに 保革逆 転 とい う政治 的交 代期を 契 機に して、 組 織変 革 に着手 して い る事例が、

米 沢市で ある。 本市 は、 選挙公 約 の政治 ス ロ ーガ ンの中 に予 め行政 改革を 謳 って おり、当

選後は いずれ 改革 せざ るを えな かっ たと いえ る。 こ うし て革 新市長 として 、 直 ちに部長全

員を 前保 守市政 の責 任を とって辞 任 させ、 部長 制を 廃 止し た。 併 せて 人事 の 停滞を一 掃す

る ため、 大 幅な人 事異動を 断行 する。 こ の時、 組合 と して は革新 市政を 支 持 して いること、

お よび赤字団 体 にあ った こ となどか ら、 「 行政 合 理化を 飲 まざ るを えな い 」と い う状況下

にあっ た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・|

いずれ にせよ、 政治 家 と行政 官 僚との 関係 にお いて 、最 も熾烈 な 攻防を 展開 す る戦術が、

① 人事異動 と② 組織 改革で あ るこ とは 周知 の通 りで ある。 この2 つは職員 から「 役人泣か

せj 「 最 も恐 れてい る もの 」と言 われて い る。 と くに当選 後 の人事 行政 に報復人 事や論功
丿

行賞 が行 われ易 い。 市長 が 改革を 、 い わば政 治 的切 り札 とし て行 使し てい るこ と は一 郎こ

否 めな い事実で あろ う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ‘

（3) 穿苗の動機

変茎の動機は、大きく4 つに分類できる。①人件費節減型、②行政組織近代化型、③人

事管理型、④中間職戦力化型、である。

まず、（Oの人件費節減型は、財政硬直化に起因して改革に着手しているヶ－スである、

この蜂済合理主義的軌機づけによる場合が殆どであるといえよう。人件費の膨張と抑制、

職員増の抑制、赤宰財政の克服、赤字団体指定などの理由が挙げられる。“限られた経剪

と人目の巾で”行政運営せざるを得ないため、否応なく内部努力を実施するという場合で

ある。、
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．
「 直 面 し て い る 行 財 政 の 危 機 を 打 開 す る 方 途9 一 つ と し て 、 職 員 の 職 務 舞 率 の 高 揚 と 部

課 の ヤ ク。卜 主 乖
を 排 除 し た 機 動 的 な 活 動 柴 図 る 秀 め 、

⊃
課 ・ 係 を 廃 止 し 、 少 数 精 鋭 主 義 を も っ

て 、卜増 加 す る 行 政
需 爵 こ対 応 し ナ マ: 」 云 夕

。
々 牡 う 、づ甲 府 市9 事 例 は 象 徴 的 に こ り こ と を

示 唆 し て い る・ ＼ま た 「 年 今夕 人 件 費 ダ」高 騰 は 、 政 策 費 イ 事 業 費 ）。を 年 迫 し て 弗 り 、 こ の ま

ま の 状 態T ご 叫 、 目 標 達 成 が ま す ま す 困 難 に な る ば か り マ あ る 。 か と い っ て 必 要 最 小 限 の 増

加 は や む を 得 な い と 。し て も 、’ 週 休 二 日 制9 実 施 等 の 増 員 要 素 を ひ か え 、 不 要 不 急 事 務 事 業

の 整 理 等 必 要 な 措 置 を_ と っ て（ 極 力 職 員 定 数 を 凍 結 す る 方 向 で 検 討 し な け れ ば 侃 ら な い 。

こ の ご と は 、 職 員 一 人 一 人 が 能 率 的 事 務 の 執 行 を 心 が け る と 共 に 、 単 に 人 を 増 や せ ば よ い

■　I　　　　－　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－　　・　　　　　　　甲　　　　－　I　　　　J

と い う 意 識 を 払 拭 し な け れ ば な ら な い 。」 に（ 山 形 市 ）,と い う 理 由 も 同 じ こ と で あ る 。 新 規
・-　　　　　　　　　　　　　　　　　・- ・

事 業 を 実 施 す る に し て も 財 源 不 足 で あ り 、 仕 方 な く 義 務 的 経 費 の 節 減 に 向 い 、 そ の た め に

内 部 改 革 を 実 施 す る と い う 論 理 整 合 性 で あ る 。　ノ　 ー

② の 行 政 組 織 近 代 化 型 と は 、 現 行 組 織 規 模 の 拡 大 と そ の 限 界 を 痛 切 に 認 識 す る こ と に よ

り 、 内 部 改 革 の 必 要 性 に 到 達 し て い る ヶ － ス で あ る 。 従 来 の 組 織 の 構 造 的 欠 陥 一 縦 割 行 政 、

セ ク ト 主 義 の 弊 害 、 中 間 職 の 肥 大 化 、 機 構 の 拡 大 細 分 化 な ど ー に 直 面 し 、 そ の 実 態 を よ く

把 握 し た 上 で 、 改 革 せ ざ る を 得 な か っ た と い う 場 合 で あ る 。 内 部 環 境 条 件 の 変 化 と い う 観

点 か ら い う と 、（1 ） セ ク シ ョ ナ リ ズ ム の 醸 成 、（2 ） モ ラ ー ル の 停 滞 、（3 ） コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ

ン の 不 徹 底 と い っ た 理 由 で あ る 。 こ れ は 「 理 念 先 行 型 」 と も い え 、 変 革 に 当 た り 、 近 代 化

理 念 を 実 現 し な け れ ば な ら な い と い う 動 機 づ け か ら 出 発 し て い る と い う イ メ ー ジ が 強 い 。

例 示 す る と 、 甲 府 市 の 場 合 、 改 革 の 前 年 に 中 期 総 合 計 画 を 策 定 仁 、 こ れ を 強 力 に 推 進 す

る た め に 機 構 改 革 を 断 行 し て い る 。 こ の よ う な 市 政 方 針 と し て の 政 策 実 施 の た め と い う 理

由 で は 、 三 鷹 市 の 「 下 水 道 事 業 推 進 の た め に 」 と い う こ と も 挙 げ ら れ る 。 ひ と つ の 目 的 合

理 性 を 遂 行 し よ う と し て も 既 に 実 質 不 合 理 化 さ れ て い て 、 そ こ に 何 ら か の 新 し い 価 値 合 理

性 を 導 入 し て こ ざ る を 得 な い と い う モ チ ー フ か ら で あ る
。 「 お 役 所 仕 事 」 と い う 概 念 に 集

約 さ れ た 矛 盾 の 認 識 は ま さ し く
、 改 革 せ ざ る を 得 な い と い う 必 要 性 を 意 味 し て い る と ち 換

言 で き る 。 い わ ぱ “ 古 く 淀 ん だ 体 質 ≒ こ 新 し い 変 化 を 導 入 し よ う と す る 動 機 づ け で あ る 。

謳 人 事 管 理 型 と は
、 定 員 数 の 増 大 と 職 員 構 成 の 推 移 に よ り 、 人 事 構 成 が 、 年 々 、 ピ ラ ミ ッ

ド 型 か ら チ
ョ ー チ ン 型 へ と 移 行 し て い る た め 、 人 事 管 理 上 、 新 た な 職 位 の 設 置 が 必 要 に な っ

て き た と い う 動 機 か ら 改 革 す る 場 合 で あ る
。 こ れ は い わ ば 、 新 し い ポ ス ト の 増 設 要 求 に 基

づ く も の で あ る
。 新 し い 役 職 制 度 の 在 り 方 を 考 え ざ る を 得 な い と い う 背 景 か ら 、 い わ ば 役

職 制 度 の 合 理 化 と
い う 変 革 モ チ ー フ が 出 て く る 。
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と く に 主 管 者 制 度 め 導 入 は 独 任 的 な ス タ ッ フ 職 で あ る た め 、 処 遇 的 ポ ス ト と し て 利 用 さ

れ や す い 性 質 か あ っ た √ 旭 川 市 の 場 合 ぐ 動 機 の ひ と づ に 、 て ポ ス ト を 増 設 す る た め に 」 と

・　　　　　　　　　r●　　　z　　　d　● - ・　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　 ’　 －
い う 意 図 が あ ら ーだ 。jごこ れ は √ 職 員 の 社 会 的 地 位 の 要 求 が 高 く ぐ 無 視 で き な か っ た た め で あ

る ム 甲 府 市 で ‾き え ご 行 政 改 革 の 理 由 と し て 、丿万「 中 間 的 職 位 の 発 生 」 「 職 制 設 定 の 限 界 上「

頭 で っ か ち の 職 員 構 成 上 な ど を 挙 げ て い る 。 山 形 市 はl 一 応 は 課 長 補 佐 を 廃 止 し て お き なj　

・- ■■
が ら 、 代 わ り に 同 等 噂 の3 種 類 の 主 幹 職 を 作 り 出 さ ざ る を え な か っ た 。 人 事 構 成 上 の 中 間

層 の 肥 大 化 と い う 全 般 的 傾 向 か ら ミ 階 層 短 縮 は 極 め て 困 難 で あ っ た √ ど う し て も 何 等 か の

待 遇 職 が 名 称 上 必 要 に な ら て く る と い う 事 情 が 多 い √ こ の 傾 向 は 今 や 全 国 的 動 向 で あ り、

ゝ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■30 ～40 代 層 め 上 昇 に 従 っ 七 √ い ず れ 地 位 と 役 割 の 新 し い 変 化 を 余 儀 な く さ れ る で あ ろ う 、

ま た 年 功 序 列 型 ・ 終 身 雇 用 制 の 動 揺 か ら ミ、 職 務 給 、 能 力 主 義 の 導 入 、 若 い 人 材 の 抜 擢 人 気

な ど も 不 可 避 と な っ て い る 。 激 動 す る 環 境 変 化 や 都 市 問 題 に 対 応 し 、 住 民 の 支 持 を う る よ

う な 政 策 を 打 出 す た め に 、-職 員 の 発 想 転 換 を 図 る た め に 、 あ る い は 人 事 の 若 返 り の た め に、

と い っ た 理 由 づ け も 見 ら れ る よ う に な っ た 。い 三 鷹 市 の 「 係 長 の 管 理 職 化 」 な ど が そ う で あ

る　　　　　 ”　　　
∇　：　　　　　I　　　

¶
．　a．皿-　I I.’ ・” 。’　　　　　　　　 。

「●　　ミ
Q

●　　
・　i-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

と ち あ れ 。 こ こ に は 、 職 員 の 管 理 職 昇 進 へ の 夢 と 期 待 感 に 対 応 し な け れ ば な ら な い と ト

う 、 人 事 管 理 上 の 問 題 が あ る 。 一　 几　　　　　　 ‥

④ 中 間 職 戦 力 化 型 。 従 来 か ら 中 間 職 位 無 用 論 が あ り 、 と く に 補 佐 職 の 位 置 づ け や 役 割 をi

め ぐ っ て は 極 め て 批 判 的 で あ っ た 。 こ れ は 実 質 的 な 基 本 職 務 が 、・ 課 長 √ 係 長 ク ラ ス で 行 なi

われている反面、■mmにぽ形式的な処遇ポストも多いためである。管理職の間にさえ、「

何をやっていいか分からない｜という態度や言動さえ見受けられる人がいる。こうした活

気のない退廃的な雰囲気が、職員全体のモラール低下を招来しているのではないかという

非難の声は高い。「10時すぎても仕事をせず、ノ喫煙したり、新聞ばかり読んでいるよ一時

間かけて、やっとお茶二杯しか飲んでいない。丁といった、マンネリズムによる弊害は著

しいといわれている。そこで。職場の中核的存在たる「中間的管理監督者層の戦力化 岨

用化｜を図るため、まず補佐職にインパクトを与えようと意図した。山形市は、こうぃっ

意味で、管理職自らの意識変革をねらいぐ専門スタッフであるという主幹制へと切替えた

のである。「 高い給料をもらう上級管理職ほど、ちっと仕事をするべきだ」という論理で

ある丿

三鷹市も、巾間管理監督者の育成、研修に力を入れてきた。とくに係長クラスを管理職

に引声トげて、50万円未満の予算執行権などの権限委譲を実施している。その代わりよ

心託-
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事は僻じくヽ 人 選も厳格であるご 毎年1［弓は「行政に関するテ‾-7」の論文を提出させた

り、係長代理が直接玄関に出て住民案内を したりする。鈴木市長は「悪いことを すれば首

二を切る｜という信償必罰主義で望んだ。「 職員を信頼するかどうかだ。責任を持たせれば、

ノまだ信用されていることを知 れば、それだけ確かによくやるようになる。 やるべきことは

自ら進んでやっている。丁と信頼関係を強調した。一人ひとりの個人的責任体制を明確化

し、責任感と実行力を向上させようとしたのである。　 ＼ 一　　　二

こうして分権的執行体制による権限の下部委譲が、中間管理職に専決、代決、代理権など

を付与した結果、彼 らの志気と責任感ご り ーダーシップへの積極的意欲を 促し、前近代的

な［お役所 。゙お役人 ］的発想から、新しい革新的公務員像への在り方を真剣に模索して き

た。-さらには、地域社会や市民との関係において、常に住民のための自治体の存立条件を

問うようになった、とも前向 きに捉え　　 られている。

とちあれ、堅固な行政官僚制機構を先駆的に自己変革し、一近代的行政組織の在り方を追

求していくのに、まず中間管理職層にインパ クトを与えることにより、乗超えていこうと

するモチーフから改革に着手しているといえる。

（肘 革の対象

こうした直接・間接的動機づけを経て、改革すべき対象 は、次のような職制が多い。 ま

ず第一に、［ 課長 補佐職 ］の存在意義が一 番多 く問われている。例えば、甲府市、唐津市、

旭川市、山形市、日立市、高山市、米沢市などである。次いで「部長職 」廃止が、唐津市、

名古屋市、高山市、米沢市である。「 次長職」廃止が、甲府市、高山市、旭川市である。

「課長職｜廃止が、 日立市（一部）、唐津市、名古屋市（一部）である。「係長職」廃止

が、日立市、 唐津市、名古屋市（一部 ）である。 もちろん各市によって、さらに多種多 様

な知合わせが行われている。

焦占を絞れば、「 何故、中間管理監督層がねらわれ、中間職位の廃止に収斂されている

のか｜という問題点に集約される。これは、先述した改革の動機づけのうち、③の「 人事

管璋型｜と、④の「 串間職戦力化型 」に強く関連していよう。こういう観点から考察する

とヽ 珊在の行政組織の矛盾はまさしくこの辺に存在しているように思われる。新規採用の

職員が少なく、平均年齢の高齢化が進めば、それだけ職員数 も多い下位管理者層に関心が

向けふれるためであろう。とりわけ課長補佐職については、今まで不十分ながらも検討が

加えられてきた階層であ
った。その根拠としていわく、「 階層短縮の原則」「戦力化を図
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る｜「 少数精鋭主義 ｜「 情報伝達ル ートを 明確にし、一仕事の流れを迅速化、能率化する」

嘩 々と√ レ　 ノ　 ‘　 ’ふ… ……　:l　 ト　　 ナンバーでト ∧……:9 ▽　　ニ　`‥ ‥‥‥ ＼

≒ 旭川市の場合、「 課長補佐職は人数も少なく（25 人 ）、:あまり問題にならない 」ために

撤廃しよう‘とする動きが出て きたといわれている。］しかしながら、このような改革の必要

性（無用論）に対する批判にもかかわらず、改革後すぐに新しい代替職名を作り出し、即

採用ずるというパタ ーンが繰返されている。恰も主管者制度の導入と部課制廃止とがセッ

トになっているかの如しである。新しく採用される職制を見ると、主幹・主査が多いのは

当然であるが、市長直属のスタ 　ッフとして、一参事制が漸増している（ 甲府市、名古屋市な

ど八卜ま た部長職の代わりに室制を設置し、室長（同等職）に移行している市 もある。さ

らに副主幹という役職 も作られている（ 三鷹市、米沢市、山形市）。あるいは技監という

名称 も現われている。岐阜市は、部長一課長一課長補佐一 係長の外に、中間職位として、

次長一技監一主幹一 主査こ 主任を置き、しかも従来、次長は部長代理として2 人しかいな

かったのに、全部 に次長ポストが配置されるようになった。 ポスト数や新職名が逆に、増

えているのである。この結果、改革前後を 比較すると、確かに役職数、職員数、人件費は

若干で も縮減する効果が表われるが、数年、 ないし は数次の改革を経るにっれてむしろ、

改革以前よりも増加し、悪化するという逆現象さえ見られるようになる。そして、改革の

意義について評価すれば、「 管理職の意識向上に役立った」とか「 責任感が出て きた」と

いった数量化出来ない精神面での効果のみを 強調するとい うことになる。

さらには職員の批判 に耐えきれず、元の課制に復活 するというヶ－スもある。甲府市は、

比較的市民と接触の多 い執行部門（ ライン部門 ）について、「市民に分かりやすくするた

めに｜という大義名文で、'73 年、呼称上職制を 課・係と変更し、職位を主幹・主査から

それぞれ課長・係長 に切替えた。 旭川市 も同様、'69 年から続けて きた課制廃止を'76 年

度に復活している。 日立市 も2 年後には復活している。 これはつまり、課制廃止の先駆的

都市がある意味で限界状況に直面しているということになる。 これは、主幹・主査の職務

内容が徐々に固定化し、実質的に課長・係長の職務と余り変わりなく、スタ ッフ的専門機

能を果たさなくなってきている、という理由からである。

このような理由の背景には、一般的社会通念として の社会的地位（ 職位 ）への欲求がか

たといわれる。とりわけ30代年齢層の「 係長になれる 」という期待感は強く、職務給とい

う賃金面では充足されない何かが残るという。職員にとって、昇格、昇進、降格という
回

題は敏感にして深刻な ものである。 そしてこの不満が徐々に顕在化しているという。そ
二
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で 待 遇 職 と し て
で名 称 だ け で も ’ と り う 強 い 期 御 こ 押 し 切 ら れ る 。 い わ ば こ う し た 肩 書 主

義 へ の 職 員 要 求 に 聊
し た 形 七 な る

（
「 決 し て 降 格 さ せ る な 」 と い う 要 求 は 、 組 合 の 中 で さ

＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎜　－　　　　　　　　・

え 非 常 に を いト 甲 府 市 と 市 職 と の 団 体 交 渉 楊 獅 ヽて さ え 、 改 革 の 条 件 と し てr 舛 職 名 以 上

の 降 格 雌 な い ［ 課 長 は 主
幹 陽

ヽ
賜 長 は 主 査 に

］ヽ
聯 果長 補 佐 は 戸 等 級 格 付 け の 主 査 に_） 」 と

ーい う 一 項 目 が 明 確 に
提 示 さ れ て

。
い る 。 山 形 市 が3 つ の 主 幹 名 を 作 出 し て か え っ て 混 乱 し て

い る 原 因 も こ の 辺 り に あ ろ 。う 。j 往
幹 、 技 監 と い う 役 付 ポ ス ト も 下 位 職 へ の 処 置 的 意 味 合

い が 磨 い 。∇ 〕 ｀▽十_ ＿T ］＼ 二 九 ＞ 十 …… …　 ニ　 レ レ

し か し 、 こ の よ う な 職 員 の 肩 書 主 義 、 位 階 化 へ
。
の 還 元 的 衝 動 を 承 知 の 上 で 、 敢 え て 新 呼

称 制 度 を 堅 持Li: う と す る 事 例 も あ 弔 。 唐 津 市 は 、 弗 く ま で も 室 や 担 当 、 主 幹 、 主 査 の 名

称 に 執 着 す る こ と に よ り 、 流 動 的 活 動 体 制 の 意 義 を 絶 え ず 再 認 識 さ せ 、 新 し い 気 持 ち の 転

換 を 定 着 さ せ よ う と 努 力 し て い る 。 人 間 の 意 識 改 革 は 、 長 期 的 ・ 肢 行 的 闘 い の 中 で 達 成 さ

れ る も の と 信 じ ら れ て い る 。 そ の た め に 、 日 常 生 活 の 職 場 環 境 に オ ー プ ン ・ フ ロ ア ー ・ シ

ス テ ム を 導 入 し た り 、 職 員 研 修 や 職 員 会 議 な ど に 力 を 入 れ た り し て い る の で あ る 。

（5) 変革の主体者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

組織変革は、内部環境における変革主体者として、市長、中間管理職、一般職員、職員

組合などとの相互的協力関係と、外部環境における「上部環境（中央政府）」から、「自

治環境｜としての市議会、先進的自治体、自治労など［より上位の権力構造との相互作用］

（6八 あるいは「地域環境」からの住民や企業との関係などが、関与し合って実行されてia

 lぢかf;主体が）相互関係
環　攬　 要　囚 ��� 外　 昌　a　 狐
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いる ∩ 図2 ご い 参照で）。これらの変革主体者を めぐる構造的、機能的関係を、市長を

中心にマトIJ    ックス巻福けば、ブ 図ト 七Lト のように図式化されよう。コ実際には、これらI

ふI　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　－の相互関係は叙述してき祐 ように、より錯綜した多元 的様相を 呈している。 、二八

－ そごでさらに職員各層のさまざまな利害関係を クロスさせながら変革過程を見て みよう、

市長の強力なリーダーシップは、保革を 問わず、必要であるレ トヅプ・リ ーダ ーとして

総合的な状況認識を 正確にしている自治体ほど、一改革は推進されている。 甲府市、三鷹嘸

旭川市などがしかりである。 しかもトップの決断は、相当の反発と抵抗を 覚悟した上でのI

-　　　　-ゝ1　　一　　　　　　　　　　　　　　　　・　a
選択でなければならないムワ ゾマ ン市長 と言われながら 乱 汀 どうすれば官僚役人の気寺

ちを変えられ芯のかトという鋭い問題意識を もって、組織変革に熱意を燃やしてきた判

が多い。しかしなんでも屋で、独断先行し たり、 権限集 中し たりして√職員 との信頼関係

を喪失している場合は挫折し易い。トップ だけで決定されてしまうと、職員参加の余地が

なく、やる気を なくすからである。トップ は改革の基本方針だけを 設定して、 具体的実行

は全職員に任せ、部下にそのプラス・マイナスを審議、検討させる。 職員の意見が反映さ

れ、部下の者が働きやすい関係を確立することである。

逆に、「 市長に理念なし 」「 不断に変身 する 」「 ラッパが鳴らない 」［ まあまあ主義］

［ 反対されるとすぐ変わる ］などの不満が多く聞かれると、大半が失敗している。市長の

外向けの顔と内向けの顔とが職 員に察知 され、「 内部改革に意欲なし 」と見倣されると、

基本的信頼関係がなくなってしまう。 丁職員を 信用するかどうか 」即ち√内部管理や轍ニテ

体制を、助役や部長、あるいは課長、係長 グラスにまで委任できるか どうかが分岐点であ

る。「 トップが権限を 独占していたいから 」「 一般職員に渡してしまえば勝手 にやるか孔

とい一一、た相互不信かおる限り、権限委譲 は実施されない。中間管理職の改革熱意 も半減さ

れるということになる。実際、事務当局で改革案を提出しても、「 理念が受 け入れてい

えない｜「 反応なし｜「 済し崩し 」といった信頼感の欠如から改革にいたらないヶ－スも

多 くある。

折角、事務当局や改善委員会やプロジェクトチームによる導入構想が下から提出されて

きても、ト■yプの改革意欲がなければ、組合や中間管理職の反対を押し切れない。岐耶

の場合、事務当局レベルで、課長補佐を中心に各部から1 名ずつ選出して、プロジェクレ

チームを編成（20名 ）した。そして、各部の分科会での検討、各職m への説明会、他市役

所への視察、調整部と各部との討論会などを何十回となく重ねてきた。これに対し、斜

や係長から、「 自分の権限を主幹や主査にとられてしまうから反対だ」という否定的意仁
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が出される。また糾合か、千権限の畢中化を恐れて」対立する。改革理由は、他市事例と

。間に差程、重大な差異はなかった。「公声ノや同和対策、青少年教育や消費者行政などの

行政需要叫対しぐ珊行の各七クこイヨンを横mm に統合してヽ一元的な行政対策を打ち立て

るためしという珊由であった（ つまり、変革の動機として、浦 管者制度を導入せざるを得

ないという必要性は共通認識されていたわけ-である。。

にもかかわらず、計画が中止されたのは、主体者としての市長の意欲が欠如していたた

めであった。~市長自らは、これらの改革の対象者となる中間管理職層の職務への不安、職

員の労働条件の改善、議会における党派的対立の説得、等々の問題点を解決しなければな

らない。-しかるに、この努力を積極的に実行しなかった。そのために「中間管理職にいる

自分の既得権限（役得）が主管者に奪取されてしまうのではないか」という「現場の不安」

が一向に解消されなかった。また「予算の育成、執行と人事の権限を各事業課から分離し、

主管課が統轄しようとする集権主義、人減らし策ではないのか」という議会質問に対して

も、充分な了解工作をしていない。つまり市長の主体性意識が欠如していたために、中間

管理職や職員、組合の反対を説得できなかったのである。このように、職員や組合への協

力要請、議会答弁、市民への説明などにおいて、まず市長自身の志気や熱意が大きな影響

力を持っているのである。

しかし、市長の理念や熱意がなくても、名古屋市では、事務改善協議会の答申案通りに、

改革が実施されている。これはしかし、原案づくりがベテランの係長クラスから出され、

令庁的見直し作業が行われた上で、助役を委員長とする局長レベルの委員、各局の総務課

長が、幹事というメンバーであったため、全体的支持が得られやすかったためである、と

考えられよう。

ポイントは、市長が熱心であっても、最も中心となるべき中間管理職が改革意欲をもっ

ていなければうまくいかないということである。管理職層は「理屈は分かっているが」と

いう理由で、肩書変更なとがら労働意欲を減退しやすい。また一般職員へのリーダーシッ

プをうまく発揮できない。日立市は、4 年間の準備期間を経てようやく流動的活動体制に

移行したが、管理職の意欲とリーダーシップが弱かったため、一般職員もついてこず、2

年間で復活してしまった。この理由は、中間管理職における指導力の欠如と消極的改革意

欲のためであったといわれている。これは、「改革の趣旨は理解しえても」、トップへの

不信
ヽ自己保全、あるいは現状維持的安定路線へと志向していぐ お役人”の精神構造か

ら派生しているものであろう。結局、「リーダーとフォロアーとの間の緊密な相互作用関
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係I  (1) が う ま く 機 能 し て い な か っ た の で あ る 。 こ の よ う に 中 間 管 理 職 と の 関 係 は 、 改 革1

。　　　　　　　㎜　　　　　　　　　　　　㎜
●　

－　　・　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”
に あ た っ て 密 接 不 石T分 で あ る ご 筆 者 の 調 査 し た 事 例 の う ち 、 約7 割 は こ の 中 間 管 理 職 詞i

・　　　　　　　　　。　　　　　　　-_-。　　　　　　　　　　　φ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
極 的 支 持 協 力 に よ っ て 主 管 者 制 度 が 導 入 さ れ 七 い る 。 市 長 と 中 間 管 理 職 と の 共 同 戦 線 によ。

て ミ 縦 合 の 反 対 を 脊 切 ・づ改 革 に 成 功 し 七 い る 妬 紅 雀 津 市 の ケ ー ス で あ るj ま た 革 新 嘸

下 に あ っ て 組 合 の 支 持 協 力 を 得 て う ま く い 俗 七 い る の が 、 甲 府 市 と 米 沢 市 の 事 例 で あ る、

変 茎 主 体 者 間 の ダ イ ナ ズ ム を 、 尾 う 少 し 詳 細 に 、ニ甲 府 市 の 事 例 か ら 検 討 し て み よ う 。

本 市 の 改 革 は 確 か に 、 職 員 の 昇 給 ス ト
ヅ

プ 、 公 費 の 節 約 、55 歳 以 上 の 定 年 退 職 の 断 行 な

ど 、 さ ま ざ ま な 一 連 の 政 策 をm 施 し 七 い る 。 こ の 成 功 要 因 に つ い て 推 論 す れ ば 、 政 策 内 容

そ れ 自 身 よ り も 、 こ れ ら の 政 策 決 定 過 程 に よ り 多 く の 職 員 各 層 を 実 質 的 に 参 加 さ せ た と い

う 点 に あ る よ う に 思 わ れ る 。 市 長 は ま ず 、 「 中 間 管 理 職 と の 信 頼 関 係 の 確 立 」 に 努 力 し た、

「 市 議 会 と 市 民 に 対 し て は 、 市 長 だ け が そ の 責 に 任 じ 、 課 長 以 下 全 職 員 は 安 心 し て 与 え ら

れ た 職 務 に の み 専 念 す る ノ ］ 「 正 し く 行 っ た こ と に 対 し て の 失 敗 は 市 長 が 負 っ て 、 身 分 は

保 障 す る 。 」 と い う 態 度 を 保 持 し た 。 市 長 は 「 市 職 員 組 合 と の 相 互 依 存 関 係 」 を 強 化 し 、

中 堅 幹 部 職 員 の 人 材 育 成 と 支 持 協 力 の 獲 得 に 力 を 入 れ た 。 当 時 の 職 組 委 員 長 が 後 に 、 畿

に 昇 進 し て い る こ と か ら も 、 組 合 の 影 響 力 が 多 大 で あ っ た こ と を 推 量 す る こ と が で き よ う、

ま た 革 新 市 長 と 幹 部 職 員 の 他 に 、 出 来 る だ け 若 手 職 員 に も 行 政 責 任 や 経 営 の 自 覚 と 意 欲を

持 た せ る よ う に し た 。 職 員 は 単 に 組 合 員 と し て で は な く 、 有 能 な 事 務 処 理 責 任 者 と し て 、

誰 で も 参 加 ・ 決 定 で き る と い う 感 覚 を 抜 擢 人 事 な ど に よ っ て 体 験 さ せ た の で あ る 。

事 実 、 組 織 変 革 の リ ー ダ ー は 、 大 半 が30 ～40 代 の 若 い 部 長 、 課 長 、 主 幹 、 主 査 ク ラ ス で

あ っ た 。 こ の 中 心 的 担 い 手 の メ ン バ ー 選 出 は 大 き な 意 味 を 持 っ て い る 。 上 層 幹 部 だ け の メ

ン バ ー で は 、 今 日 の 悪 弊 を 産 出 し て き た 本 人 た ち で あ る か ら 、 思 い 切 っ た 抜 本 的 改 革 を 期

待 す る こ と は 無 理 で あ る し 、 ま た 実 際 で き な い か ら で あ る 。 そ れ ゆ え 、 新 し い 感 覚 を もっ

た 若 手 を 登 用 し た の で あ る 。 人 数 も 中 堅 幹 部 級 が40 数 名 も 大 量 に 投 入 さ れ た 。 こ れ が 変 革

を 令 庁 的 課 題 と し て 推 進 す る の に 多 大 な 波 及 効 果 を も っ て い た も の と 思 わ れ る 。 変 革 劃

者 を 少 数 リ ー ダ ー 層 だ け に 限 定 せ ず 、 よ り 広 く 「 職 員 全 員 を 訓 練 し 、 行 政 能 力 と 上 級 官庁

自治体改革に当たらせたこと1  （8) が、変革の大 きな推進力となったのである。

このような具体的経験が後に、分権的管理方式 による流動的活動体制を 導入・運営する

際の潜在的可能性を高めていた ちのと思われる。つまり、中間管理職や一般職に人事交硫■
｜

や交替の途を開き、昇進への可能性を大幅に開放することによって、主管者各自に要求り
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,れる個人的能力や自発的責任感が育成されてきたのである。こうして'66 年ヽ 目的別機構

を職能別機構に改編するため第1 次√第2 次機構改革案が提起される。組合側はヽ この改

革案に対しヽ「 幹部職員の保守性ヽ 時代m 識の遅れヽ 近代行政｀ の不勉強ヽ セ クト主義ヽ

丿排他主義、:消極性ご 事なかれ主義、T自己保全
」（9）二等々の、、中間管理職の官僚的性格に

づづいて鋭く
批判し、≒意識改革の必要性を 指摘したノ さらには、「 人事採用面での政治的妥

協、一地位や名誉への執着、、管理統制力の欠如、計画的指導力 の不足、打算的事なかれ主義、

人事管理面での理論と現実との妥協（ 信賞必罰がない√職員の分どり合戦、管理者のえり

好み）I （10）なども、官僚的体質として厳しく自己批判しているo
 
、ここに列挙された現状

。認識はいおそらべ職 員のおおかたの欠陥を 集約的に表現しているものであろ う。

いみじくもここに指摘されているように、改革が可能であるかどうかは、何よりも中間

丿管理職が変革主体者として支持協力するかどうかに依拠していると言えるであろ う。変革

過程において、彼らが現状維持的・保守的な官僚主義的方向に安住してしまうか、あるい

は革新的合理化や前進的変革モデルを 提起するかどうかは、まさしくこの職員層の態度如

何に依存しているといえるのである。　　　　　　　　　　　　　　 ノ

その他にも、さまざまな状況要因が折 り重なって、変革主体者間の複雑なダイナミズム

が展開され、変革の実践過程が進行されている。とりわけ革新市長、革新的官僚、市職員

組合および中間管理職の協力関係によって変革は推進されており、従って、これらの各主

体者間のコンビネーションがどれだけ親密な協力関係にあるかとい うことによって、変革

の成否が決定されているということになる。　　　／_　　 ＿

（6)/変革過程 ∧

組織変革過程を犬枠で括るとミ「計画段階」と「実践段階」とに大分類できる。さらに

計画段階として、①客観的状況要因の認知と、②変革モデルの理念型の構築、さらに実践

段階として、③組織変革の実施と、④職員全員の意識変革、とに小分類できる。

第①段階は、「客観的状況要因の認知 」である。上部環境条件の変化として、中央政府

の政策の変化、政治的経済的構造の変化などを認知し、地域社会構造の変化、生活環境の

変化、住民意識の変容などを自覚する。そして、行政環境における状況要因が緊迫化し、

組織変革への客観的不可避性を次第に、首長を初め、職員全員が明確に認識するようにす

る。こうして内外環境条件の変化を敏感に察知し、変革の必然性に対する深い洞察と、自

己批判能力とを高めていく。端的に言えば、現行組織の構造的欠陥の摘出能力が問われて

付洽



いる、セクショナリズム、しモラール、コミこ£ニケダ ションなどの実態について、十分によ

く検討するn
    
こ うした準備検討を積み重 ねつつ、職員全体の変革意欲や雰 囲気を盛り上げ

てい く
ヾべ ー ～

” 〃 ・
－ ’ ．－’． －j 「

第⑦段階は、「 変革モデルの理念型の構築」である。さまざまな状況要因に対処しうる

能率的組織モデルを理念的に創出する。万事務当局や準備委員会がまとめて きた改革案をた

たき台にして、さらにプロ ジェ クトチ ームなどを編成し、新しい組織モデルを確立する。

例えば動態的組織であり、流動的活動体制である。そのための基本原則、運営原則、ある

いは導入方法などを 具体的に検討する。　　　　 ～　、　　　　 ブ　　 ∧　　　　　 。　ト

第③段階は、「 組織変革の実施」である。新しい組織モデルを実行する手法を 迅速かつ

大胆に導入し、 積極的に制度変革に着手 する。主管者制度、担当制の採用、職制改革、機

構改革など、反対意 見を 説得しつつ、大胆に改革を断行する。さらに、さまざまな制度上

の矛盾に改正、改善を加えて、第2 次、第3 次改革へと連携していくo　y

第④段階は、「職員全員の意識変革 」である。改革に伴ってさまざまな混乱と不安が交

錯し 事態は一変して悪化する。 複雑な特殊利害が噴出し、主体者間の闘いは熾烈を極め

る。しかし同時に、職員の変革に対する理念や目的や意義を常に再確認できるよ うに、思

想と行動の自己変革を図っていく。変革主体者としての自己認識を持続させる。そのため

に不断に職員研修の充実、フォローアップに全力を 注ぐ。そして常に革新的公務員像への

自己脱皮を図 っていくように努力する。　　　　　　　　　　　　 －

このような各段階を追っていくごとに、行政官僚制の組織変革は一段と困難になってい

くであろう。多くの自治体において、組織変革が挫折および失敗している原因は、この変

革過程のいずれかの段階で中断しているためである。主体者全員のレベ ルが、第④段階の

意識変革にまで到達していなかったのである。 強調して きたように、職員各層の相互的人

間関係は、変革の方向性に少なからずの影響力を及ぼして いた。現実的に利害対 立し、多

元的な衝突を繰返す中で、変革は実施されていたのである。

「動態組織化 の条件 」として、「（1）末端職員への情報伝達、（2）思考枠組みの変換、

（3）事実と価値認識の区別と統合｜（11）という課題が挙げられよう。 これらは、実践過程

において、とくに市長や中間管理職層において、重要な要件である。各主体者は絶えず自

己の所属する階層やセクトに有利になるよう裁量し、意思決定するものだからである。そ

れゆえ、これらの各構成員間の利害対立を調整しつつ、新たな能率的組織を創出するよっ

にしなければならない。そのために、意識変革を遂げた強力かつ革新的な変革主体者力泌
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要なのである・ヽ この変革主体者に対してはヽ「 理屈で は分かっているが 」という弁解を超

ごえた掌行力が求められている√うまり、単なる意識変革や認識次元 の変革に止まることな

ニくこ怠諦自身の態度や行動の自己変革まで も達成されねばならないノ このレベルは、次の

第⑤段階ともいえる「 態度変革I として√今後の重要課題として問われていくであろう。/

とちあれ、、ここでは、第①、第②√第③段階を経て、第④段階への中間地点で、多 くの

事例が混迷しているものと 見倣すことがで きる。 このプロセスが もっとも本質的アポリア

であり、長い伝統的体質との闘いの段階であるということができる（ この課題は第6 章で

詳論じたい）n

（7) 変革の条件　｀　J‘　 。 二　　　　　　　　　万

ここで、組織変董における必要・十分な条件についてまとめておきたい。 ただしこれら

の条件は、本事例分析中、比較的成功していると思われるものから集約したものに過ぎな

い。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥・

まず、計画段階においては、

－　①行政組織近代化への動機づけや必要性が確認されていること（ 間接的動機づけとして、

官僚主義的体質改善への意欲、事務処理能率化の必要性、セクショナリズムの排除など）。

②客観的緊張状況が切迫詰まっていること（ 直接的動機づけとして、財政的危機感、人

件費の削減、赤字団体への転落など）。

③ト ソヽプのりこダーシヅプと中間管理職の理解や熱意、職員組合の支持協力などの協力

体制が確立されていること（変革主体者間の連携協力として、職員組合との相互的信頼関

係、市長の革新的理念、職員の改革への積極的意欲と賛同、 コミュニケ ーションの徹底化、

改輦推進メンバーへの中堅管理職の大量投入など）、が必要条件である（12）。

次に、実践段階においては、

①改革対象者（ 廃止になる渫T長補佐や次長など）に対して、最大限の配慮を行うこと（

給与の同一保障、降格というイメージを与えないこと、利害は全員一律平等主義、人事の

交流・異動など）。

②権限の下部委譲を実感的に把握させること（ 中間管理職への専決・代決権の委譲、予

算執行権の付与、政策決定への参加など ）。

③職員意識の絶えざる自己変革に努力すること（呼称制度の断念、流動的活動体制の意

義の確認と強調、PR の徹底化、若年人材の育成、近代的公務員像への職員研修、抜擢人

丿Wト



事な’ど ）`、が必要条件である。　　 ………T　　　　　　　　　　　　 二　 －

∧`さて、計画および実践段階を通して、変革への外在的不可 避性が認識され、 かつ変革の

諸条件が熟成されていても、Tなおかっ、行政内部の主体者側の内発的動機と意欲と実行力

とがうま く合致しなければ、変革は達成されない。すなわち、 この「 外在的状況要因の熟

成 」と［ 主体者の内発的決断 ］とが改革にあだっての必要・十分条件であるといえよう。

問題は、誰が何時、実行に移すかという「実践の契機」だけである（ 詳細については第6

章に譲る）。　 ノ　　　　　　 丿　　　　　　　　　 十　　　　　 －

（8）新しい問題点

本章では、新しい行政環境の変化に対応する行政組織の近代化という標榜で、流動的活

動体制がどのよ うに導入されているか、あるいはどうすればお役人的公務員意識を変革し

得るかという問題提起とその追求を なして きた。そのために如何なる組織変革が必要であ

り、その方 法とは何であるかという問いへの解答を論考してきた。

ここで、いくっかの問題が提起される。 職制変革により課長および課長補佐から主幹へ、

係長から主査へ二 あるいは副主幹へ、 また担当制導入による主査制へと、名称変更が行わ

れてきた。しかし、最近では、これらの主管者 の数が増大し、「 スタッフ職のライン化」

（ 新職階制度）が進んできた。しかもその位置づけや職務内容も不明確になり、命令系統

の不統一や実質的な係の細分化といった現象 も現 われている。さらには、’「 主管者制度も

単なる役職制度の改称、あるいは代替職名ではなかったのか 」という疑問さえ出始めてい

る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ＼　　　　　　　　　　　　 ／

これは、当初のスタッフ的独任ポストとして の「 質的意味 」が問い直されて いるといえ

よ≒ 串間職の戦力化・実行ポスト化・少数精鋭主義・能力実証主義・流動的活用などの

“職能的意味づげ と、職員の第一次的関心である昇進・昇格への“職位的欲求’と飲

不‾可避的・同在的に錯綜しているがゆえに、逆にまた、全体的組織運営上から流動的活動

体制の意義が問い直されているのである。階層短縮の原則とか部課制廃止とか いった 隋

制の合理化j と、管理職昇進への期待感を もつ「 役職制度の非合理性 」とのアンヴィバレ

ンスやパラド ヅクスが顕在化しているともいえよう。いわばここに、組織変革におけるひ

とつの大いなる自己矛盾が生じている。そしてここに、変革が失敗する根源的原因も潜ん

でいろように思われる。組織変革はおそらく、官 僚機構の本質的部分に抵触しており。い

わば、長い間この国の組織風土に根強く存在している官僚主義・役人根性・あるいは反
市
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民件といった構造的根幹にぶち当たらているのである．

こうして、保守的体制に果敢に挑戦してきた革新市政においても、組織変革の困難性に

直面するに゜れて√「真の革新の中身:とは何か上「民主的組織とは何か」丁市民が最も要

望し必要としている自治体とはいかにあるべきか」という原点の問いが改めて掲げられる

ようになったよ ぢはや抽象的理念や政策のアドバルーンだけでなく、「古いものを打破っ

て新しいものを取入れ、かつ作り出していく」さらなる具体的行動力（実行力）が期待さ

れているのであるにこういう意味で√当局サイドの能率化・合理化という観点からだけで

なくj「職員や市民サイドからの開放型行政組織」の在り方が今後求められていかねばな

らない∧（第Ⅲ部にて論考する）．‥ ‥‥　‥　‥　犬　 レ　　　　　　　　．．

注 二 レ　 ＼・　　　　　 ニ　　　 ノ

（1）鷹野啓次郎編著、前掲書、P.243 ．

（2）r 事務改善と自治体革新の追求」三鷹市、p.139 参照。

（3）鈴木平三郎「挑戦二十年－ わが市政J    P.237．　　　　J　　　・　　・

（4）r 三鷹市における合理化と組合のとい斗い 」三鷹市職員労働組合自治研推進部、P.22 ．

（o）P.
 i
間薫吉、前掲書、P.5o　-J　　　　　　　　　

■

㈲　　　　Etzion
YU4で

）dern Organizat ion, Prenticefiall,1964,p.47. （渡瀬浩訳r 現代組

織論」至誠堂、1967,p.73．－　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ー

（7）黒川純一「社会学概説」 時潮社、1959.p.l76．

（8）門間薫吉、前掲書、P.18．

㈲ 。甲府市職役職員組合第17回定期大会（1967. 5.24）議案集NO.1.pp.11～14.参照。

（10）同上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∠

（m 大川信明、斎藤弘行、涌田宏昭r 流動性組織論入門」システム経営3 、ビジネス社、1972.pp.158

 －162 参照。　二

（12)門間薫吉は、甲府市の行政改革が成功した諸要因として、次の6 点をあげている。①

鷹野市長の卓抜せる行政手腕、②鷹野市長による人材養成とその登用、③近代経営理論

の研究と行政革新技術の訓練、④市職員組合の支持と協力、⑤行政改革に対する議会の

協力、⑥強く安定した市長の権力、などである。
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第4 節　 流動的活動体制の現状　　　　　　　 ＼

… …ご……万万‥ ‥ ‥‥　‥ ‥‥J ］ハトシトブにこ＼サ プTT ∧ ∧T …… …

し 変革の成否と対する評価は極め七多様であり、≒難しい。こ各主体者の立場によって相違す

る√変革過程にあって√IP断できない様相を呈している場合もある。さらには変革主体者

と学究者との相入れぬ判断基準もある。従って、プラス・々 イナスの不用意な即答は避け

なければならない。結果に対して極めて慎重であらねばならぬ所以である。

＞それゆえここでは、事例分析からより多くに共通して聞かれ見られる傾向性についてだ

け指摘したい。几一つの枠組みとして、「内部環境条件の変化要因」’（ 第1 章5 節）と「変

革の動機 」（ 第2 章3 節（3））とを組合わせながら、流動的活動体制の理念と目的が、具

体的現実的にどのような結果になっているか、その現実態について見てい く。

①「 財政の硬直化→人件費 の節減 」という改革モチーフについては、各自治体によって

異なるが、必ずし もよい結果は出ていない。 改革直後の比較では、一時的に節減される場

合もあるが、長くは続かない。そもそもこ の制度は、仕事量の増大 に対応し、職員増を抑

制しながら、職員の流動化によってうまく調整機能を果たしていこうとするものであった

（ 定員増の抑制機能 と人件費の節約機能）。新規事業の増加を、即新課の設置や人員要求

に結びつけず、欠員不補充の原則で臨み、まず部内調整を始め、余剰能力 を調査し、余っ

ていろ職員を 流動して処理していくという体制であうた。-ところが人件費の漸増現象は、

依然として続いており、市税に占める割合 も高率維持を 保っている。 職員 の新規採用も若

干ながら増加している。これは、行政ニーズの多様化・高度化・専門化という質量的増大

に耐え得ないためである。また新設を避けられない部門もあり、流動職員 だけでは処理し

きれなくなっていろ。しかも賃金削減は実質的に不可能である。このような理由により、

このモチーフの解決は極めて難題な現状であるといえよう。

②「 セクショナリズムの醸成→行政組織の近代化 」とい う視点からは、一定程度の効果

を上げていると言われている。部内部での流動化が盛んに行われるにつれて、 ただちに応

援体制が顧めるようになり、従来の課セクショナリズムはかなり希薄化している。各部PI

の相百交流が繰返されることにより、その後のプロジェクトチーム編成などが容易になっ

てい乱 ま|、てや従来の課・係内での仕事の協力関係は日常茶飯事になっている。と卵

け市民部門においては活発である。季節や曜日や時間によって繁閑がある業務に対しては`

「 令回が手伝い、協力し合う｜という傾向が当然のことのようによく実行されているとい

う。「 皆んなの什事として協働する 」という積極的協力姿勢は今や、日常業務においてズE-200
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着、帰透しoo ある
⌒
実際ヽ従来ならば臨時職員やバイトを雇わざるを得ない仕事でもヽ

流動的活動体制によってかなり処理されている。縄張り意識の排除、職員の柔軟な配置と

いう意味でも、この効果は大きかったよ課係制時
代には、。ある事務の担当者はその事務以

外には令然関知しなかっだのに、この体制に変わってからは、他課との仕事関係や人間関

係がよりスムーズに行われるようになったといわれる。レさらにはヽ “自分の課’ど 他人

の課”という垣根が取り除かれ、部内での職場環境に新しい変化が現われているとも評価

されている。この点、寸課の職員ではなく、市の職員である」という変革目的の確認に効

果を泰しているといえようn ∧ □＜_ 。：　　　　。　　 し

しかし同時に、流動化の限界も指摘されている。実際問題として、流動化は一般的な単

純業務に限定され、専門的、スタ〉ツフ的な部門への応援は無理である。専門職には、それ

相応の時間と技術と知識を必要とされるからである。一人前になるには数年を要する場合

もある。それは、各部門の特性によっても違うが、流動職員の配置部門を比較検討すれば

分かる。企画部や建設部などは比較的少なく、それぞれ熟練と専門性が要求されている。

こうした部による差違が徐々に日月確になってきている。さらに言えば、課セクショナリズ

ムは確かに解消しつつあるが、代わっで 部セクシ、ヨナリズム’が拾頭しつつあり、今後

の課題になっていくであろうよ

③「コミュニケーションの不徹IS一役職制度の合理化」という問題は、事例分析からも

判るように、必ずしもいい傾向は出ていない。むしろ新たな混乱さえ来たしている。次々

に新しい役職ポストを新設して、粗製濫造ぎみである。参事制の導入、各部の調整主幹・

副主幹・技監の新設など、かえって複雑になる傾向がある。つまり職位階層の分化、中間

管理職の肥大化傾向に対する対応策としては、あまり効果はなかったように思われる。

もちろん、ある自治体においては、一定程度 の抑止効果があったことも事実である。し

かし令般的傾向として見れば、一時的・暫定的な現象に過ぎないということもまた事例分

析より 月らかである、、事実、階層短縮の原則が理念通りに実施され、スッキリした役職制

度や迅速な命令系統が確立された事例は少ない。むしろ逆に、権限と責任所在とが不明確

になっているヶ一スが多い。新しい地位と役割との関係がうまく機能せず、業務第一主義、

能力奥証主義といった「仕事を媒体にした関係」がなかなか達成されていない。こうした

曖昧さから、「元の課、係制と変わりないではないか」といった批判も発生している。ま

た「幸管者は新しい中間管理職ではないか」といった疑念も提出されている。さらには、

主管者自身払 新しい役職に対応しきれず、仕事の変化にも即応できていない。権限委譲
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に 伴 う 職 務 の 増 大 を 十 分 比駆 使 で きな い’で い る。7つ ま り は 、 独 任 的 実 行 ポ ス ト と し て の多

大 ね疫 割 期 待 に 応 え き れ ず √混 迷 の途 に あ る も の と い大 俗

」｀Tjr
モ ラ ー ル の 停 滞 → 喘

職 め 戦 力 化 ＼レど いTう視 点 か ら は 、ご評 価 が 二 分 さ れ て い る。＼ ’-゙フ j.j　　　 ∧ レ こl

／ 二 方 で ぼぐ 管 理^ 督 者 や 主 管 者 に関 し て は、-、責 任 感 や 実 行 力 や 判 断 力 が 向 上 しく| スタ
万ッ

フ ど し て め 専 門 知 識 も身 に つ い て き'ft と言 わ れ る 。二「 仕 事 を や って や る
」 と い うか つての

お 役 人 根 性 か ら、 丁 自 ら や る ｜ と い う意 識 が 高 ま り つ つ あ る と い う 。 個 人 の 能力 開 発 とい

う質 的 変 化 を もだ ら し て い る と もい わ れ る 。 こ の よ うな 変 化 の 意 味 内 容 に 関 し て は数 量化

し に く い が 、 一 つ の イ ン パ ク トを 与 え た こ と は 確 か で あ ろ う。 少 数 精 鋭 主 義 、 個 人 責 任、

担 当 制 と い っ た変 革 理 念 の 下 に √お 役 所 仕 事 か ら 脱 却 す る た め 、 自 ら 新 し い 職 務 充 実 に努

力 し たで あ ろ` うこ と は 容 易 心察 知 で き る √ 従 らて √ 丁 上 位 者 ほ ど √ 一 般 職員 よ り、 よ り多

く め 仕 事を す る べ き だ 」と い う 理 念 は、’あ る 程 度 達 せ ら れ っ つ あ る と 言 って も よ い で あろ

うo ″’ ‾　I丿万こ　J じヅヤ ふ` ノフ　lj∧: 。　こと　　　　　　し　‾二’　　　　。・　　　　’・　　 ＞ レ ー

・と く に 中 間 管 理 職 層 に お いて 、 千 下 位 職 に 仕 事 を さ せ る、 や らせ る 」 と い っ た 従 来 の抑

圧 移 譲 的 言 動 や 無 責 任 体 制 か ら、 で き る’だ け 「 個 人 担 当 者 」 と し て 「 自 ら や る 土 と いう意

識 へ の 変 容 が 多 方 面 で 見ら れ る よ う に な っ て き た こ と は 、 相 当 に評 価 さ れ て よ い。 なかん

ず く、 効 果 が あ っ た の は、 「 主 幹 クラ ス よ り も む し ろ、 主 査 級 の 意 欲 が 高 く、 自 ら 積極的

に や る よ う に な っ た√ 能力 が 高 くな っ た √ 」 と 言 わ れ る点 で あ る。 権 限 委 譲 な ど に よ って、

徐 々 にで は あ る が 、 自 信を づ け て い る と 判 断 さ れ て い る （ 甲 府 市 、 三 鷹 市 、 旭 川 市 など）、

こ れ は 、 主 査 ク ラ ス に も 起案 者 と して の 責 任 が 問 わ れ て い る こ と と無 関 係 で はな いで あろ

う。 と も あ れ √彼 ら の 自 信 の 充 実 ・ 強 化 は 、 さ ら に トッ プ と の 信 頼 関 係 を 確 立 し、 権限委

譲 の さ ら な る可 能 性 の 幅を 大 き ぐ し て い る と い え るo　　 －　　　 ：∧ 卜万

し か し な が ら 他 方 、 流 動 職 員 心 立 場 か ら見 る と 、 「 労 働 強 化 だ 」 丁 暇 が な く な る 」「流

動 物 に 過 ぎ な い ト「 わ れ わ れ は ジ プ シこ だ 」と い っ た 不 満 が 高 ま っ て い る。レ「一 人 当 たり

の 仕 事 量 が 多 くな り 、 多 忙 にな っ た。 し か も仕 事 が 小 間 使 い 同 然 で 、 常 に あ ち こ ち仕事が

変 わ ろI と い う声 も 聞 か れ る。 手 伝 い 的 な 単 純 作 業 や ア ル バ イ ト 的 業 務 内 容 が 多 く、 ただ

与 え ら れ た 仕事 を す れ ば い い と い う 考 え に な っ て き た、 と も指 摘 さ れ る。 「 責 任 意 識は喪

失 し 積 極 的 努 力 を し な い1 「 下 に い る 者 に と っ て ぱ 流 れ 者 ’ に 過 ぎ ず 、 落 ち つ いゼ

事 が 出 来 な い ｜と も批 判 さ れ る。 逆 に 上 司 の 意 見 も、 「 課 に い た時 よ り も 連 帯 感 が なくい

て き 礼 課 員な ど と の 親 密 さ、 信 頼感 も 少 な く な っ た 。 」 と い う。

こ こ に 、 中 間管 理 職 層 と 流 動 的 職 員 と の 間 の ギ ャ ッ プ が さ ら に 乖 離 し つ つ あ る。 中
酢
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理 職 の 戦 力 化 は 、 他 方 で こ う し た 無 気 力 な 一 般 職 員 の 分 離 を ど う 埋 め て い く か が 問 わ れ て

■●　　　　　　　
．．

い るIW

・=・

心 ）変革によって もたらされた確かな効果は、▽「 権限委譲」の傾向が着実に進行しつつあS　
●j－　r“`≒9-“　　　。 4 ・・ |ふ　　　J ・―・㎡　嘘・　・　/　　　”　　　-　　-4

るという点であろう。組織全体から見るとい組織動態化へ岬契機が与えられたことにより、

組織の緊張感が高まっている。そして中間職の戦力 化に焦点が当てられたことにより、課

長、課
 PC

補佐、主幹、主査クラスへの「権限委譲と分権的管理化」が促進されている。部

門管理者としての部長権限の拡大は元より、課長 クラスへの充実強化が著しい。主幹の入

事権ぐ異動権 ）も課長 に任されるようになった。さらに主管者制度の導入により、主幹、

主査クラスも重視されている。専任・実行ポストとして仕事を迅速に処理して いくために

は、否応なく実質的権限を現場の下位職に移譲していかねばならない。つまり権限と責任

の一体化が必要である。既に三鷹市の事例にも見られる如く、係長職の位置づけが問題に

なりつつある。本制度導入の歴史的意義 はその先鞭をつけたという点で評価されるべきで

あろ肌 この結果、従来は「下位職に権限を 渡せば勝手にやるので任せられない」という

トップの不信感があったのに対し、今日では各担当者の責任能力が向上し、自信と経験を

持つにっれ、信頼関係を確立しつつあるといえる。

⑥その他、「市民との関係 ∩こおいて、［ 窓□での取扱い、時間、態度が、民主的で感

じがよくなった］という評価かおる。「待 だされず、迅速にやってくれる」［ 親切に応待

してくれる ］「 用件に対し、あちらから飛んで きてくれる」など、評判はいい。係長級の

職員が玄関ロで庁内案内をする。これは「偉い人ほど住民窓口にいるべきだ」という変革

理念の実践例である。 この結果、住民の市役所に対する不信感、お役人への嫌悪感などを

払拭するのに役立っている。 住民の一人は、「窓口はどこも2 人ずっとなり、1 分と待だ

されません。もし窓□の係員が席を はずしていたり、 たてこんでくると、間髪を入れず、

中ほどにいる職員が飛んできて応待してくださいます。そのサービスぶりは、 銀行より早

くて、感じがよいくらいですn と言っていた。やや誇張かおるにして も、このような反

応は少なくとも。対住民 との接触部門で職務関係や人間関係が変容しつつあることを意味

している。あるいは「住民サービス改善のため 」とか、「市民に顔が向いている」とかいっ

たイメージアップにも繋がっている。

しかし同時に、主幹や主査の名称が判然とせず、「 わかりにくい 」という批判も聞かれ

る。「役職制度が多過ぎ、石を投げれば管理職に当たる」と言われたりする。 こうした住

民の声に対しては、まだ十分な対応をして
いないように思われる。
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第3 章　 組織変革過程の現実分折

一　山形市役所の事例を中心に　 ー

は じ め に

流動的活動体制の導入という組織変革によって、職員意識はどのように変化し、現在、

この変革をどのように受け止め、受容し、対応しようとしているのであろうか。理念モデ

ルと現実との矛盾した接点で、組織変革に伴う混乱と問題点をどのように考えているので

あろうか。これらの設問は、組織変革によって、“官僚役人”の意識を一体どこまで変え

ることができたのかという、いわば日本公務員総体の精神構造の変容の在り様が問われて

いる。さらに「変わるとすれば、どの部分が変わり、不変であるとすれば、その原因は何

か」という、さらなる問いへと連関されている。より具体的にいえば、現在の課係制を廃

止し。流動的活動体制に移行し、新しく主管者制度を導入してくれば一体どうなるのか、

という疑義とその解明とが本章の主たるテーマである。

これらの疑問を提出してくるわれわれの問題関心は、次のようなところにある。今まで

官僚機構の組織改革を主に制度的。方法的側面から現実分析してきた。そこには、また次

々に、さまざまな新しい職位を作り出し、官僚制化現象を再構成して、何度となく悪循環

を繰返しているという実態があった。しかもこの再編成の根底には、何よりも職員白身の

選択意思による価値志向性が如実に反映されていた。問題点の指摘も、改革への関与も、

かつまた克服の方法も、彼ら白身の相対的な産物であった。「変革主体者としてどのよう

に変革していくのか」という問いを自ら設定して、自ら回答した結果が、先述してきたよ

うなアンビヴァレンスな帰結なのである。

従って、法律や制度の枠組が強固過ぎるからという理由づけは、もはや必ずしも第一義

的な困難の原因ではなくなった。むしろ混乱の責任は、あげて職員白身に還元されねばな

らない。そこにあらゆる問題の核心が隠されていると想定できるからである。つまり「官

僚制化を支えている職員白身の内的メカニズムの構造」が、次の段階として解明されねば

ならない。官僚主義の打破と克服を本当にめざしているのであれば、さらに職員白身の自

己変革＝態度変革といった可能性も含めて問い詰められねばならない。

そのためにも、変革期における組織集団の。本質的な組織と入間の行動類型を摘出して

くることが必要不可欠である。そこで本章では、「組織変革の実態とそれに伴う職員意識-205-



の対応」を中心にもう少し現実分析を施していきたい．そして職員 意識の内実性を正確に

掌握した上で．次の問題点の解明に移行する．

第1 節　機構改革と職員意識

（1 ）機構改革過程（企画調整部を中心に）

本節ではr 機構改革過程」に焦点 をあて、改革案が組織内部において、どのような変

革過程を経て検討・答申され、実施されているか、という具体的な内実分析を中心課題に

措定する。

先述した改革事例の中から、典型例として山形市役所を取り上げ、 かなり詳細な検帽

析を加えていきたい。本市を引証する理由は。まず、①内部資料価値として貴重な第斗

の重要性を持っていること。②改革の動機・目的・対象・方法等々において、他市事例と

より多くの共通項を持っていると思われること、③改革直後 の混乱期（調査時点は改靴1

年目）にあって、組織変革のダイナミズム過程に遭遇できたこと。④保守から革新市政

へと転換した政治状況下において、トップと組織と職員との緊張した相互関係が見られる

ということ、さらに⑤資料提供などわれわれの調査研究に積極的に協力して頂いたこと、

そして何よりも。⑥組織変革の成功と混乱と失敗とを同時に体験しているケ ースであるこ

と、などからである。

山形市の改革動機・目的・方法などについては、既に前章において述べているので 順2

章第2 節（8）参照）、ここでは略述したい。1975 (昭和50 ）年、本市は中間的職位刎

長補佐の戦力化を図るため、これを廃止し、代わりに流動的活動体制を趣旨とした主管者

制度と担当制を導入した。導入の目的は、「スタッフ部門の組織硬直化 の排除、少数削

主義、弾力的即応的機能の付与、組織枠の廃止」などであった。他市事例にも共通して見

られる特徴は。行政能率を上げるために、中間管理職の細分化拡大の傾向を問い返しバ

れを短縮・廃止するという動機から出発しているという点である。

われわれは当面。機構改革の変遷過程を中心に見ていきたい。機構の中でも。担当制が

導入されたのは企画調整部と秘書広報室だけである。それゆえ、さらに「企画調整部」に

絞ってその変遷の流れを追求していく。順序としては、まず改革前'74 （昭和49）年5 即

状態、同7 月の計画案、9 月.10 月、12月.'75( 昭和50)年4 月の最終案、そして づ(3
リ

和51)年4 月の改革後の実態。などについて検討する。
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まず、改革前['74( 昭和49)年5 月] の企画調整部の機構図は次の通りであった。

企画 係　　 （6）

企画 課　　　　　

［ 二　(2)

（16 ）　　　　　

じ

統計 係　　　 （6）

企画調整部(47)

広 報係　　　 （5）

広報課　　　　　

「

公 聴係　　　 （4）

（15 ）

二

市 史編纂 係 （2）
上　　　　　 驚

器： ：

生活環 境課　　　　 環境 保全 係 （2）

（15 ）　　　　　　 公 害係　　　 （4）

丿

消 費生活 係 （3）

交通 係　　 （4）

［'74（昭和49）年 ワ月］　 本市が、企画調整部門強化の必要性を認識したのは。主とし

て次のような理由からであった。①トップ・マネージメント機能の強化、および②市長の

意思決定の最高補完機能（庁議）としての位置づけ、である。これは逆にいえば、当時の

市政の総合性・計画性・先行性などが欠落していたともいえる。市長やゼネラル・スタッ

フの意思決定・判断力・実行力において不完全であり、コミュニケーション・システムも

不備、不徹底であった。全体的管理機能、総合的計画性、ト ップの補佐機能、命令伝達な

ど、あらゆる側面において、うまく機能していなかった。「現行における企画調整部門は、

昭和46年に組織的位置づけがなされたものの、企画調整の概念について明解なイメージが

なく、その機能と権限、組織相互を関連づける手続き・方法についての制度化がなされて

いない。ライン機能との未分化など諸々の問題が露呈されている。」などと事実認識さ れ

ている。

検討委員会の改革案によれば。当時の「現状」として、次のような諸点が指摘されてい

る。①第二次総合計画も今年度中に策定完了予定であり。'75年度からは、実施計画に基

づく実施計画が主体となる。②国土庁の発足。大規模プロジェ クト（横断道酒田線、拠点

貨物駅、大規模レクリエーション基地、奥羽新幹線等）をひかえ、開発促進上の調整のウ-907-



エイト が高くなることが予測される。③ゼネラル・スタッフとしての位置づけがなされて

いず、ト ップの補佐機能が働いていない。このため総合化・計画化の面で立ち遅れてぃる

④部長会が庁議としての位置づけを明確にすべきである。⑤タテ割組織の欠陥である脂

性に欠けるきらいがあり、ゼネラル・スタッフとしては。組織の枠にとらわれないように

すべきではな9 か。⑥異質といえるかどうか疑問であるがヽ広報公聴ヽ市民生活環境勉

は企画部門とは相容れぬ機能であり分化すべきではない か。こうした現状分析を踏まえた

上で、実施計画と予算編成の有機的結合を図るため。トップ・マネージメントの確立を巾

心とした改革 が必要になっ`てきたのである。

改善案に沿って、改革の要点を列挙してみよう。①実施調整を図っていくには、財顔

能を企画部門に加え、企画財政型としていくことが最も効率的と考えられる。②企画抑

は弾力的に業務に対処するため、係制を廃止し。専門官制をとっていく。③広報課および

生活環境課は他へ移管する。④調整機能上。ライン部門 からトップに上達する過程におい

て。企画部門を通し、計画および執行上の調整を行なっていく。⑤庁議として、部長到

廃止し　 これに代わって、企画調整会議を庁議に改組する。⑥各部門へのコミニニケーシ

ョンとしては、別に庁内連絡会議を作る。⑦今後の土地利用対策、大規模プロジェクトに

対処するため、開発調整についても企画部門が所管する。⑧できれば、企画部門は時漱

組織的に対処できるようにプロジェ クト的に課制をとらないほうが望ましい。

そして、新しい組織図として。次のような機構が考案されている。

企画課（企画主幹）（企画・調整）

開発調整課（開発調整主幹）（開発調整）

財政課（財政主幹）（財政）

改革 に当 たっ て は。とく に次のよう な問題点 が指摘 さ れて いる 。①枠と か伝統にとf;'

れな い企画機能 に、伝統的な 財政機能 が入 ること により、 企画本 来の機能 が阻害されない

かど う か。②今後 、開発行政 に歯止 めす るため にも 、開発 上の 調整を行な うセクショ尚

必要 なのではない か。 ③係 制の廃止 によ り内部 の流動性 を確保す るねらい であるがヽ ゴ

一一卜
を維 持で きるか0      ④部長人 事 に適 切な人 を得 られ るかどう か。とく に問 題 が企画財政ご

成 功す る か否 かの キーポイント になるこ と が予 測さ れる。
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総じてヽ他部門も考慮に入れて考えると、全般を調整する部長が部内を統率できるかど

うかという不安がどの部にも共通して見られる。「管理監督者の人材が得られるかどうか」

という所に改革の成否 が賭けられている。初期段階としては、改革に伴う混乱の予想は案

外に少なく。むしろ楽観的でさえある。企画調整部のおり方に対しては。広報課と生活環

境課を除外し 「企画課、開発調整課、財政課を中心とした企画財政型」という、望まし

い理想型を想定している。以上の試案が、事務改善委員会から提出され、叩き台として改

革の見取図がまとめられた。

［'74（昭和49）年9 月］ 続`いてこの2 か月後に、かなり詳細な「行政機構改善検討資

料」が作成された。企画調整部門に対しては、「庁議において行政の総合性・計画性の上

にたって統一性を図ると同時に、トップが意志決定を迅速にできるよう的確な情報提供と

意志決定 に必要な助言・助力を行ない、ライン機能の仲立ちを果たすゼネラル・スタッフ

としての企画調m 機能を強化する必要がある。」と強調されている。

この時、本市は「行政組織改革についての基本計画」に本格的に取組み。精緻で膨大な

検討資料を作成している。本市における行政組織上の問題、行政運営の基本的理想、行政

組織の基本原則。組織運営の基本的姿勢、組織編成の原則など、組織改善計画にあだって

の前提条件や対策が、用意周到に準備されている。改革 がいかなる経過を辿るにせよ。そ

の方向づけやモチーフを表現した綱領や草案に彼らの真意が含まれているとすれば。相当

の覚悟を持って実施しているらしいということ が容易に読取れる。

現在の企画課を改正して、企画調整機能を充実させるために。次のような考え方が提示

されている。①組織体としては、企画調整機能に財政機能を加えることが望ましい。②企

画調整上から見て、トップの意志決定の補佐機能として位置づける。③行政各部門の事業

調整、促進、効率化をはかるため。情報の吸収、トップに対する行政全般の進行状況を報

告する義務を持つ。④財政機能との重複を避け、調整についての制度を確保する。

こうして、「庁議を頂点とした企画調整制度を確立すること」が、最大の改善内容とし

て決定された。制度的には、財政機能のうちで、予算編成機能の分担を明確にした。とく

に三ヶ年実施計画の円滑なる実施を図っていく上で、企画調整機能と財政機能が密接に連

携しないと効果的な市制目標の達成が不可能となり、総合計画は画餅となる傾向が強くな

る。このため、伝統的な財政機能と、計画的合理的な企画調整機能との結合 が是非とも必

要である。ということが繰返し強調さ れた。

この自覚化は多分、これまでの欠陥として。実施計画＝画餅というも入観念が見られ。-209-



予算要求と実施計画とは無関係の”行きあたりばったり”という現象 からきているものと

考えられる。そこで実施計画＝予算要求となることが望ましいという理想が導出される、

予算編成においても、企画主導型の方法に改善していこうとする新しい制度のあり方特

求されていた。

そして企画調整部機能の充実強化 のため、次のような要点がまとめられた。①企画m

型組織形態の導入、②弾力的組織形態の採用、③土地利用対策行政の集中専管、④異質機

能の分化（広報・生活環境）、⑤部門調整機能との緊密化、 ⑥議会連絡調整の移管、など

である。

同時に、いくつかの問題点も指摘されている。ひとつは、企画調整部の独断先行、ない

しは権力的調整にならないか。もうひとつは、主たる担い手である管理監督者 の多忙と人

材の心配である。この2 点はいずれも既に、原案段階から指摘されていたことである、し

かし、これらの不安の解決は適切な人材を得ればという安易な期待感に賭けられていたよ

うに見受 けられる。

［'74（昭和49）年10月］ さらに10月の改善試案によると、構想はより一層明確化されて

いる。①企画主導型の行政展開を図り、計画案を具現させ、実質的な調整を図って。句

の目標達成を合理的に、効果的に推進させるため理想的には、現行の企画調整型 から 随

画財政型」とする。その具体的な方法として、次の諸点 が指摘さ れる。ア企画調整部に総

務部門の財政（予算のみ）機能を併合する。イ財政機能を加えることにより、財源の確保

により、企画 が予算と結合し、計画性・統一性・相応性を持った企画調整 が可能となる、

ウ有限の資源（入・物・金等）の有効的活用が図られ。また実現性の裏づけのある長期ビ

ジョンが確立され、公共投資 の計画的配分が図られ。都市計画機能に対する弱さをカバー

できる。②新しい組織形態としては。「係制を廃止」して、「担当制（主査）」を中心と

したチ ーム編成とし、変化に対応できる弾力的組織をつくる。他部課との均衡を考えず、

優秀な人材を集め、少数精鋭主義でのぞむ。③企画調整機能の純化を図るため。ライン的

色彩の濃い課機能は他部へ移す（広報課・生活環境課）。④各部門の長のリーダーシップ

を図り、企画部門との関係を緊密にして計画的で統一ある行政運営 が図られるよう、顛

の計画調整機能を強化する。⑤各部長の権限責任を拡大し、部門経営者としての自覚瞳

たせると共に、トップの政策決定機能が円滑にいくよう改善する。例えば、予算編成づ

施計画策定などについては、部内における重点目標を定めると共に、部内の査定権を琵

せる。人事要求についても同様とする。これにより部内における部長の責任は当然重く
な-91
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リ、リーダーシップも発揮さ れる土台 ができてこよう

こうして次の機構図が出来上 がる。

企画調整部

I
 

一

企画課 一 企画担当　 調整担当　調査担当

財゙政課
-

財政担当

一方デメリット として、①部長に適当な人材が得られるかどうか、②権力的調整になる

恐れがある、③計画（企画）機能が財政の足かせをはめられるという不安感などが依然と

して指摘されている。しかし、ここでは確実に「部長への権限委譲」が表面化している。

部長の権限と責任は増大し。トップの補佐機能ばかりでなく。部内管理者としての役割期

待が賭けられている。しかも。企画調整部は。改革目的通り。企画課と財政課だけのすっ

きりした機構図になっている。この時期までは、改革の姿勢が理念に沿って、前向きかつ

積極的に、し かも直線的に推進されてきたことが、この機構図によっても推察できる。

しかし、そのすくこ ヶ月後の11月には。より複雑な3 つの案 が提出され。かなりの混乱

と反発があったことを窺知させる。

［'74（昭和49年）11月］　11月に入り、「機構改正検討案」が三案提起される。例によ

って企画調整部を引用しよう。

千

レ

ト
レ
ト

」

士

企画担当一企画担当・調整担当・続計担当

財政担当一財政担当

(開発担当)

秘書課一秘書係・渉外担当

広報課一広報係・公聴係

211

昭報 舶↓且(

第 工案)

企画調整部

市長室

(第2 案)

企画調整部一企画課一企画担当・調整担当・調査担当

秘書広報室一秘書係・広報係・公聴係・渉外担当



(第3 案)

企画調整部 T:

秘書広報室

企画課一企画担当・調整担当・調査担当

財政課一財政担当・執行管理担当

秘書担当・渉外担当T

広報担当・公聴担当

これらの3 案のいずれを見ても。部課の細分化拡大傾向は明らかであり、かえって機構

は複雑化している。市長室や秘書広報室という部レベルの新設も予定されている。

［'74（昭和49年）12月］ この時点では、ポイント がかなり現実的に絞られてきている、

①企画財政型組織の確立（財政課の吸収）一一総合計画の策定も終わり、今後はシビル・

ミニマムの実現をい かに合理的・効率的にするかが。企画部門に課せられた命題である、

このことについては財政機能を加えた企画財政型をとることにより、計画的・総合的に行

政執行 が期待できよう0      ②弾力的組織形態の確立一一今後のビッグ・プロジェクトの実施

等 からみれば。常に流動的に組織体制 がとれるよう係制を廃止して、担当制を導入してス

タッフとしての位置づけを明確にする。③土地利用対策主管の集中化（略）。④広報課・

生活環境課の分離－－ゼネラル・スタッフ部門である企画部門から広報課および生活環I

課 を他部門へ移す。⑤部門調整の強化一一部門間の調整。部長スタッフとしての補充。企

画および総務部門との連絡調整等のために、各部門の調整主管課を定め、庶務担当係り

整係とする。⑥議会との連絡一一現在庶務課で行なっている議会との連絡は、財政課回

し、調整を強化す る。

この結果、機構図は次の通りである。

企画調整部

／企画課一企画担当・調整担当・調査担当

財政課一財政担当

用地課一用地担当・補償担当

(土地対策課)

秘書広報室 一 秘書担当・渉外担当・広報担当・公聴担当

ここでも改正案の問題点 が指摘されている。①調整が権力調整になりがちで、企画聯
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が財政機能のカゲに隠れてしまわないか。また最適の人材を得なければ。全庁的に及ぼす

影響が大きい。②用地課をこの部に置くことが適当かどうか。特にライン的色彩も濃く、

企画サイドに異質の組織が入りこむ感は免れない。

総じて、企画財政型という理念は依然として保持され。実施が期待されている。そのた

め機構図を見ても分かる通り、ゼネラル・スタッフ部門であることを明確にするため。既

に広報課と生活環境課は他部門へと移されている。これに代わって。用地課が付加されて

いる。注目すべきは。11月案の延長線上で、「秘書広報室」が設置されている。

['75(昭和50年)4 月] 、(最終案)　 こうして最終案が答申されてきた。

企画調整部(30)

よ

ト
ド

レ
ト
ド
L

秘書広報室(23)

企画調整部 （6）

調査担当 （2）

調査担当 （6）

環境保全係(

岡

ノ自然保護担当 （3）

公害担当(7 ）

上地利用計画担当(2 ）

秘書担当(7) ・ 渉外担当(1)

広報担当(5)・公聴担当(4)

一 相談担当(3)

ここでは秘書広報室が完全に分離独立している。改革前の広報課はこの中に包含されて

いる。しかも企画調整部は。初期の目的であった財政課の設置を撤廃し。企画財政型とい

う構想は崩れている。また改正前の生活環境課を廃止して環境保全係を昇格させ、課とし

て新設している。

['76(昭和51年)4 月]　 改革後工年目の様相は次の通りである。大枠において変わっ

ていない。
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企画調整部(30)

秘書広報室(22)

・／
企画課 一 企画調整担 当 （7）

（15 ）　

し

調査担当　　　 （6）

環境保全係課(14)

Ｆ

ト
丁

Ｌ

自然保護担当　 （3）

公害担当　　　 （7）

土地利用計画担当 （2）

秘書課（9T　　 秘書担当 （7）工

渉外担当 （1）

広報課（10）一 広報担当 （5）レ

公聴担当 （4）

市民相談室(3)- 相談担当(2)

こうして1 年にわたる改革準備。検討試案の作成が行なわれてきた。結果として一凱

部門は係制を廃止し、担当制が採用された。企画調整部では、ゼネラル・スタッフ部門と

して弾力的・流動的な組織運営がなさ れている。専門スタッフは特定業務に対する独航

権限を有する職であり、調整企画・専門的技術の研究に携わり、また事案担当責任者とし

て業務分担している。この点、部分的ではあるが、ト ップの補佐機能を果たすという融

的活動体制の導入目的の一部は、ある程度達成されているように思われる。

し かしながら。機構図の変遷からも分 かるように、目的に反したいくつのに逆現象M

られる。これらをまとめると。①機構の拡大細分化により、企画調整部は2 つの部門ド

裂し。「秘書広報室」が分離独立してしまった。これはセクショ ナリズムの防止という」

初の目的からは後退している。②職員数も改革前の47名 から、52名へと増加している、こ

れも少数精鋭主義という観点 からは、逆行の感が否めない。のみならず、③当初の改彰

標であったF 企画財政型」組織形態も具現できなかった。企画調整機能に財政機能を鋲

て、計画的効率的な市政目標の達成という目的を、最終的には併合できなかった。またJ

広報課や生活環境課を他部門に移すという「異質機能の分化」という目的も達成されてい

ない。依然としてライン的色彩の濃い課を、「部としての人数の都合上」から抱え込ブ

いる．これも能率的・合理的組織へという改革目的に矛盾している．このような理ぶに

り．本来のゼネラル・スタッフ部門としての機能充実をという改革モチ ーフは．むしろ
ス-214-



1

たされていないと結論づけられるのではなかろうか。

（2 ）機構改革に対する階層別職員意識の対応

改革後7 か月を経過した時点'75（昭和50年）11月で。「組織・職制の点検討論会」が。I'M

間にわたって開かれ、各層 から痛烈な意見と問題点が提起された。討論会への出席者

は、全員で183名、主査と一般職員（87名）、主査・係長・副主幹（35名）、主幹（30名）。

課長（31名）である。ここから大方の改革の影響に対する職員意識の対応を読取ることが

可能であろう。

まず、種々の発言内容に共通した代表的意見を要約すると、以下の通りである。全体的

に。長き苦渋な改革過程で導入された担当制であったにも かかわらず、結果に対する職員

の相対的評価は極めて厳しく。冷淡かつ批判的な見解が多い。否むしろ。否定的でさえあ

る。討論会のテーマは「改正後の効果と問題点」であったにもかかわらず、プラスの効果

は殆ど提起されていない。多くの問題点 が噴出し。さまざまな不安 が指摘されているだけ

である。

これらの多数意見を整理すると、「担当制は係の改称にしか過ぎず、動態的組織化をね

らいとするなら。人の配置・職務分担・職務権限など。人即独任体制がとれるよう改める

べきである。」「担当制よりも係制のちが混乱も起きず スッ キリする。」といった意見に

集約される。このような評価はすなわち、新しい組織の混乱を意味しており、実践段階で

組織の基本原則や組織運営や編成原則などがうまく実施されていないということになる。

そして早急に改革・再検討すべきだと主張する。企画調整部の機構改革にも見られたよう

に、異質機能の統合により構成されている課の分離を検討すべきであるとか、逆に各課に

バラバラに分散されている課を集中化した組織を設置すべきであるとか。相矛盾した要求

が発言されている。また。部主管課制における予算執行権の集中化に問題 があり再検討す

べきであるとか、さらには。依然として企画財政型に固執する意見など、さまざまである。

このように改革によって組織内部は混乱し、改革前よりも かえって、不安定な状況にある。

しかし、混乱状態こそ、組織変革の困難性が本質的に顕在しているものとみなすことが

できる。そこでさらに、より深く精確に「職員意識の解明」に向かわねばならない。した

がって次には。職員意識の各層別意識を細かく分析していこう。職員意識に共通する反応

と。併せて各層別主体者間の微妙な相違性や差異性を考察の対象にしていきたい。

①主任・一般職の意見
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まず、主任・一般職員のうち、共通な意見から取り上げてみよう。組織拡大にたいして

は、「改正の目標（市政四本柱の実現）と現実にギャップかおりすぎ、組織改革の趣肘

理解できない。改正前に職員 から意見を聞くなり、改正後の職員に対する周知を徹底して

欲しい。」「トップの政策が一般職員に浸透していない。もっと政策論議をやり、トップ

ダウンを図って欲しい。」要点は。改革に対する不参加、趣旨説明の不徹底、改革目靴

認識（理解）不足、などの不満を多く発言している。

具体的にいえば、担当制に関して、「組織の弾力化を図るという が。現実的には従来の

「○○係」が。「○○担当」と名称が変わったにすぎず、係がかえってスッキリするぺ

と批判的である。改善策として　 、「担当制は実施しやすい部門と実施しにくい部門があ

るが、一部門だけに実施することなく、全庁的に範囲を広め、単に係を担当に名称を変え

ることなく、人の配置も考えて実施すべきである。」と人事面も強調される。現在の職場

や職務関係に対する不満も聞かれる。「仕事は年 々。複雑化しており一つのセクションだ

けでは。仕事の完遂ができなく、多く関係部課の協力が必要になってきている。」「生産

流通（農政課）、流通（市場）、消費生活（市民生活課）と同じ目的内容の仕事をしてい

るのであるが、それぞれ立場が異なり。仕事をするにあたっては、非常にやりにくくう

盾を感じている。またいろいろな意見を提案しても、管理者の段階で握りつぶされるヶ-

スが多く、改革してほしい。」あるいは。「土地利用に関しては、計画（計面課）と騏

（環境保全課）と別々の組織で分掌しているが、一緒の方が良い。」「ヒヤリングなどの

重複、書類提出の重複など。無駄が多い。」とも言う。これらの問題点の指摘は。彼らの

日常生活体験から的確に表現されたものばかりである。

総じて、この階層の否定的意見は。「改正の趣旨が理解できない」「名称 が変おったに

すぎない」「むしろ従来のままで良かったのではないか」といった無理解による理由糾

い。この理由の背景には、トップや中間管理職層とのディ ス・コミ二二ケ ーションに駆

する認識不足が存在していよう。彼らのより多大な関心は。改革目標如何 の論議や理影

ではなく、依然として日常業務の中に埋没していたのである。「大課のため。職員の匹

が大変であり、電話の設置のアンバランスなどのために、仕事の能率も低下する。」「じ

事がますます多忙で複雑化しており、気持もスッキリせず、部屋も狭いので、分離しづ

しいべ といった不満が続出している。また「他市においても分離しているところづ ’

中で、合併したのは疑問が多い。」といった単純な比較による批判理由も目立つ。「
首

設 置へのアンバランス」や「寄り合い世帯的課だから」といった理由から、短絡的に
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否定へとつながっている．こうした意見は．改革主体者としての自省的姿勢や発言という

よりも、むしろ対象者か．第三者的意見であるかのように思われる．

②主査・係長・副主幹の意見

こ の 階 層 は
、

改 革 の 協 力 者 で あ る と 同 時 に 当 事 者 で も あ る
。 改 革 に 対 す る 全 体 的 評 価 は

、

「 ゼ ネ ラ ル ・ ス タ ッ フ 部 門 に 担 当 制 が と ら れ た が 、 “ 係 ” の 領 域 か ら 抜 け 出 せ ず 、 職 員 の

意 識 も 係 と 同 じ 見 方 を し て い る 。 担 当 制 は 馴 染 も 薄 く 、 も っ と き ち ん と し た 指 導 ・ 指 示 を

し て 時 間 を か け な い と 担 当 制 の 評 価 は で き な い 。 特 に 一 般 職 ま で の 周 知 ・ 研 修 を 徹 底 し て

欲 し い 。 」 と い う 意 見 で あ ろ う 。 そ し て 「 改 正 後 に 意 見 を 聞 く の で は な く
。

改 正 前 に 職 員

か ら 意 見 を 聞 い て 欲 し い 。 」 と 即 答 を 避 け 、 微 妙 な 心 理 状 況 を 反 映 し て い る 。 彼 ら 自 身

「 係 」 と 「 担 当 制 」 と の 明 確 な 区 別 が で き て い な い
、 こ と

が 判 明 さ れ る
。 の み な ら ず 。

今

後 と も 積 極 的 に 改 革 を 推 進 し て い こ う と す る 気 迫 が 差 程 感 じ ら れ な い 。 否 む し ろ 不 安 の 方

が 先 行 し て い る 。 「 甲 府 市 の 如 く
、

課 係 の 枠 を 取 り 払 い
、

オ ー プ ン 化 す る と い う 考 え で あ

れ ば 反 対 で あ る 。 課 係 制 廃 止 に な れ ば
、

課 長 や 部 長 の リ ー ダ ー シ ッ プ 能 力 も 問 わ れ る レ

一 般 職 の 仕 事 に 対 す る 意 欲 も 低 下 し て し ま う 恐 れ が 大 き い 。 」 こ こ に は
。

主 体 者 と し て の

意 思 を 問 う と い
っ た

姿 勢 は 全 然 見 ら れ な い
。

上 司 や 一 般 職 員 に 責 任 転 嫁 し な が ら
、

自 己 の

当 為 義 務 か ら 逃 避 し よ う と し て い る
。

元 来
、

中 間 職 の リ ー ダ ー シ ッ プ 能 力 が 欠 如 し て い た

が ゆ え に
、

次 長 や 課 長 補 佐 の 廃 止 に 踏 切 っ た の で は な か っ た の か と い う 自 己 認 識 が 欠 け て

い る 。 「 一 般 職 ま で 周 知 ・ 研 修 を 徹 底 し て 欲 し い 。 」 と い う 要 望 は
。 一

般 職 員 の 気 持 や 動

向 に ま で 敏 感 な 配 慮 を 払
っ て お り 、 そ の 不 安 感 を 表 出 し て い る も の で あ ろ う 。

こ れ ら の 不 安 は
、

担 当 制 の 当 事 者 と し て
。

新 し い 職 務 に 「 不 慣 れ で 戸 惑 い 」 か お る こ と

に 由 来 し て い る の で あ ろ う か
。 否 そ れ は 、 単 に 運

営 上 の 不 慣 れ や 戸 惑 い だ け で は な い
。 そ

れ 以 前 に
、

も っ と 初 歩 的 段 階 で 改 革 の 意 図 ・ 目 的 が 十 分 に 理 解 さ れ て い な い よ う に 思 わ れ

る 。 次 の よ う な 不 用 意 な 発 言 が 随 所 に 見 受 け ら れ る
。

「 多 人 数 の 係 に つ い て は
、

分 化 を し

て 係 を 増 加 す べ き で あ る
。 」

「 現 行 の 市 民 相 談 の 受 理 は
、

市 民 個 人 ・ 町 内 会 な ど
、

行 政 サ

ー ビ ス で な い も の も 取 り 上 げ て い る が 、 も っ と 行 政 と い う 面 を 考 え な い と 、 い た ず ら に 市

民 の 甘 え を 増 長 さ せ て し ま
い 、 責 任 感 の な い 市 民 を 育 て て し ま う こ と に な り か ね な い 。に

れ ら の 意 見 は
。

明 ら か に 改 革 目 的 に 背 反 し て い る 。 改 革 目 的 の 不 徹 底 と 無 理 解 か ら
、

発

言 が な さ れ て い る よ う に 思 わ れ る
。

③ 主 幹 の 意 見

主 幹 自 身 か ら は
、

改 革 に 対 す る 切 実 な 当 事 者 の 声 が 聞 か れ る
。

「 担 当 制 が と ら れ た 七 夕
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ションでは、単に係の名称が担当に変わったに過ぎないという職員の意識が強く、事芙

係のまま担当制に切替えられている。担当制の趣旨を活用するとすれば。担当内のメンバ

ーの変更、専門官制の採用、独任官制の採用など。質的な改革をしてい かないと、係とい

う枠からいつまでも脱却できないのではないか。」と、総じて「質的改革」の必要性特

かれている。この質的改革の内容には。配置人数や職制の混乱などが入っていよう。

「内部主幹課制を採用している所とそうでない所かおるのは不公平だ（課長権限にが

生じている）」という不満もある。「とくに課の統廃合を行なう場合は。事前に当該訓

員 の意見を聞くようにして欲しい。という意見も 出さ れる。ここに、もっと当事者のれ

を聞いてもらいたいという気持ちがよく表現されている。制度的には改革されたものの、

まだうまく管理運営されておらず、上下階層間の矛盾対立に。葛藤・直面せざるを得ない

主体者の苦悩がここにある。「名称を変える場合は相当に検討して もらいたい。」と、

「名称変更」に対する慎重な配慮の要請が随所で聞かれる。

④課長の意見

課長の象徴的意見は、「組織改革に関しては、現場の意見を十分に聞いて欲しい。とく

に改正前に意見を聴取する必要がある。事後であっても。この度の検討会は大変良いべ

と、むしろのんびりした大所高所的ニュアンスが濃い。ここには明らかに心理的な距お

がある。むしろ彼らの関心は、予算執行の権限問題に集中している。改革後。予算が輦

課に集中化されたため、各課の主体性 が失われている。現在のままだと起案文書と伝監

予算差引票と補助簿というように二重性が出てくるし、互いに予算に対する責任性をなく

してしまう。」「もし今後も継続するとしても、管理課では。予算執行手続きのみを聯

い、予算請求・配当・執行は各課でできるようにするべきである。」と強力に主張する、

「予算執行はあくまでも各課が行なうことが建前である、」という論議が続出し、 づセ

クショナリズムの根強ざ を物語っている。

このように課長の既得権への執着は大変なものである。ここには初期の改革理想や回

は既になく、お役人気質の実体を垣間見るようである。「独立していた2 つの課が叔仏

だので。弊害かおる」「統合した方がスッキリする」「分課して欲しい」といったヽ 彭

統合・分散という問題が無頓着に提案されている。

（こ卜 機構改革に伴う混乱の要約

このような各層別の微妙な心理的差異を踏まえた上で、これらの結果は何を語って卜;

のであろうか。もちろんこの背景には、改革後、僅か7 ヵ月の時点ということから／
ヅ
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そのものがまだ混乱しているという要因も熟慮されねばならない。赤字財政を抱えながら、

保守から革新市政に交代しているという政治的事情もある。しかし少なくとも。主体者と

しての彼らの反応 が、改革の方向性や成否に少なからずの影響力を持っていることは確か

である。現実分析からも判読できるように、この結果は改革にとって決してプラスに作用

しているのではなく。むしろマイナスのベクトルに向 かっているかのように思われる。

ともあれ、われわれは本事例から改革直後における問題点をいくつか摘出できるであろ

う。一応次の5 つにまとめてみた。

①改革目的の不徹底　 二　職員間の相互的交流や討論の機会が不足し、従って理解不足

であった。「趣旨が理解できない」「改正前に職員 から意見を聞くべきである」「ライン

部門の方が担当制が活 かされる」などと。初歩的疑問が提出され。事前の合意がなかった

ことを窺わせる。トップダウンもボト ムアップもなく、全職員間のコミ二二ケーション が

決定的に欠如している。いわば改革の計画段階から実施段階までの一貫体制がとられてい

なかったといえる。

②課の統廃合の未確定　 一　部課の統合（集権化）と分散（分課）が決定事項として実

施されていなかった。だから改革後になっても、「スッキリしない」「分課して欲しい」

という苦情が依然として続出している。「分課して係を増やすべきである」「元に戻すべ

きだ」という発言さえ見られる。このような異質機能の統合と分散は常に繰返されるも の

であるが、ここでは、スタッフ部門の充実強化という改革目的が実現されなかったという

ことが問題である。

③係と担当制の不明確　 一　係と担当制との質的相違が明確に周知徹底されていなかっ

た。「係の方 がかえってスッキリする」という言葉が。安易に発言されている根拠である。

名称変更と同時に。職員（人材）配置・職務分担・権限委譲など。具体的。実質的な改革

が実施されていなかった。「質的な改革を」という要求は、まさにこの主幹クラスから出

ているのである。これは担当制についての説明の不十分さが原因であろう。当局の説明に

よれば、F 担当制がとられているところは、係長という職名を用いることができない。こ

のことはライン職でなくスタッフ職のため、係という枠よりも広く大きい概念でとらえな

ければならないためであって。係長という職を置くことによってかえって混乱を招くおそ

れがある。」と。しかし　このような説明だけでは殆ど係長と担当との区別は付 かない。

「係という枠よりも広く大きい概念」とは何か。「相違点 の基準」が不明確であり。これ

では「かえって混乱を招くおそれかおる」のも至極当然であり、事実、そのように経過し-218-



てしまった。

④改革意欲の欠如　 一　主幹や課長 クラスの中でさえ、改革理念の理解度が疑わし雌

もありヽ中心となるべき主体者の熱意が決定的に不足している（予算や分課 ’統合^ 祠

心の方 が強い）。「予算が切り離されると各課の主体性が失われる」「予算に対する難

性をなくしてしまう」という発言もし かりである。これば 市の予算”ではなく、(S課の

予算の分捕り合戦”という思想から未だ脱却しえていない証左である。また「検査室に庶

務担当の職員を配置すべきである。そうでないと検査に支障を来す」などと下位職員の要

求を出している。これは。`いわゆる独任的実行ポストとしてのスタッフ職という主幹翻

度の目的に反しており、上司と部下という関係の発想転換が他制されていないためであろ

う。

⑤課セクショ ナリズムの復権　 一　混乱するに従って。既得権への懐愁と羨望（建ll;

が復権し始め、元の課セクショナリ ズムへの回帰現象が台頭している。し かもこれら対

古的羨望 に対する積極的打開策。発展的解消の改善策は見出されていない。「他市におい

ても・・・採られていないから」という理由だけで、復活を要求する声が強くなっていミ

のである。
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第2 節　 職制改革 と職員意識

（1 ）階m 短縮（課長補佐制の廃止）

山形市は ’7S年、「 意志の疎通をよくし、階層の短縮をはかり、かつ職員の戦力を強化

する」ためにヽ「課長補佐制の廃止」に踏切った。これは弾力的組織運営のために、中間

的職位を廃止し、代りに主幹者制度を採用することによって、課長補佐の戦力化・活用化

を図ろうとしたも のである。

問題は、僅か45名の課長補佐の戦力 という観点から、配置転換するということだけのこ

とでヽあった。しかし、これを民間企業組織が実行するならば比較的容易であったろう。だ

が、行政組織では一般的に極めて困難であり、例えば、等級規則、処遇措置、昇進問題、

職員構成などの関連から、廃止職名に代わる代替職名を新設したりする場合が多い。ある

いは新しい役付けポストを設定して、かえって複雑化し混乱する場合もある。これは、補

佐職の廃止によって下位職の不満や志気の低下をもたらすのではないかといった懸念から、

新設職位を作り出す傾向が強いためである。

こうした職位への関心は、本市においても例外ではない。「課長補佐制無用論を展開し、

廃止を実施した場合でも、依然とし て職名への配慮は十分かつ慎重に検討されているので

ある。廃止した場合の問題点として、次のような諸点が明確に指摘されている。（L ）課長

補佐3 等級を廃止しても、3 等級の標準職種はなくすことがでぎず、将来に向かっての何

等かの代替職名を用いる必要がある。(2) 補佐を廃止しても、大課、業務交差している課、

窓口課、外部との接触が多い課等については、将来とも課長を補佐する職が必要となるの

ではないか。( その課は、おおよそ14 ～15課程度）。（3） 補佐を戦力化するあまり、係

長事務取扱いを増やした場合、係長ポストが少なくな'0 、主任からの昇格が救われなくな

るという障害が生じる。（4) 課長補佐者としてのポストとともに、現在の40代の中膨らみ

現象からしても、課長補佐を廃止しても処遇措置は講ずる必要があり、そのポストはスタッ

フ職となろう。

このような問題の指摘は、本市が廃止と新設という相矛盾し た改革を、同時並行的に実

施しなければならないというジレンマに立たされていたことを意味する。こうし だ問題の

解決は丿 票疑論に陥りやすいが、「 この際一挙に補佐の職名をなくしたぱうがフ、
ツキリす

るのではないか」という組合の申し入れもあり、敢えて改革が断行された。この時、要注
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意 事 項 と し て ヽ（! ） 降 格 きせ な い こ とヽ
（2 ） 平 行 移 動 で き る

職 名 を 作 り 出 す こ と 、とト

Ξ 点 が あ げ ら れ て い る 。 こ の 結 果 、
課 長 補 佐 職 は 、 ス タ ッ フ

職 とし て の 「 主 幹 職 」に畔
・

移 動 ざ れ 、 同 時 に 新 た な 職 名 とし て 、
業 務 主 幹 、 調 整 主 幹｀ 係

長 兼 務 主 幹
｀

副 主 幹
ヽ 主載

係 主 査 とい う ポ ス ト が 用 意 さ れ た 。 職
制 の 新 旧 移 動 は ［ 図2  -  1

］ の 矢 印 の 通 り で`あ乱

F図2 －1 ］職制改革

補職 改 正

特1 級1

等級2

等級3

等級

4 等 級

5 等級

課長

係長

主 任

係長 補 佐

主　　 査 →

| 業務主幹（2 等級）

主幹　i調整主幹(3 等級）
レ

系長兼務主幹(3 等級）
一　　－レ
副主

乱
（係長兼務・  3 等級）

川系長（ライン職）・係主査（担当制・ A形
し

こ こ で重 要 な 個所 は 、 補 佐職 を廃 止し ても 等 級 の標 準 職務 を 無 視 す る こ と ができなに

め 、い わゆ る「 待遇 職 」 とし て の3 つ の主 幹 の スタ イ ルを 創設 し て い るこ とで ある、
柝

の 補 佐 と同 等 職務者 とし て「 調整 主 幹 」 、本 来 の「 行 政 担 当主 幹 」 、 お よ び「 係長兼
彰

管 」を 新設し た 。こ れは 事実 上 、 課長 へ の 候補 ポ スト を 設 立 し たこ とを 意 味 す る、またヽ

ど うし ても 現 在 職位 構成 、40 代 中 膨 ら み現 象 が顕 著 に な りつ つ ある こ とか らも 、廃止
レ

職 名 に 代 わる 代替職 名 を用 意 す る必 要 が あ っ た。 つ まり 部 課 長 ポ スト の絶 対 量 が限定匹

メ
て い る ため に 、補 佐職 が 撤廃 さ れれば 、 それ だけ 上 位 職へ の 昇 進 可 能 性 が 制限 されるノ

こ で「 上 位 職か つ まれば 、順 次 下位 職 に 影響 が 生じ 、　職員 全 体 の志 気 の 低下 に結びつ
ご

とに な る。 」当 局は 、 こ うし た職員 の不 満 を無 視 てヽ きな い 。「 でヽ き る こ と な らヽ御
丿 ス

●ト を 増 やレ
ヽ

職員 の不 満 を で き る限 り吸 収し てや る必 要 か おる 。 」こ うい う恨拠かうし`

事 管 理 上 、役 付ポ スト の 新 設 が不 可 避 だ った の でヽ ある 。 こ の よ うな 職 位 に 対 するjゾ
ド
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官僚的性格が、敢えて混乱を承知の上で3 種類の主幹制を作り出したものと推察される。

一方、このような新職制の増設は、下位職にも影響を及ぼし、係長（ライン職）および

主査（スタッフ職）クラスの昇進問題を派生させた。従来の主査職は、新たに「副主幹職」

という職名変更になる(3 等級格付）。また主任から昇格してくるものは、ライン職の代

わりに担当制の「 係主査」（新設）に昇進させている。しかしながら今度は、「 係主査」

を多く任命したことにより、より下位職の主任や一般職からの昇進可能性が少なくなると

いう現象が生じた。つまり結果的には、主幹の係長兼務の増加ゆえに、係長ポスト は下か

らの昇進がより困難になるという状況を現出してしまったのである。も ちろん、これらの

ポストはあくまでも過渡的処置として、“待遇上”役割分担させているに過ぎないと、事

務局は説明する。しかし、既に次のような懸念も認識されている。「 総じて、問題となる

点は主幹、副主幹、係主査などの待遇職には定数（ポスト）はなく、多くなっていく傾向

があるのではないか。係長兼務を多くすれば、主任、一般職からの昇格が少なくなり、志

気にも影響をきたしてくる。特に係主査が多くなる等は、主幹、副主幹が多くなるよりも

問題が大きいのではないだろうか」と、問題点を予測している。

一時的にせよ、混乱の影響は多大なものがあった。実際、予測されていた問題は的確に

露呈している。ポストの定数が未確定なために、その増加傾向が現われたり、下位職の不

満や志気の低下などをもたらしている。管理職や3 等級に相当する主幹職数は増加し、そ

れだけ課長への昇進競争率も高くなった。改正後の職員数は、管理職が5 名、補佐職が乙

名、主査職は同数、係長職が8 名と、それぞれ多くなっている。（' 74.9.1改正前と' 75.9.1

改正後の役職者数の比較。）こうした現象に対し 、当局は、「 役職者が増えたような

印象が強いが、役職者総数ではほぼ同数で、全職員に占める役職者の割合（役職率）は、'74

年35.9%、'75,年34.U と、'75年は1.8%落ち込んでいる。」と強調している。

ともあれ、本市以、職制改革とし て、課長補佐制から主幹制への切り替え、主査制から

副主幹制への変更、担当制導入による主査制の採用、などをなんとか実施した。各標準職

務の基本的職務内容も次々に改正し実行している。代理・代決権の委譲も行なわれている。

しかしながら、代替職名の乱造が指揮命令系統を混乱させているのも事実である。改革

後の職制はライン職の場合う 課長う 次長そ係長う主幹（調整）（Ξ等級）->係長（主査）

今主査う主事（技師）であり、スタッフ職の場合は。部長う 技監う主幹 に?等級）う 主幹

（3 等級）う 副主幹子主査となっている。つまり命令系統ば、かえって複雑化しているの
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である。

これに対しては本市は、混乱していた主幹者制度を正常化し、改革目的通り中間職の耐

力化を図るため、第二次機構改革を実施した。なかんずく主幹職対策としてヽ1) 課鯛

佐に復活し機能化していく方法ヽ2）3o の主幹職務内容を同質化しヽ ‾律に主幹として

スタッフ職とすること、3) 処遇と職制を分け「 ○等級係長」と割り切ること、4）すべT

「 係長業務にして戦力加を図ること、などが考えられた。

本市が選択したのは4 」の方法であった。主幹の職務内容すべてを係長兼務として統一

化しヽ3o の主幹の原則を無くした。主幹の名称を一律にしたのである。そして原則れ

専任事務を与えた。従って同じ課に数名の主幹が存在することになる。「 調整」および

「業務」主幹を補充せずヽ課長昇格か係長兼務へと転移させることに因って、係長レベ

の戦力化を図ろうとしたのである。

（<->   ）職制改革に対する階層別職員意識の対応

職制改革に伴う混乱 と複雑化 の原因を、改革後フヶ月の時点で行なわれた「点検討論乱

の資料 か ら、職員 意識 の反応を 見てい こう。これは制度改 革が行な わ れた ことによぐ

「 職員意識の何か変 わり、態度の何か変化したのか」を問うも のである。改革の展開にレ

て 、職員間の相互作用、思考態度、改革への関心、あるいは改革に よっ て生じ る影響帆

が極めて重要な要素であるからである。変革主 体者ししてどのように関与し 、対応し丿

つ影響を与えまた受けているか、こ の点 の解明が論点 となる。これを職員 各層の意見力ぐ

考察していきたい。

最初に、職員各層に共通し てみら れる意見　 を挙げ ると、「 中間職を 廃止するといづ

も、現実的には職制 が従来より多く、より複雑であり、屋上屋を重ねる結果になって1,乱̂

「 主幹の種類が多く、権限や職務、机の配置などから主幹自 らがやる気を なくしてい仁

も いるので早急に改 めた方が よい・J 「主幹、副主幹など紛 らわしい名称は改めるべきで

ある・ 」といっ た発言内容に集約で きる。とくに各主幹か らは、「 その 位置づけ
ヽ

郷社

容ヽ 処遇ヽ 命令系統の不明確さを再検討してほしい。改め
るべきであるo     J という声ド

常 に高い。職員多数に 見られる根強い反応として 、「 中間職
を将来 廃止し ていくこジ

ればヽ 昇進、昇格が遅れて働く意欲がなくなってし まう。下
からの昇進 がでヽきる職市

リチ

えてほしい・ 」とい うヽ「 職位 」尚 の高い関心を指摘
することができる 。
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このような権威ヒ エラ ルヒ ーに対 する関 心の高 さは、ど の階層にも 通じて見受けられる

思考態度で ある。総体的にいえば、改革 の全体的 意義を理解し ようとはせ ず、感情的反発

や不平不満が多く、 むしろ課長補佐へ の未練 が目 立っている。なかんずく主幹職へ の不満

と課長補佐職への愛 惜 とが顕著であ る。続いて 、より 詳細に 各層からの意見を探っていこ

う。

1）主任・一般職 の意見

職制改革について は、、総じ て、「 中間職を廃止して階層短縮を図 って、戦力 化するとい

う趣旨には賛成であるが、現実的に は課長補佐 とまったく同じ調整主幹がでてきたり 、係

長の下に主 査を置いたりで趣旨と矛 盾し ている面 が多い。 」「 職制 が複雑で職員 はも とよ

り市民も 分りにくく、も っと単純化 すべきで ある。係内 の職名を みても 主幹兼係長（ また

は副主幹兼係長）、主査、主任、主事というように 複雑である。」と厳し く批判的である。

改革に伴うこうした矛盾や 複雑化の現象を鋭く深 く認識してい る。 に従来 より中間職が多

くなり、屋上屋を重 ねる結果になっている ので改 めるべ きである。」とい う声は極めて高

い。とくに調整主幹に対しては、「 調整主幹を 置く基準 が知 らきれてい ない ため、各課に

不満があ'n 、かつ必要 な課に置か れてい ない ので はない か0       J「 調整主 幹は従来 の課長補

佐と全く同じであり、全部なくした方がよい。 」と、その撤 廃を強く望んでい る。

こうした批判的意見 の理由について まとめて みよう。まず職務権限・ 命令系統 の不明確

化か挙げ られる。「 改革後の中間職の職務権限が不明確 なために、組織が混乱している。J

「主幹の職務権限を明 確にして やら ない と主 幹も 一般 職も 仕事がし にく い。」 ∩

雑化してい るため職務権限はもとより、指揮命令七人開関係に まで影響をきたしている。-J

という。 例えば、税務 部の税担 当者 は、「 課長と主幹が兼務となっているが、 どちらが主

体となって部内調整するか不明である。」 とい う。

こうし た職務権限 内容 の曖昧 さは 、さらにさまざまな不平 不満を招来 する。「 従来 の課

長補佐のように、下か らの相談に乗 ってく れず、指示も ない0
       Jとか、「 権限や職務、机

の配置 などか ら主幹自 らがやる気を なくし ている人心いるので、早急に主幹制は改めた方

がよい。 」とかいうグチが聞か れる 。「 主 幹の係長兼務と専任係長を比べ ると、兼務係長

は専任係長 の2 分の 工し か仕事を消 化せず、そのため残り2 分の1 が一 般職の負担になっ

ておト 、主幹の兼務を やめるべ きだ。」とい った苦情・も 聞か れ、仕事へ の積極的意欲を喪

失してい る。きらにぱ係長と主査の間にも 混乱が生じている。、7 係に配置されてい る主査
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は、 係長 と同 等職とい うが、係長 が2 人 いる形 となりヽ 命令系統 がすo）きりせずヽ係匙
ゝ

主査 の間にも 遠慮が生じてい るので改 めるべ きで ある．」という意見がある．きらに&曹奴

が一 律に実施さ れていなかったことからくる不満がある．「 調整主 幹がいる課 といな順

で は不 公平で ある・ 」（ 水 道部だけ が課長 補佐制を と・）てお''0   ヽ ―律に改 め るべきであ

る」ヽ あるいは「 収納課主 幹だけが調整主幹でないのは不都合であ る・ 」 といった個Fii:-

毛ヽ 微妙なニ ニ゙アン スながら平 等主 義八の異常な執着が見 られる．またやはりヽ 昇進作

格八の関心 が強い．「 中間職を将来 廃止していくことにな ればヽ 昇進 ゛昇格が遅れて臥

意欲が無くなってし まう．下か らの昇進 ゛昇格力゙できる職制を考えて欲しい・ 」と切実で

ある．こうし た昇格へ の不安は他の階層に 置いても、常に共通に第一義的に提起きれてい

る．市民との関係においても、「 従来の課長補佐が主幹となったため、窓口課の場合、（

長不在のとき主幹が対応しても、課長補佐という職名よりも市民から理解されず、説簡

がない。」といった理由も聞かれる。

総じて、この階層は、「 何故改革せざるを得なかったのか」という動機づけや必然性、

あるいは主幹者制といった基本的原則の導入理由などがあまり周知徹底きれていない、ミ

れが改革そのものの否定的見解となって現われている。この無理解発言を列記するご

「 主幹というよりも課長補佐のままで戦力化した方が混乱も起きず、円滑に仕事もできた

のではないか。」「 中間職制は、従来の職制を続けて、退職した場合補充しないなど祀

法の方がよいのではないか。」あるいは「業務主幹は部下のいない係長みたいなもので、

調整主幹とあまりにも差かおる。」とか、主幹者制度の導入意義がまるで理解されてバ

い。ざらに、「主幹が課に2 人以上いるのは問題かおる。」といった初歩的段階での卵

の趣旨内容も徹底きれていないのである。

要点を整理すると、1) 調整主幹と課長補佐との区別が明確に理解されていないことニ

各主幹の職務権限、役割内容が徹底されていないこと、ざらに言えば、3) 中間職の乳

化という改革目的そのものも認識されていないということ、である。

結論的にいえば、改革趣旨の認識不足が混乱を増幅せしめているといえよう。そ八町

に、自己（下位職）の仕事量の増大に対する単純な反発、昇進・昇格への不安、上司聯

長や主査）との人間関係の曖昧さ、職務権限や指揮命令系統の不明確きなど、極めて勁

的日常業務に伴う理由から反対意見を述べているのである。

2）主査 り系長・副主幹の意見
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この階層は、一般職の「 全面的に改正（廃止）すべきである」という意見より、むしろ

具体的な問題改善の方向を強く望む意見が多い。とくに職務内容面で、調整主幹と他の主

幹とのアンバランスを改善するようにとの見解である。「 調整主幹が置かれている根拠を

明らかにすべきである。」「調整主幹は庶務担当係長を兼務させ、実質的に課内全般を調

整できるようにすべきである。」「業務主幹および係長兼務主幹は、調整がついていない

という理由で。課長不在の場合、課長の代理をし ようとせず、、この辺の職務を明確にす

べきである。」という。また、「 収納課の主幹は係長兼務なのに、他の2 課は調整主幹に

なっており、アンバランスである。」とか、「担当制のところに複数の主査を置いたりし

て不公平である。」とかいった、不平等な改革への批判が目立つ。このアンバランス感覚

は冷静かつ敏感である。「 現行のやり方、考え方では、主幹はすべて同じだといっても、

代決権、文書の回し方等から、上下の差がついている。よと差別の実態を鋭く指摘し てい

る。

こうしたアンバランスや不公平感覚から、さらに不満や疑念が蓄積される。「 多人数の

係は分化して係を増やすべきである。」「 課長補佐の廃止は戦力化というが。実質的には

調整主幹は課長補佐と同じなのに、物品取扱いおよび文書主任を庶務担当係長に降ろして

おり、この意味からすれば戦力化と矛盾するし、調整主幹は、在来の課長補佐より楽になっ

ている。」と訴える。「労働量が楽になっている」という不満は、逆に自己の負担増とい

う現実感覚に関連している。ざらに現実的意見を挙げると、「 係に配置されている主査の

立場をもっとハッキリしてもらいたい。とくに事務分担、職務権限が不明確なため、係長

会議にも入れてもらえず、情報も知らされずに、仕事をやれというのでは、本人の志気を

低下させるばかりである。」という意見も述べられている。また「 係長兼務の主幹をやめ

てくれないと、下からの職員の昇進が阻圭れ、職員の志気も低下する。むしろ業務をやめ

て、主幹・副主幹のままで、それらに向く仕事につかせるべきである。」と、下位織層の

率直な気持ちを表現している。具体的にいえば、「 全面的に調整主幹をなくした方がよ

い・I     I担当制を全組織に導入すれば職制の混乱は収拾されるのではないか。」「主幹課

制をとっている課には、是非調整主幹を配置すべきである。」とか、一律・平等な画一的

改革を提案しているのである。

これらの問題点の解決策としては、「いずれかに一本化すべきである。上　7すべて同じ

スタイルにすべきである。」という意見が大勢を占める、職名に対しては、 ‾主幹は調整、
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業務 に限らず、すべて 係長兼務にすべ きで ある。 そうし ない と戦力 化に ならない0     J      ≒

に配置されている主査は、主査 という職名よりも¨ 係長待遇 ”というように直した方がス、、、

キリする。 」という。つ まりこ れは主幹、副主 幹、主 査 とい う職名 よりも 、一般的な≒

長¨ という名称に拘 泥しているこ とを示唆してい る。職名に対するこ の異常 な関心は心

り わけ市民との関係において強調さ れる。「 係の総括をする人 が誰 か不明 な場合がある。

そのために 職員ヽ市 民か ら戸惑いが絶 えない・ 」 という根拠で ある 。「 この度の職制付

革内容を市民に対し ても 説明 できない。 とくに、処遇 と職制につい て説明 できず、むしモ

処遇 と職制を割り切って 考え、 課長 、係長、主任 とい う職名に対して 、 ○等級係長で蛸

いでは ないか。」 と提案し たりする。

総じて、この階層の見解は、自己 の利害関係に 敏感に対応し 、混乱し た現状に対して、

より現実的に対処している。要点は、1 ）各主幹配置 の部や人数のアンバラン ス、2) 昇か

昇格 のル ート の不明 確さ、3 ）名称 への不満、4) 主 幹職 との連絡調整 の不十分さづ づ

職名イ メージへの不慣れ、などである。

こ れらは主幹の下 位職位にある彼等 の将来的 職制に対 する内面的不安 が投 影されてバ

ように思わ れる。つ まり彼等 の主 たる関心は、 廃止問題 よりも むし ろ、 より廊妙に人影

人員 配置のほ うに転 移している。「 係に は、最低一人 の主任を 配置し、 係長の後継者彭

を すべ きである。」「 人 の配置を考 えるべ きである。 」「 市民 健康 課のご とく、女子削

が多い 課には。女子職員を うまく統 制で きる主幹を配置 すべ きで ある。」 とか、人事離

に よって改革を図 ろうとしてい る。 また「 業務主幹は、 専門官 みたいな職務内容をもよ

おり、調整主幹 より業務主 幹を重要 視すべきで ある。 」と、 調整主 幹の全面撤廃よ緋り

続を認めているな ど、改革 のポイント が微妙 にズ レて きているこ とが判 る。

3）業務主幹0 系長兼 務主 幹の意見

前課長補佐であっ たこ れらの主幹から の意見は 、「 現 在の主幹の 位置づけは皆川回 で

きるは ずなのに、皆から納 得き れていない。 」と強い不 満が表明 さ れてい る。全体的に、

主幹は「 改悪 」であるとい うイ メージの方が強い 。

「 課長補佐が廃止になった原因のなかに、 補佐 とし てのl哉責について どのように1片丿

な き れ 、 ま た 下 位 職 か ら の 補 佐 の 見 方 が ど う で あ っ た か 、 必 要 な の に 廃 止 し た の か 、
咋ii

i
が な か っ た か ら 廃 止 し た の か 、　疑 問 が 残 る 。

」 と 。、 廃 止 理 由 に ま で 言 及 し て 疑
問 力引

かJ

・司
れ て い る 。 と り わ け 業 務 主 幹 サ イ ド か ら 強 力 な 批 判 が な さ れ て い る

。7 主 幹 の
芝 本 白白が
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が明確になっていないため、職務遂行ができない。とくに業務主幹に問題がある。係長兼

務や調整主幹はあまり問題は起きていない。」と。このような「主幹同志の相互不信」が、

職務内容ばかりでなく権限や命令系統にも波及している。「大きく分けると主幹だけの人

と係長兼務の人の2 種の主幹であるが、とくに後者については降格である。このようなこ

とのないようにしてほしい。」「一般的にこの度の改正によって主幹・副主幹・係主査が

曖昧であり、職員も市民も理解できず、改悪である。とくに主幹と係主査と職務内容が各

課長裁量によって左右されるということは、課長が変われば仕事も変わるということにな

り、職位の不安定、志気の低下をもたらす。」といった、短絡的結論さえも導出される。

そして、多くの主幹が「主幹制に切換になってもデメリットが多ければ改めるべきである」

「改正の基本的ねらいを変えずに改めるべきである。」という否定的評価を圧倒的意見で

占めている。

より具体的な不満を探ってみると、「 調整主幹でなくても課長の指示によって課内の調

整をしろと言われているが、現実的には下位職員が調整職員でない認識を持っているため、

課長不在の場合の代決もできないし、文書も回ってこず、相談も受けずで四面楚歌である。

しかも調整主幹でないも のが課内調整をやることは、服務違反である。」という意見まで

出ている。このような日常の職務活動面での不平不満が、自己の¨職名¨の否定へと集中

されているのであろう。確かにこの階層が最も痛烈な否定的批判をなしている。「 主幹・

主査・副主幹等の職名から受けるイメージが不確定であり、本人はもとより他の職員から

も評判は悪い。」「 主幹という名称は好ましい職名ではない。県では課長級の職名であり、

字のごとく補佐級に用いる職名ではない。」と。ざらには「従来の課長補佐から主幹になっ

たため、住民との交渉などで大変困っている。まず職名の説明に時間をかけているが、職

名について納得してもらえず、また折衝内容についても課長補佐であればまとまったもの

力剔 主幹のためにまとまらないという結果にもなり、きわめてうまくいかない。もとの課

長補佐のままでも係長兼務で戦力化ができたはずであり、再検討してほしい。」と語調は

強い。がここにはr 地位関係から仕事関係へ」という、実行ポスト的スタッフに役割期

待をかけるといった当初の改革目的は、微塵も見られない。むしろ対住民との交渉におい

てヽ 対県との比較において、既に被害者意識が強く、マイナー・イメージだけに規定ざれ

てしまっている。

問題点を整理すると、調整主幹の職務権限の曖昧き。係長兼務主幹の降宿イメージ、各
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課長裁量によって職務内容が変化することに対する不安ヽ ‾般職員から十分に理解納影

れていないこと4 の心配ヽ 対市民との接触交渉時における新職制のなじみのな 乱 主恥

同志の疑心暗鬼、代理・代決権の優先順位に対する不満、ざらには職名変更からくる刎

意欲の減退、等が列挙されよう。

とりわけこの階層からは強い不平不満が目立ち、課長補佐職への懐愁的心情が吐露柚

ている。極論すればヽ「 課長補佐のままで戦力化できたはずだ・ 」とヽなおも改革前の後

活を強く主張しているのである。総じて、廃止理由への根本的疑問に遡り、¨改悪¨牡

の再検討を切実に求めているといえよう。しかも この改悪の根拠は、明確な理論的・徊

的根拠によるものではなく、対下位職、対市民、対県庁などとの対応関係において、「ヨ

解ざれていないのではないか」といった漠然とした不安イメージに由来しているもの甦

る。特徴的なことは、積極的・長期的に改革していこうとする意見がひとつも見られな∩

｜
ということである。

4) 調整主 幹 の意見

調整主幹（課長補佐と同等 職）の意見も 、前述の他の主幹 とほぼ同様である。全体舘

価 としては、「 課長 補佐 の廃止 は、戦力化で ある というが、果たして戦力 化になって心

か、 むしろ主任などから係長 になれない 人が増え、職員 の志気の低下を招 き、組織全賠

らみ ればかえって戦力低下に なってい るので はないか。 」と、やはり否定的であるっここ

理由として、主幹職の職務 内容の不明確 さが挙げ られている。「 主 幹は、ラ インかスタヅ

フ 職な のか不明 確、そのため、主幹を 職員 や課長 がどの ようにみているかも 不明であ乱

改正目的に沿っ た職制に 全職員がなじ む ように すべきてヽ ある。 」また「 課長 補佐からか

に切替になって、主 幹が増えており、 中間職の廃止 とい う建前 と矛 盾する 。また職員のタ:

遇上から、年 々主幹を 増す必要がでて くる のでは ないか。 」といっ た主幹 職の増大傾蛸

の懸念も表明 きれている。

ざらに、3 つ の主幹 職を 作り出し たこ とか らく る原因も 指摘さ れる。「 主幹 の3-5のス

タイ ルのうち、係長兼務 の主幹は、 課長 補佐か ら係長に降格 とい う受け止 め方をして尚

人が多く、 また主幹の位置付け、職務内容が抽象的で分りにくく、 これらのこ とからづ

ぶヽ長 裁量で課長補佐
と全く同じ 仕事を 命ぜ ら れヤこり 、係長に なっ たり でヽうまくいかな宍 こ

に3 つのスタイルの解消と職務内容を 改正 すべきである。」と主張 する。ここでもやは・゙ Iノ`

主幹職の基本的立場が理 解さ れてお らず 、い わゆる独任的 スタッフ 職とい う位置付け匹

O  "  ̂f'i



ど認識されていないといえる。改革の主体者であり、かつ当事者でも ある主幹職の関心は、

職務内容よりも、むしろ3 つの主幹のスタイルや位置付けなどをめぐるものが多い。多数

の調整主幹が、全庁的マイナス面を強調し、一般職員や上司に対する配慮などから、全主

幹の係長兼務への移行、あるいは速やかな3 主幹の解消を主張しているのである。

改革の方向としては、「全主幹とも係長兼務にした方が職務遂行がしやすくなる。その

方が課長からの特命があっても部下が要ることと、主幹という立場からも仕事がやりやす

い。」と提言し、安易に部下の獲得に関心を示している。し かし本来的な主幹の立場から

いえば、独任的実行スタッフであるはずであった。次のような発言も極めて象徴的である。

「課長補佐制の廃止をした以上、再び元に戻すことがないよう、すべての主幹を同じ処遇

にしながら、しかも主任などにし わよせがいかないように配慮してほしい。」と。ここに

既に指摘してきたような一律・平等主義的改革の必要性と、下位職からの昇進の可能性を

保証するという関心事項が含意されている。後者の問題について付加すると、「 組織全般

からみて、中間職の廃止の影響を必要最少限にとどめ、主事、主任へのし わよせを救って

やる方法は是非考えるべきである」という要望となって現われている。

5）課長の意見

課長からは主として、全庁的な人事管理上の問題点が指摘されている。とくに命令系統

の不明確さ、全体的な昇進・昇格問題が語られている。

命令系統については、「 中間職の廃止というがかえって命令系統が複雑になり、組織的

にも混乱が起きている。とくに職員・市民への周知徹底などアフタ ーケアを考えてもらい

たい。」「 主幹、副主幹、主査の位置付け、処遇、職務、命令系統などを明確にしていく

必要かおる。」という。あるいは、もっと初歩的なしかし根本的な問題提起をなす課長も

いる。「調整主幹を設置した基準が判らない。調整主幹がいない課の場合、課長不在のと

き、課長代理を誰がやるのか不明である。課長が係長兼務主幹に代理を命じても。職員は

もとより市民も納得しない。」こうした理解度からは、当然ながら「補佐のまま戦力化し

た方がよかった。」という声に連関かれてしまう。 に課長補佐の場合良い点と悪い点があっ

たと思うが、悪い点のみを強調して良い面をスポイルして、補佐制を廃止したことに矛盾

を感じる。」といい、「 補佐のまま戦力化した方が、非常にスムーズに目的が達成された

のではなかったか1 と、改革そのも のに対して否定的疑問を提起するっ　″主幹、主査に

ついては市民側から理解が得られず困っている。とくに主幹の場合は、机の配置石補佐の
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時と変わり問題かおる。」

¨市民¨や¨机の配置¨にまで混乱の原因が求められている。一般職や下位職ならい

知らず、課長クラスの発言からも改革の目的や動機が本当に理解されていないということ

が判明してくる。

きてもうひとつヽ昇進 昇゙格問題が指摘ざれよう。「 この度の制度改革で問題なの1+

将来に向がっての昇進・昇格がどのようになるのか、はっきりしないところからくる心

が職員間に広かっていることである。たとえば、主幹の中から課長に昇進するのに調整主

幹でなく、係長兼務の主幹が課長になったりでは組織にとってはマイナスである。 Iとい

う。つまりここでは、抜擢人事も能力実証主義も 拒否されているかのようである。実剔

調整主幹のうちで「 従来の主査から昇進した人がいるが、従来の主査をさしおいてという

ことから、主幹の間で問題になっている。」という発言がある。つまり依然として、特

序列制の昇進慣行から脱却し得ないでいるという証左である。また「主幹の係長兼務1+

下位職員の昇進に頭打ちをかけており、かえって戦力を低下させている結果（職員の蒜

の低下）になっているのではないか。」とも心配する。「 主幹、とくに調整主幹は今付

度の圭までよいが、ただ副主幹は待遇の意味合いが強く、従前の主査制のよりも悪くなし

浮き上がっているのではないか」という不安も表明されている。さらにまた、係長かづ

の主査になった人に対しては、「全くの降格であり、係長も 使いにくいようであり. 縦

だけでなく、責任を持たせるように改革しても らいたい。」という意見も聞かれる。この

ような微妙な職員心理に配慮しつつ、「 主幹同志の疑心暗鬼を解くには、主幹すべてび

質・同待遇とし、昇格についても同じ条件であるように改革すべきである。」という熊

に集約される。この発言内容もいわば、既述してきたような一律・平等主義への要求と=ぼ

様である。

要約すると、主幹、副主幹、主査などの位置づけ、命令系統、処遇、昇進、昇格問引

どが、全庁的視点から問題視されている。「 課長の立場からみてどのように課内運営記

遇すればよいか」という点、および「調整主幹を配置した方がよい」という点て一致しで

いる。むしろ問題は、降格イメージと下位職の昇進頭打ちという2 点から、係長兼務言

に転移きれているようである。

（3 ） 職 制改 革に 伴 う混 乱 の 要約
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以上のように、階層短縮をめぐって引き起こきれた混乱は、職員心理に複雑多岐な影響

を及ぼしている。この職制改革に伴う職員意識の対応をいくつかの問題点にまとめてみよ

う。まず職員各層に共通した反応を、次の4 点に整理できる。

1）改革目的の無理解

「戦力課を図ったというが、組織的には戦力低下になっている」「改悪である」「 全庁

的にマイナスである」「 デメリットが多過ぎる」といった表現に代表されるように、マイ

ナス発言が目立っている。組織全体の雰囲気が失敗感に被われている。しかも混乱の本質

的原因究明もなされないままに、「 改めるべきである」と、復活への要求は高まる一方で

ある。「課長補佐の悪い面のみを強調して良い面をスポイルして補佐制を廃止したことに

矛盾を感じる。」ときえ言いきり、初期　の改革の動機や目的は忘却されている。つまり、

主管者制度導入の意義、目的、効果などは殆ど全職員に周知徹底・理解されていないとい

うことである。

2）3 つの主幹という新職名を作り出したこと

課長補佐に代わる新しいポストとして、調整主幹、業務主幹、係長兼務主幹を新設した

ため、その位置づけ、職務内容、権限処置、指揮命令系統などが不明確になり、かえって

混乱している。中間的職位も複雑化し、屋上屋を重ねる結果となっている。つまり、課長

補佐と主幹、および各主幹同志の区別が曖昧であった。係長兼務主幹や主査は降格イメー

ジで、マイナス効果になった。「主幹はすべて同じだといっても、代決権、文書の回し方、

机の配置などから上下の差がついている。」とも主張きれ、ここから「改革の趣旨と矛盾

している」という批判がなされる。また「市民から途惑いが絶えない」「 市民に説明でき

ない」と、¨市民の名を借りで 改革が否定されたりしている。

3）昇進・昇格の可能性の制限

主幹レベルにおいてのみならず、係長レベルにおいても、従来の係長の外に係長兼任主

幹と、副主幹、主査が並列に存在しているため。、下位職からの昇進が頭打ち状態になって

いる。しかも係長兼務職の人数も多く任命されている。ここから、下位職の昇進の遅れに

よる志気低下が問題視されている。「 昇格が遅れて働く意欲がなくなってしまう」と、立

身出世と労働意欲とが即時的に短絡されてしまっている。

4）職員心理の不安の高揚

「改革が将来に向かってどのようになるか」という疑心暗鬼、ワダカマリが強い。T 権
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限や職務、机の配置などから主幹自らがやる気をなくしている人もいる」といわれてい、

「 改革に対する不公平、アンバランス、不明確、疑問が残る、理解できない」といゴこ?ミ

現の背後にはヽ 職員心理の不安感が拡大浸透しているという状況を見ないわけにはい悦

い。「皆さんから納得ざれていない」という不安はヽ あらゆる仕事関係ヽ 人間関係に牡

影響しヽ相互不信さえ抱いている。ある主幹は「 課長不在の場合の代決もできないしベ

書も 回ってこず、相談もうけず、四面楚歌である」という意見まで吐いている。

次にもうひとつ、改革に批判的であることの理由について、改革の当事者兼主体者でヽあ

る主幹職を中心に、人間関係論的に摘出することも可能である。

1）まず、「 上司 との関係」において、主幹はスタッフ的責任ポストとして課長の拍

命令下に任命されることにより、課長裁量権に不安が生じている。課長の交代や意向によっ

て職務内容が変わり、安心して仕事に専念できないという危惧感を抱いている。「課彭｜

変われば仕事も変わることになり、職位の不安定、志気の低下をきたす」という発言がヤ

うである。

2）3 人の「主幹者相互間」での不安感が広かっている。とくに職務内容、権限、鉾

系統、代理・代決権の優先順位、仕事量などに異常に神経過敏な反応を示す。机の配酔

書類の回し方にもよく注意を払っている。これは課長補佐職を3 つに区別したため、ぎ

格差感覚に対して微妙になっているためであろう。とくに処遇職や降格イメージの強い耳

長兼務主幹からの不満が多い。「 職務権限に差異があるので改正すべきだ」という意馴

強力に提起されている。また昇進・昇格ルートが不明確であり、保証がないためかえって

将来的な不安や労働意欲の喪失をきたしている。すべての主幹の同じスタイル、同じ処ふI

お よび基本的 職務 の明確化な どが切望 されて いる。

3) 「下 位職 との関係 」においては、旧来 の年功序列 型昇進制 に代 わる 実力主義. 回ノ、

的能力 実証主義 の原則に より、若い有 能な職員 との昇進競争に 耐え得るか という将来が

安 が存在している。改革理念 である独任的 スタッフ とい う仕事主義に順応し得ず、いづ

でも部下依存的思考から、 脱却でき ない管理職も いる。また「主 幹職が皆 んなに納得づ|

よ解きれていない」という不安から、 一般職員 のあ らゆ
る言動 が自分を無視しているのか

ない かといっ た疑心暗 鬼となって 現 われてい る。

4)   さらに、「対外的 住民との関係」においても、新職名イメージが地域住民に頂レj

がなく、紛らわしいため、「 社会的地位」としての自信を未だ持ち得ないてヽいる．ニ
レハ
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「市民から理解されず、説得力がない」「市民側から理解が得られず困っている」といっ

た発言に見られる。こうした、主幹というイメージが定着していないという漠然とした不

安から、市民との接触・交渉においても何となくこだわり、自信がないということになる。

「課長が係長兼務主幹に代理を命じても、職員はもとより、市民も納得しない」ときえ断

言する意見も聞かれる。このような職員心理を洞察すれば、旧来の¨偉い肩書¨¨立派な

名刺11     ̈ 高い地位¨を欲しているということであろう。こうした不満の背景には、組織の

合理化・能率化・民主化といった改革理念を掲示しながらも、なお一方において、自分た

ちの絶対的優位性を保証する制度づくりにも、より多大の関心を持っているという意図が

込められているようである。ここに公務員 の身分的地位に対する敏感な反応を読み取るこ

とができるであろう。

第3 節　 組織変革 の困難性 の要因分 析

行政改革や組織変革の困難性の原因は、これまで上級官庁や法制度の圧力が強過ぎるた

め、と考えられがちであった。しかし、本章で職員意識を中心に分析してきた結果、単に

外部要因にのみ責任かおるのではない、ということが判った。すなわち、日本の伝統的行

政官僚制や中央政府、行財政制度などにのみ責任転化することはできない。むしろここに

は、職員自身の内部に官僚制化を再編成してしまう無意識裡な心理・志向性が存在してい

るのである。あるいはむしろ、職員自身の方により大きな原因かおるのではないか。とい

う疑義さえ想起されてくる。つ 圭りわれわれは既に、理念や制度の変革よりも、職員自身

の意識や行動の変革のほうがはるかに困難であるということを見てきたのである。問題は、

計画段階や実践段階を通して、職員自身の実質的活用化を図り、なおたえざる組織変革を

達成していくことの必要性を痛感したのである。

そこでざらに本節では、こうした観点から、困難性の要因を職員の内面的持性を中心に、

剛 変革主体者間の利害対立、（2) 仕事忌避性、（3）地位過敏性、(4) 比較妄想性、

（5）長期的変革計画の欠如、(6）組織風土、といった似念について考察していきたい。

し ）変革主体者間の利害対立

前節で見てきたように、組織変革に伴う批判的意見や混乱の原因は、当事者である主幹。
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主査だけに限らず、いわば改革全体的共同責任として捉えられるべきであろう・ 全駅

「点検討論会」での雰囲気や内容を想起すれば、そこに各主体者間の複雑微妙な利害聡

が存在していることに思い至るはずである。そこできにに、改革時における主たる担いミ

として、市長（助役) 、事務当局、中間管理職、主幹者、一般職員、組合などをクロスた

せながら、改革への参加と役割の実態について追及していきたい。

まず、トップ のりーダシップであるが、成功事例の主因に、首長の強力名リーダーシッ

プ能力の発揮を必要不可欠としていたことは、既に指摘した通りである。しかし、山肘

の場合、市長は革新市長であったが、助役は内部官僚出身であった。し かも、市長自射

政治家としての外向けの顔を重視し、農業団体などの保守系からも多くの支持票を得てい

た。いわば「 保守的革新市政」であった。党派的にも少数与党として議会対策や運営に苦

慮していた。こうした状況要因に加えて、市長自身の基本姿勢が内部改革の対してあ封

積極的ではなかった。内部管理体制はむしろ助役に一任しているくらいであった。

従って、混乱の原因は、第一義的に革新市長と保守的助役とのコンビネーションが且

せず、強力なりーダ ーシップを発揮しえなかったことに起因していると推測できる、つ殺

的市長の関心がもっぱら政治家としての対議会対策、保守層からの支持獲得、それゆえタ

守的革新市政により一段と傾倒し、庁内組織変革のリーダーとしては積極的意欲や割付

や決断力を欠如していたのである。保守的助役も、元来官僚出身であるためか、改革比

最初か ら消極的で あった。こうして 事務局の改革 意欲も 助役 段階で 滞っていたのであ聡

こ のようなト ップ の改革 姿勢に 対し て、「ト ップ に改革理 念なし」「ラ ッ パが鳴らない。

「 不 鮮明 な革新 」といっ た批判的 発言を生 んでい るのである。

し かし、事務当局の改 革に対する熱意 は極めて高かった。本改革は殆 ど事務局レペド

やってきた といっても 過言でヽ はない。 '73 年以 来1 年 半の歳月を費やして、全庁的総贈

を実施し、事務改善 委員会を設け、 そのための専門委員も 任命してきた。試案作成にヅン

てはボト ム・ アップ 方式 により、徹底し た問 題点の掌 握がなさ れた。そして「 補佐と琵

か 」という疑問 と追及、 その中 からやがて改革 のモチ ーフが 出て きたので あるO 全体ゴ

見は、名誉職でヽいい とい う考 えと、 専門 職にするべきだ とい う考 えとに2 分されてノシ

し かし 、「 管理職の意識向上 と戦力 化を図るべ きだ」とい う理念が優先し 、補佐職の泉

が決定 された。も ちろ んこ の段階で 、「 主幹は 市民に とって 慣じ みがないご　「市民部
町

らの不満がで`る」という懸念はあった。　し かし、組織全 体の流れは既に革新 の方作二夕〉
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気運は盛り上がっていたのである。

しかし振り返ってみて、事務当局でも、服務の事務量分析の不十分さ、主幹職の客観的

必要性の曖昧さ、変革時 の切替えに伴う新旧の区別や転換の不明確さなどがあった、と反

省されている。「補佐と主幹との区分」が曖昧のままに推移してし まったことに最大の原

因が求められている。「 何故主幹職が必要であるか」「 その主幹の仕事は何であるか」と

いう根拠が不明確であったのである。確かに職制改正の説明を見ても、「担当制は、組織

を弾力的に運営することにねらいがあり、係長中心の係と異ない、独任性の性格の強い¨

スタッフ職¨中心の組織運営が望まれる。」とあるだけで、具体的変容の部分の説明が不

足している。「何か変わったのか」という体験的事実がなかったのである。このように徹

底的な説明不足と、職員研修および日常体験の欠如が、改革にとっておおきな混乱の原因

であったろうと推察される。それゆえに、「 職制改革の場合は、改正される職制の職員心

理や改正後の他の職員に与える影響など、細かな人事配慮が必要であった。」という意見

が聞かれたのである。

ざらに変革の担い手が、全庁的職員参加によってではなく、事務局の少数の革新的職員

によって企画実行されたことも、混乱の要因に挙げられよう。これは甲府市の事例を比較

すれば分る通り、職員各層、中堅若手の大量投入がなされていなかったために、大多数の

職員に改革目的の周知徹底化がなざれていなかったのである。つまり具体的な改革の諸段

階で、メンバー多数の参加機会が与えられず、参加したという体験もなかったのである。

これはいわば改革が全庁的な組織変革となり得なかったことを意味する。それゆえに、一

般職員のみならず、課長クラスからきえも、初歩的・素朴な疑問が改革後マヶ月を経ても

なお提出されているのである。こういう意味では、職員の改革アレルギー体質というもの

をあまりにも軽視し過ぎていたと言わざるをえない。

最も中心的な変革主体者となるべき中間管理職層の認識不足や趣旨の無理解を招き、保

守的現状維持的な官僚的体質も手伝つて、彼等の積極的支持協力を得られなかったっむし

ろ、改革に対する不安と恐怖を惹起し、かえって相互間の疑心暗鬼を来してしまった。補

佐職の意識転換のための、情報や資料提供、研修も十分でなく、「 何か変わったか」 ∩可

をしていいか」よく判らない主体者も多かったといわれている。

ざらに、一般職員も、改革への参加や討議の機会が与えられず、かつ関心度も低く、長

い間の慣例的組織運営に埋没していた。しかしながら、改革前の「 職員申告書」(  ゙ 73年
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8 月) を見るとヽ 職員の切実な共通の要求としてヽ「上司やトクプ層と話し合える機釘

欲しい」という意見が極めて多い。こうした「 事前に聞いてほしい」という意見も醜、れ

ず、無視されたことへの不満が、後に批判となって表出しているのではないだろう凪

「 職員参加なし」という印象が、わだかまりとして職員間に沈潜していたものと推測れ

るのである。

組合側にとっても、改革前に少数グループが関与していただけで全体的議題とはならず、

改正後はこのサークルも解肺している。組合内部の意見対立ヽ多様性ヽ分列が あったとも

いわれる。とりわけ組合の基本姿勢が革新的思想に拘泥すればするほど、当局との関則

容易に分裂しやすい。「民主化への期待が裏切られた」という印象に転化しやすいのであ

る。だが、改革に当たって一部の組合員の支持があったことは事実である。これらの鞠

的な人々の協力かおり、足掛りとなって当局との連携プレーで改革の到達したといえる、

しかし組合の立場をもう一歩詰めて考えれば、組合員の中の主幹、主査はいわば身内岫

事者であったために、全面的な改革要求を打ち出せなかったこと、あるいは組合自身がモ

値理念とすべき行政組織モデルを未だ十分に構築していなかったことなども、混乱の難

として考えられよう。

全体を要約すると、1）全職員が時間をかけて話し 合い、改革の必要性を認識し理影

あうという機会が設定されていなかったこと、2) トップの決断がスムーズに行なわれて

いなかったこと、3）事務当局と組合との接触が切れてしまったことなど、多様な要胆

ら混乱しているものといえよう。職員各層、主体者間の利害関係が複雑・密接に絡みか

ており、

従ってまた当事者間の利害が合致し 、うまく協力関係が成立しなけ れば、変革は理念ど

りには実施されないということになる。しかもその関係は、常に緊張したアンビヴァレ

トな状況にあるといえる。ここに組織変革の困難性が潜んでいるのである。

(2) 仕 事 忌 避 性

仕 事 忌 避 性 と は 、 組 織 変 革 に 当 た っ て 、 複 雑 ・ 面 倒 な 仕 事 の 役 割 期 待 か ら 出 来 る 言
片

れ た い 、 関 わ り た く な い と い う 職 員 心 理 の 志 向 性 を 意 味 し て い る 。 あ る い は 現 伏 の
肘 に

が
滞 っ て い た い と い う 現 状 執 着 型 の 職 員 心 理 を 指 示 し て い る

。 何 よ り 石 変 革 に よ っ
て ヽ

ド

ノ
自 分 自 身 が 犠 牲 に な っ た り す る こ と を 極 端 に 恐 れ る 。 そ う し た 不 安 や 恐 怖 が 先 行 し て グ

－9 り 只 －jLi
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革は絶対に「避けるべきだ、否、避け ねばならない」というように反応してし まう性向を

示す。また仕事の変化や新しい役割付与を即、労働強化、負担、多忙であるというように

受苦的に対応する傾向を意味している。

次のような意見にそれは内意されている。「 集中化しても事務処理が複雑になる」「主

幹課で共通の事務を総合しても、依然として各課でその資料を作成しなければならず、各

課独自の庶務担当は必要である」「 各援 の特殊事情による問題が起きる可能性かおる」あ

るいは、「主幹課が各課の業務内容に精通していないため、主幹課からの要請による各種

資料の作成が増加すると思われる」という発言もしかりである。つまり、事務の能率化、

合理化のために¨統合 ’‥’集中化¨¨総括¨すると説明しているのに、その真意を理解せ

ず、逆に受け止めてし まう。その意図が何処にあるかを探求しようとはしない。むしろ逆

に即時的に、「 あまり合理化されるとは考えられない」 戸集中統合化についても限度がお

のずとあると想う」「既にできる範囲の統一化は図られている」などと拒絶反応を示す。

どんなに役割機能の充実とか、戦力 化、仕事能率の向上といった変革理念を説明しても、

最初から信じ ず、嫌悪し、抵抗する。理論によってではなく、情動的に反発してしまう。

これはいわば三ズ主義の悪質化である。ここに、変革が常に崩壊の危機に晒される潜在的

原因が存在しているものと考えられる。

職員のこうした性向力剔 新しい変革理念を内部から空洞化、形骸化させ、ひいては混乱

と失敗を招いている源泉になっている。これは変革に関与し た発言内容に共通してみられ

る現象である。「こんな現状であっても、なお強いて言えば、2 ・3 統合できる点もあろ

うが、これ以上の統合計画はいたずらに混乱を招くのみで、効果の点は望めないと考える」

というある課長の発言に代表させることができる。「こんな現状であるから」と、改革の

必要性を認識していても、なお結果も見ずに、最初から放棄しているのである。何等の改

革意欲もなく、期待もせずかつ断念してしまっている思考態度であるっ未知の問題領域で

はあるが、現状の問題を克服するために新しい試練と経験に対処してみようとする気力も

勇気も冒険心も、ここにはない。

むしろその中止のために、さまざまな反対理由を考え出す。「余り効果が期待できない」

「この考え方には問題が多い」「実用に即した運用ができない」「 理解が難しい」「 部の

現状に即応できるか否かは十分に検討を要する問題と思われる」等々。こうレてまず、

「できない、無理だ」という困難性ばかりを強調するのだ。そうして 胴可分経験のない我
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々には、慎重を期する意味で漸進的な措置が望ましい」として、改革の中止、ないし牡

乱の収拾と復活を求めるということになる．改革に困難が予想されることは至極当然のl

とであるにもかかわらずヽ（ 中間職の廃止ヽ 戦力化という目的達成のための一過程と縦

ばヽ いろいろ問題があ・）てもやむを得ないのではないか」とい゜だ気構えはここに辻見レ

れない。

こうしてヽ職員が仕事を忌避する論理的正当性は次の如く述べられるo 自分の課臨

大課のため、また異質と思われる仕事も入るため、職員 の対応が大変である。また電趾

設置のアンバランスのために、仕事の能率も 低下する。したがって課の分離を考えてほし

い。」と。それでは仕事などできないのではないかと思われるくらいに、あらゆる理鹸

発見しては弁解する。「課の名前がスッキリしないので、矛盾を感じている」といった意

見も、聞こえてくる。イ士事忌避性の職員は、改革後でも ざまざまな問題に直面した場乱

「 このように問題が多いと、元に戻ってしまうのではないか」と、即安定への復帰を骸

的に願望しやすい。

主管者制度の基本原則である機能的役割分担、少数精鋭主義、個人的能力実証主義といっ

た独任スタッフ制の理念がとかく崩 れやすい原因も、「 部下にやらせる」ことに順応し」

ぎているためではないかと思われる。極論すれば、管理者は ∩士事を命じてやらせること

に、ヒマな時間を費やしている」ともいえよう。それゆえに、独任制になって「どうい

らよいのか分らない」という主幹の発言がしばしば聞かれたのである。こうした不安かモ

「担当の職員を配置すべきである。そうでないと主幹がその業務につかざるを得ず、ill

に支障をきたす。」といった要求が出てくるのである。これでは、何のための専門的スタヅ

フ職なのか意味をなさなくなってしまう。このように職員心理に内在する慣例的な仕斬

避性に由来して、ますます変革が混乱を来しているのである。

（3) 地位過敏性

地位過敏性とは、あらゆる場合に、すぐ職位、地位、肩書、位階などの上下関係的回

で見たり聞いたりすることに過敏過ぎる性向 のことを意味する。職員の多くは常にヽ §ブ

が上昇するか、下降するかということに多大の関心を払っている。トップや上司の牛価

求めたがったり、全面依存したりしやすい。仕事においても、そうした関 わり方しかし

い。タテ社会、タテ割思考、身分制度といった伝統的価値観に拘束きれ、柔軟な横診がで
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等関係を樹立できないでいる。依然として命令系統の一元化を志向する傾向は強く、独任

制的思考様式や行動基準が未だ確立きれていない。まして変革は、伝統的権威ヒエラルヒー

に対する根本的な挑戦であり、それだけに職員の根底にある深層心理そのも のに抵触せざ

るをえない。つまり、最初から変革の困難性は見え過ぎていたのである。

例えば、次のような個所にそれは現われている。「 スタッフ部門、ライン部門の色分を

余り濃厚に部内に持ち込むことは、いわば課制の二重構造となり、上級課、下級課的位置

づけが必然的に生じ、これが全般にわたって職員 の志気に及ぼす影響についても十分の配

慮が必要である。」「 主管課制度の運用を誤ると、職員に差別意識が強くなり、¨人間関

係の教育¨のみでは解決できない点が起こり、志気に悪影響を及ぼす恐れがある。」ある

いは、「部単位に集中管理し、庶務担当者の専門化を図っても、各課ではその下請的業務

が残り、余り合理化されるとは考えられない。」

ここで¨上級課・下級課的位置づけ ’‥’差別意識 ’‥’下請的業務¨といった頻繁に使わ

れる言葉は、彼等の内面的関心を現 わし、しかも切実な不安を表現していよう。彼等は権

限の集中化ということに対し、能率化の規準で判断するより、むしろ自分の権限が上位の

主管者にとられてしまうことを恐れ、反対する。「代決権、文書の回し方に上下の差がつ

いていいるから、それを改めるべきだ」と発想する。この傾向はとくに中間管理職に強く、

「長」の肩書がないと仕事ができないようにさえ考えられている。

タテ割組織社会に生きてきた職員にとって、変革への関心は、まず呼称制度や昇進・昇

格問題に象徴的に表出されると言ってよい。しかも階層短縮を図るといっても、多くの事

例が同じような結果を辿っていることに着目すれば、「 中間職を廃止するといっても従来

より多くなり、屋上屋を重ねる結果になっている」ということになる。この同じ失敗バター

ンの理由付けを集積していくと、以下にようになる。階層短縮の原則により中間職位を廃

止すれば、一部の職員に降格というイメージを与え、かつ下位職からの昇進・昇格の路が

阻まれ、また遅れてし まう。これてヽは職員の働く意欲を失わせ、士気は低下し、かえって

戦力低下になる。従って、もし廃止するなら（廃止はよい
言

ある）、新しい職制を作っ

てほしい、という論理である。こうして依然として、職階制は再建され肥大化するという

ことになる。

つまり、彼らが執着していた動機は、実は補佐の戦力化といった改革目的如何よりも、

職位・職名への関心や志向でヽあったのである。いわば職員の¨職位への欲求Tj 礼 改革の
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復活要因のひ とつになってい るとい える ので ある。

こ れは、主管者制度を導 入して マ年目 を経過し た時点で 、実施 された甲府市 職員の≒、

ヶ 一卜調査に よっても 裏付けさ れて い る。「 理論的には優れていても市民 に わかりにくい

面があるのでヽ ‾部改革し た方 がよい 」（70.0 幻 「ヽ 課ヽ 係の方が市民にわかり やすぃとと

う」（63.2 幻　とい う結果がでている。こ のデ ータは、　「 名称が変 わ・ r.ニた めにヽ 市民悦

惑っ ており大変である」という理由づけ が依然として定着してい ないこ とを表していz,

ここに甲府市が呼称制度を、ラ イン 部門に課制復 活してし まった根拠がある。同様に齢

市においても 、フ年目にしてや はり 課制復活し 、 日立市 が2 年 間で復活し てい ること乱

やはり同じ理由によるも のである。こ れほ どに地 位名称 へのこだ わりは強固不変のものが

あった( 地 位志向 の心的 発生 メカニズム の構造的 解明については、 次章で 追及 するU

「 市民から理解さ れず、説得力 がない 」とい った復活理由は、肩書や名称に よって㈲

をするので はないから、正当な根拠 とはならない のであるが、 より重要な事実発見はこう

した職員の思考パタ ーンにあった。つ まり今日なお、お役人 一 庶民的な タテ割思考が7

変に潜在し ていることを感じさせる ので ある。名古屋市 のある部長 は、部長制廃止につい

て、「 スタッフ 制にし て局長 の補佐をし 、経常事務について は、各局で 分担を決めて但

とい うことなので、業務には大 きな変化 はない と思う。し かし一般 市民 から見れば̈ 封

¨ とい うのはいったい伺を やるんだ ろう、 とわかりに くい のではないか。個人的にはIで

長¨ の名 が消 えるのは寂しい。
ツ

と話し ていた。

(4 ）比較妄想性

変革にはざまざまな不安と混乱が生起するが、問われるべきはこうした処問題に対づ

職員の対応の在り方、処理の仕方である。通常は、前例主義、規則主義、尿議制度なご:

よって解決されるが、のみならず。一律・平等主義を求める比較志向性が強いこと白光

だ。これは「他市においても採られていないから」とか「他課では行なわれていないかし

と、近隣・類似自治体と比較検討し、安易に正常化のための平等化をやってしまヶが五向こ

ことである。周囲の在り方に対して過剰な関心をもち、「 他市がどう判断するか、どび

えるか」を意識し過ぎる傾向が強い。 ∩也市においてもスタッフ職に配置換えし士 場合ふ

平行移動できる職名を用いているようでヽある。」と判断レ すぐに、平均志向を目言仁

いうことになる。「 甲府市も復活したから」「 鹿沼市がどうであった」という単眼ヒ
仁
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日常的思考のなかでやっているのである。

しかし、変革の動機や必要性は、事例分析でも 見てきたように、全く個々パラ パラな動

機づけから出発していた。初期段階における問題の固有性・多様性は、一律な解決を困難

にしていた。それゆえに、多様な変革モデルの実施過程が見られたのである。各市に内在

する矛盾解決に当たっては、ひとつひとつ自己自身の手で、独力で解決の方途を探してい

く以外になかった。しかし、不安の増大は安易に、他市との比較検討に走らせる。他市と

の比較は。、自主的選択・決定のための判断材料になるのではなく、そのままの画一的取込

みになってし まうのである。

この時の理論展開は、以下のように行なわれる。現状はアンバランスが目立ち、パラパ

ラで不公平である。常にトラブ ルと途惑いが絶えず、ますます混乱する一途である。不都

合なことも多く出てきた。改革によって他の課や職員にし わよせがいかないようにすべき

だ。他市の場合は、こうはなっていない。A 市でとっている制度にすれば活かされてくる

のではないか。全庁的に統一化すべきだし、同じスタイルの方がいい。変革に当たっては、

やはり同じ条件で、同質・同処遇を考えるべきだ、と。

このような他者への過剰な関心は、「職員や課長が主幹をどのようにみているかも不明

だ。」「 職名イメージが不確定でありね本人はも とより他の職員からの評判も悪い。」と

いう発言にも現われている。常に他人の意見がどうであるかによって、自分の価値判断や

選択規準を変えていく。そうしてやがて、「 職制改革はできないのではないか」という否

定的意見に変容していくのである。しかもこうした比較志向は、改革によって付与された

自分の新しい職務に対しても不平不満を述べたてる。「 労働過重だ、多忙だ、かえって途

惑いが出てきた、負担になっている、消化しきれない。」云々と。自分のことだけではな

く、他の階層にも細心な関心を示し、「 係長兼務主幹と、専任係長を比べると、主幹が楽

をしている。不公平だ。主幹の中にやる気をなくしている人がいるo    Jと、そして即改め

ることを提言したりする。

職員心理を終始脅かしているこのような不安の実態を「比較妄想性」と規定しておきた

い。比較それ自身が問題なのではない。比較とは、類似しているものと異質なも のとの両

者の関係を検討していくことであるが、ここでヽは類似した共通項のみを全面的に強調し過

ぎる性向かおるということである。そしてここに、、改革が常に混乱と失敗に立ち向かう内

面的契機が存在しているのではないか。
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セクシ ョナリズムの排除 の困難性も 、この概念 から解釈で きる。例 えば、部下の数見

の人 が3 人で自分の課では2 人 だヽ だから「 足りない」（も ゛oと部下 が欲しい 」とい≒

理 作用を促す。こうし た比較妄想性 に呪 縛さ れる ことに よ9 てヽ 職制や部下が増大してし

まうという悪循環を繰返 す。し かし 結局ヽ 他者の関心 に左右 される変革 はヽ その他者呻
¶

断 と変 化に よって失敗するも のであ る。周囲 の批判に順応し受 入 れ過ぎていたらヽ独豺

変革 が達成 されないこ とは至 極当然 のこ とで ある。変革 の成 否は、自 らが合理的判断し、

意思決定して いかねばならず、混乱 の収集法も 、当該市 の過去 と現実を具 体的に検討す;

ことに よってしか救われないので ある。

（5) 長期的変革計画の欠如

組織変革の長期的計画が作られていないことは、各自治体に共通している。変革の射

的・段階的な長期展望が示きれていないのである。各段階を踏まえての問題点の解決レ

う発想がない。「この度の改革が将来に向かって、どのようになるか。」ということ頻

員に公表されておらず、このことがまた、不安と疑心暗鬼とを引起こしている。第一牡

革のポイントはどこにあり、次いで第二次改革はこの部分の改革を実施するといった影

かな未来展望がなく、場当たり的な改善傾向が強いのである。

「 組織改革」は一般的には、改革前の状況、改革動機、改革目的、第一次機構改革バ

して矛盾や問題点の表出、これを踏まえての第二次機構改革、および現況といった、旧

を辿っているのが実状であろう。つまり現実的に矛盾や欠陥が現われたものを、修正司

充しつつ対処療法的に改善しているのである。しかしそれで・は、一時的・部分的改良回

ではあっても、全庁的・長期的な変革にはならない。根本的・抜本的な変革にまで到達し

ないのである。

「 組織変革」は、変革計画を設定して、何故、今日はここまでの改革が必要であるか」

いう根拠と規準を明示し、かつ職員にも理解を求めて提示し、全庁的・長期的視野にび

して実行していかなけ ればならない。こうした時間的歴史的な感覚が欠如しているよ卜

思われる。変革計画がないために混乱に直面すると、即、「 元に戻すべきだ、復活ヤ` ざ

だ・ 」「やめるべきである。改めた方が良い。」と考えてしまう。あるいは理念述仁

らないと失敗だと感じ断念してしまうo     きらには、5 年後の自分が読めないためにヽ ト

に下位職は、昇進・昇格への道を塞がれた。という不安や絶望感に陥ってしまうので匹 ■■'
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課長補佐職を廃止するといっても、それなりに「必要だから作られてきた」という歴史

的経過かおるはずである。職員もまた、長い間それに慣れ順応してきている。それならば、

廃止するには、その歴史性に見合った理由づけと困難性を覚悟しなければならないだろう。

補佐職が新設されて30年の歴史をもつならば、これを廃止して新しい制度が定着するまで

には、優に30年かかるという歴史感覚をもたなけ ればならない。あるいは、真に補佐に代

わりうる機能的役割ポストが必要であるという説明と説得とが十分になきれねばならない。

無用論は有用論に匹敵し うる桔抗関係を超克し得なければならない。安易な無用論や、自

然解消、あるいは数と職員が少なくなっていくのを待つといった考え方では、恐らく根本

的な変革は到底無理であろう。長時間にわたって不断に変革を持続していこうとする姿勢

が問われているのである。

（6 ）組織風土

各自治体の歴史の流れの中で作られてきた組織風土が、変革の混乱の背景にあるも のと

思われる。市や職員、住民意識の底流にある不可視の精神構造が。根強く土着していて、

一概に理念的関わりや判断を許さないものかおるようである。

高山市の場合、「 全役職者の一括返上」とか「 皆な地の人だから、止むをえない。と

いった表現にも独特のニュアンスが込められている。山形市が「 保守的革新」というのも、

「 中央から苛められた」「 殿様がしょっちゅう代わった」という歴史性が、職員をして

「新しいものに飛びつかない」「石橋を叩いて渡る」「足の引っ張り合い」　7出る釘は打

たれる」という呪術的言葉を吐かせ、かつ、それが早急な抜本的変革に連結していかない

源泉であるかもし れない。「 長い間そうしてきたから」という発言は重く、深く、職員心

理に垂鉛を下 ろしている。またそれゆえに、伝統的体質改善が主張されるのも頷けること

であろう。甲府市の場合も、歴史的に国や県など上級官庁への信頼感は薄く、むしろ、回

への抵抗の姿勢を持続してきた自治体であることを自負している。抵抗の思想は市民サイ

ドに立つという風潮や革新市政を生んでいるという。あるいは、旭川市は、中央から遠く

離れるほど、フロンティア精神が発生するという「 量り理論
」を主張している。

こうした日常会話や言葉の端々に散見できる意見の内実性を、もっと探っていく必要か

おる。日常業務活動の中で繰返し、戒められている言葉や原則や感覚の意味を 上り明らか

に分析していく必要があろう、。教訓や道徳律などの常套文句の中に潜じ暗い呪所の意味を
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解明していかなければならない。変革の本当の混乱の原因は
｀

も・)とヽ ず゛:)と根深く敲
ん

でいるのかもしれない。それゆえに新しい変化を導入しようとしても
ヽなかなかに困瓢

のである。

われわれは、知らず知らずのうちに使用し、行動しているものの意味内容に案外
ヽ無駒

心であるが、職員の何げない言葉のひとつひとつの中に本当の原因があるといえる。この

国の閉鎖的封建社会の遺制が、今日なお、官僚制組織の中のタブ ーとして伝承されてきて

おり、ここに日本的官僚制を支えている何かが存在しているように思われる。、こうしたタ

ブーをざらに敏感に鋭く職員の生活世界の中から探り当てていかねばならない。

きて、官僚制組織変革の困難性と混乱の原因を究明してきて、さらにこうした混乱の諸

要因が発生してくるより本質的な起源は何に由来するのか。現象的事実の背景にある根本

的源泉とは一体何なのか、という課題への追求が、ざらに持続されねばならない。これが

次章に架橋されるモチーフである。

注

に ）　名古屋タイムズ、1976・ 5 ・10
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